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は じ め に

札幌市では、平成２３年（２０１１年）１月に、産業振興の方向性を示す計画である「札幌市産業振興

ビジョン」を初めて策定しました。その後、平成２９年（２０１７年）１月には、令和４年度（２０２２年度）を

最終計画年度とする「札幌市産業振興ビジョン改定版」として改定し、様々な産業振興施策を進めてま

いりました。

この間、札幌市を取り巻く社会経済情勢は大きく変化してきました。令和３年（２０２１年）には札幌

市は初めての人口減少に転じ、少子高齢化の更なる進行による労働力不足といった課題に直面して

いるほか、新型コロナウイルス感染症拡大や不安定な世界情勢などにも影響を受けています。

一方で、北海道新幹線の札幌延伸や都心の再開発など、札幌のまちのリニューアルに資する絶好

の機会も控えており、変わりゆく社会経済情勢に的確に対応しながら、札幌経済を持続的に発展

させていくために、次なる１０年の産業振興の方向性を示す、「第２次札幌市産業振興ビジョン」を

策定いたしました。

今後も生産年齢人口の減少が進み、経済規模の拡大が実質的に困難となることが予想される

状況を踏まえ、本ビジョンでは「人口一人当たりの市内総生産」を数値目標に掲げました。持続可能

な経済を構築していくためには、企業が創出する付加価値や生産性を上げていくことが不可欠で

あり、ひいてはそれが市民の豊かさに繋がっていくものと考えています。

本ビジョンを企業・市民・行政が共有し、オール札幌で協働しながら、市制１００周年を迎えた札幌

市の次なる１００年の礎となるまちづくりを進めてまいります。

最後に、本ビジョンの策定にあたり、ご尽力を賜りました札幌市中小企業振興審議会の皆さまを

はじめ、様々なご意見、ご提案をいただきました経済界、市民の皆さまに心からお礼を申し上げます。

令和６年（２０２４年）３月
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1 計画の目的

第1章 目的と位置づけ

札幌市内の企業は、９９％以上が中小企業1であり、札幌経済を下支えしていることから、その振興を

目指すことを目的として「札幌市中小企業振興条例2」（以下「条例」という。）を平成２０年（２００８年）

４月に全面改正しました。

条例には、「市は条例で定める基本理念にのっとり、中小企業振興施策を総合的に策定し、及び

実施しなければならない。この場合において、中小企業者等の実態を的確に把握するとともに、中小

企業者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない。」と明記されています。

このことに加え、札幌市が将来にわたって発展するためには、企業・市民・行政が中長期的な視点か

ら、産業振興の目指す姿やその実現に向けた方向性を共有することが重要であることから、札幌市

は、平成２３年（２０１１年）１月に、令和２年度（２０２０年度）までの産業振興の方向性を示す計画として、

「札幌市産業振興ビジョン」（以下「産業振興ビジョン」という。）を策定しました。

そして、平成29年(2017年)1月には、社会経済情勢の変化に対応するために令和４年度（２０２２年

度）を最終計画年度とする「札幌市産業振興ビジョン改定版」（以下「産業振興ビジョン改定版」とい

う。）として改定し、札幌市は適時適切に産業振興を進めてきたところです。

しかしながら、令和３年（２０２１年）に札幌市は初めて人口減少に転じ、時代の転換期を迎えました。

また、少子高齢化の更なる進行による人口減少や労働力不足といった課題が顕在化している状況に

加え、デジタル化の進展、気候変動やＳＤＧｓ3への対応、ＧＸ4を契機とした経済活性化の推進の動き、

新型コロナウイルス感染症をきっかけとした社会変容、不安定な世界情勢など社会経済情勢も大きく

変化しています。さらに、今後は北海道新幹線の札幌延伸や都心の再開発など、札幌のまちのリニュー

アルに資する絶好の機会も控えています。

こうした変わりゆく社会経済情勢に的確に対応しながら、札幌経済を持続的に発展させていくため、

次なる１０年の産業振興の方向性を示す「第２次札幌市産業振興ビジョン」（以下「第２次産業振興ビ

ジョン」という。）を策定します。

1 中小企業：経営規模が中小規模の企業。中小企業基本法で中小企業者の範囲が定められている（中小企業政策における基本的な政策

対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なる）。なお、小規模企業も中小企業に含

まれる。 

2 札幌市中小企業振興条例：中小企業を取り巻く経済的、社会的環境の変化等を踏まえ、中小企業の振興に関する基本理念を定めるな

ど、札幌市の施策の基本となる事項を定めたもの。中小企業者等への助成に対する指針等を定めていた旧条例（昭和39年(1964年)制

定）を見直し、中小企業の振興に関する基本理念等を定める条例として平成20年(2008年)に施行。 

3 SDGs：Sustainable Development Goalsの略。平成27年(2015年)９月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された「持続

可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された、令和12年(2030年)までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。

４ GX：グリーントランスフォーメーションの略。産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、

社会経済システム全体を変革すること。
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２ 位置づけ

第２次産業振興ビジョンは、条例に基づき策定する中小企業振興施策の総合的な計画であり、札

幌市のまちづくりの計画体系では最上位に位置づけられる「第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン」（以

下「第２次まちづくり戦略ビジョン」という。）の方向性に沿った、産業振興部門の個別計画となります。

第２次産業振興ビジョンの構成は、第１編をビジョン編として、目的や札幌市の現状と課題、ビジョン

体系を示します。また、第２編を施策編として、第２次札幌市まちづくり戦略ビジョン・アクションプラン２０

２３（以下「アクションプラン２０２３」という。)等の事業と連動させる形で、今後５年間で実施する予定の

主な施策を掲載します。

第2次札幌市産業振興ビジョン

第1編 ビジョン編

第2編 施策編

その他個別計画
○第2期さっぽろ未来創生プラン

○札幌市ICT活用戦略2020

○第2次札幌市中央卸売市場経営活性化プロジェクト

○第2期さっぽろ都市農業ビジョン

○第2次札幌市環境基本計画

○札幌市気候変動対策行動計画

○第4次さっぽろ子ども未来プラン　等

個別計画

札幌市中小企業振興条例

アクションプラン
2023等の事業と連動

まちづくり戦略ビジョンの
基本的な方向性に沿って

策定

第2次札幌市まちづくり

戦略ビジョン

総合計画

第2次
札幌市まちづくり戦略ビジョン・

アクションプラン2023
（中期実施計画）

・目的と位置づけ

・札幌市の現状と課題

・ビジョン体系（基本理念等）

・施策

ビジョン編

戦略編

産業振興ビジョンのアクションプラン

〇第２次札幌市観光まちづくりプラン

○第2期札幌市映像活用推進プラン

相
互
に
整
合
性
を
図
る
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3 対象

札幌経済を持続的に発展させるためには、市内企業の９９％以上を占め、札幌経済を支える中小企

業を振興することが重要であり、こうした認識を、企業はもちろんのこと、まちづくりの担い手である市民

や行政も共有することが大切です。

加えて、社会経済情勢に的確に対応しながら札幌経済が成長するためには、イノベーション5を生み

出していくことが重要ですが、そのためには、大学等が持つ知識や研究成果を活用した課題解決や新

たな技術を生み出すことが必要であることから、更なる産学官6連携の活性化が不可欠です。

このことから、札幌市の産業振興の担い手であり、産業振興の方向性を共有することが必要な企業

（大企業を含む）、経済団体、研究機関（大学を含む）、市民、行政を第２次産業振興ビジョンの対象と

します。

4 計画期間

第２次産業振興ビジョンの計画期間については、中長期的な札幌市の産業振興の方向性を示すた

めに、第１編ビジョン編を令和５年度（２０２３年度）から令和１４年度（２０３２年度）までの１０年間とし

ます。また、第２編施策編は、アクションプラン２０２３等の事業と連動させる必要があることから、令和５

年度（２０２３年度）から令和９年度（２０２７年度）までの５年間とします。

このため、令和９年度（２０２７年度）を目途として、社会経済情勢の変化を踏まえながら第２編を中心

に第２次産業振興ビジョンの改定を予定しています。

5 イノベーション：革新的な技術や発想によって新たな価値を生み出し、社会に大きな変化をもたらす取組。

6 産学官：産業界（民間企業）、学校（教育・研究機関）、官公庁（国・地方公共団体）の三者。
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1 産業振興ビジョン改定版（前ビジョン）の実施状況

第2章 札幌市の現状

札幌市では、産業振興ビジョン改定版で設定した産業振興の目的、基本理念、基本的な視点、５つの重

点分野と３つの横断的戦略からなる施策展開の方向性に沿って産業振興を進めてきたところです。

第２次産業振興ビジョンを策定するにあたって、これまでの取組の実施状況や課題を振り返ります。

地域資源を
活かした創造性
あふれるまち

中小企業の
活気があふれ
新しい時代を
先導するまち

世界に
羽ばたく企業が
躍進する活力
あふれるまち

人と企業が
世界中から集まる

魅力的なまち

個性的な
まちづくりと産業が
結びつき地域が

にぎわうまち

目指す姿

目　的

①雇用の場の確保・創出

②企業・就業者の収入増加

魅力あふれる
まちづくりの実現

【産業振興ビジョン改定版　体系図】

基本理念 基本的な視点

北海道経済の

中心都市としての

機能・役割の発揮

国・道・経済団体

等と連携した

オール北海道体制

での産業振興

道内循環の拡大と

道外需要の開拓

創造性を活かした

産業の活性化

施策展開の方向性

重 点 分 野

横 断 的 戦 略

地
域
の
魅
力
と
人
の
活
力
が
創
り
出
す
チ
ャ
レ
ン
ジ
都
市
さ
っ
ぽ
ろ

札幌を含めた北海道経済
の成長をけん引する

観光

食

今後の成長が期待される

環境（エネルギー）

健康福祉・医療

投資を呼び込むとともに
全産業を高度化させる

IT・クリエイティブ

既存企業の魅力向上
経営基盤の強化と付加価値の向上

商業活動の活性化と流通機能の強化

海外からの積極的な需要獲得策の推進

札幌経済を支える

中小・小規模企業への支援

市内企業への就労促進と人材育成
企業活動の源となる人材の確保と育成

将来を担う若い世代への就労支援

女性、高齢者、障がい者の就労促進

道外からの人材誘致

札幌経済を担う

人材への支援

魅力ある企業の誘致・創出
企業立地の促進

創業の促進

札幌経済を発展させる

新たな企業の創出



第
１
編

札
幌
市
の
現
状

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

9

こうした取組などにより、観光地としての総合満足度は４０％を超え、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大前である平成３０年度（２０１８年度）までは年間来客数も順調に増加基調となり

ました。しかしながら、令和２年度（２０２０年度）以降の年間来客数は新型コロナウイルス感染症

の感染拡大により大幅に減少しており、早期に札幌観光を復活させる取組が求められています

が、コロナ禍を契機として、これまでとは異なる旅行ニーズや持続可能性への意識の高まりが

加速するなどの変化が生じており、今後は単にコロナ禍前の状態への回復を目指すのではなく、

こうした変化への対応が求められます。

産業振興ビジョン改定版の主な取組1
ア　重点分野

ストックホルム大聖堂大雪像  ©ＨＢＣ北海道放送 さっぽろホワイトイルミネーション

資料：来札観光客満足度調査（札幌市）
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（%）
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観光地としての総合満足度
（「満足」と回答した人の割合）

27.0

41.4

0
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（万人）

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1,304

789

1,585

資料：来札観光客数調査（札幌市）

年間来客数

（ア）札幌を含めた北海道経済の成長をけん引する「観光」、「食」分野

観光分野では、北海道の観光拠点としての役割を担うべく、さっぽろ雪まつりのほか、夜景・夜

間観光推進強化事業として夜景を軸とした夜間観光コンテンツの充実に取り組み、夜間観光の

魅力の向上を図るなど、札幌らしい観光コンテンツ7の充実を進めてきました。また、国内外への

戦略的なプロモーションによる観光誘致の推進、外国人観光客の増加を見据えた公衆無線

ＬＡＮ等の受入環境の充実、ＭＩＣＥ8誘致の推進に取り組みました。

7 観光コンテンツ：観光スポットやイベント・体験など、観光客をひきつける魅力的な素材のこと。 

8 MICE：多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称。Meeting（企業等の会議）、Incentive Travel/Tour（企業等の

行う報奨・研修旅行）、Convention（国際機関・団体・学会が行う国際会議）、Exhibition/Event(展示会/イベント/見本市等)の頭

文字をとったもの。 
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0

3,000
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1,000
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（億円）

20112010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

展示会における北海道ブースの様子 資料：工業統計調査（経済産業省）、経済センサス（総務省・経済産業省）

食料品製造業の製造品出荷額

2,053

2,388

食分野では、食ブランドを通じた観光振興やインバウンド向け商品・サービスの開発などの観光

客等への消費拡大に向けた支援に加え、道内１次産業者と市内の２次・３次産業者が連携した商

品開発への支援、海外物産展・展示会への出展、輸出手続きに対する助言等の国内外への販路

拡大の推進、市民のニーズに即応した多様な農産物の生産・流通・販売の支援による札幌らしい

都市農業の振興等に取り組みました。

こうした取組などにより、食料品製造業の製造品出荷額は増加傾向にあり、引き続き食の魅力

を生かしたブランド力の向上に取り組むことが必要です。

また、特に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた観光、食分野を支援するた

め、国や北海道の施策に加え、札幌市独自で宿泊需要を促進するキャンペーンの「サッポロ割」

や、購入型クラウドファンディング9を活用したプレミアム付き食事券の発行等の消費喚起策を行い

ました。

サッポロ割 購入型クラウドファンディングを活用した

プレミアム付き食事券

9 購入型クラウドファンディング：起案されたプロジェクトに対して支援者が金銭的な支援をし、支援者はそのリターンとしてモノやサービスを

得る仕組みのこと。 



第
１
編

札
幌
市
の
現
状

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

11

（イ）今後の成長が期待される「環境（エネルギー）」、「健康福祉・医療」分野

環境（エネルギー）分野では、新製品・新技術開発支援事業を通じて、環境エネルギーに関す

る技術開発支援のほか、高断熱・高気密住宅の普及や省エネルギー改修の促進を通じた環境

技術を生かした製品の需要拡大、次世代自動車10の活用促進等による環境負荷低減に配慮し

たまちづくりを通じた振興に取り組んできました。

健康福祉・医療分野では、若手研究者等による基礎研究や企業との共同研究の支援等によ

りバイオテクノロジー11を生かした研究開発の支援を行ってきました。また、医療関連産業集積促

進事業において、医療機関と研究者や企業の連携を促進する交流イベント等を実施したほか、

国内外の企業との商談機会の提供、医療関連分野への新規参入や共同研究を促すセミナー、

政令指定都市では初となるライフサイエンス12分野に特化した官民連携地域ファンドの設立な

どを通じ、研究環境の整備と産業集積の促進を図りました。

こうした取組などにより、市内のエネルギー消費量は減少傾向にあります。また、札幌のバイオ13

関連企業の売上高は１，０００億円を超えて推移するなどの成果が出ています。脱炭素社会の実

現には、引き続き環境エネルギーに関する技術開発の促進が必要であるとともに、健康福祉・

医療分野では、札幌に大学・研究機関が多く集積する強みを生かし、研究開発支援や産業集

積に資する環境整備の強化に取り組み、更なる振興を進めることが重要です。

札幌市の環境エネルギーに関する

技術開発支援を活用した機器

札幌イノベーションファンド設立に係る式典の様子

10 次世代自動車：窒素酸化物や粒子状物資等の大気汚染物質の排出が少ない、または全く排出しない、燃費性能が優れているなどの環

境に優しい自動車のこと。燃料電池自動車、電気自動車、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車の４種類に分類される。 

11 バイオテクノロジー：生物学を意味するバイオロジーと技術を意味するテクノロジーの合成語で、生物の持つ能力や性質を利用し、「生きる

(健康・医療)」「食べる(食料・農林水産)」「暮らす(環境・エネルギー)」といった人々の暮らしに役立たせる技術のこと。 

12 ライフサイエンス：生物体と生命現象を取扱い、生物学・生化学・医学・心理学・生態学のほか社会科学なども含めて総合的に研究する学問。

13 バイオ：バイオテクノロジーの略。 
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資料：「札幌市気候変動対策行動計画」進行管理報告書

(２０２１年速報値・２０１８年確定値-資料編-)（札幌市）
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資料：札幌市

市内バイオ関連企業の売上高

（ウ）投資を呼び込むとともに全産業を高度化させる「ＩＴ・クリエイティブ」分野

ＩＴ14分野では、産学官連携により平成２８年（２０１６年）から発足した「札幌市イノベーション

推進コンソーシアム15」や「Ｓａｐｐｏｒｏ ＡＩ Ｌａｂ16」の活動等を通じ、ＩｏＴ17、人工知能（ＡＩ）等の

革新的なＩＴ技術の普及啓発やビジネス創出支援、ＩＴ技術と他産業におけるニーズを融合した

独自の製品・サービスの創出等により、ＩＴ技術を活用した産業の高度化を図るとともに、海外

商談会等への参加の支援等によりＩＴ産業の海外展開を促進しました。また、ＩＴ産業人材確保

支援事業を通じて、ＵＩＪターンフェアや道内学生に向けた就職フェア等を実施し、人材確保支援

に取り組みました。

クリエイティブ分野では、ＮｏＭａｐｓ18の開催支援によるイノベーションの誘発や、札幌フィルム

コミッション19の運営を通じた映像産業の振興のほか、インタークロス・クリエイティブ・センター

（ＩＣＣ）20事業を通じた、ＩＣＣを活用したクリエイターと他産業の連携促進等に取り組み、他

産業企業のクリエイティブ活用事例を多く生み出しています。

14 IT：Information Technology の略で、情報処理、情報技術のこと。

15 札幌市イノベーション推進コンソーシアム：北海道内の大学の最先端かつ広範な研究開発と意欲的なIT企業群という二つの札幌の強みを

融合し、AI等の先端技術を活用したイノベーションの創出と相互発展を目的に平成28年（2016年）に発足した産学官連携組織。 

16 Sapporo AI Lab（札幌AIラボ）：「AIの社会実装を先導する都市さっぽろ」の実現を目指し、札幌市イノベーション推進コンソーシアムの

専門部会として平成29年（2017年）に設立した産学官連携組織。AIを活用した新たなビジネス創出の促進等を目的として、AI人材の育

成やAIを活用したビジネス創出の支援などの活動を行っている。

17 IoT：Internet of Things の略で、あらゆる“モノ”に高度な通信機能が組み込まれ、インターネットで相互に情報伝達できるように

なること。

18 NoMaps：北海道を舞台に、新しい価値を生み出す大きな枠組み。クリエイティブな発想や技術によって、次の社会・未来を創ろうとする

人たちのための交流の場（コンベンション）。

19 札幌フィルムコミッション：さっぽろ産業振興財団が運営。全国に109団体(平成30年(2018年時点))あるフィルムコミッションの北海道

ブロック長として、北海道全域での撮影における道内の各自治体への連絡窓口になっている。

20 インタークロス・クリエイティブ・センター（ICC）：コンテンツ産業の振興を目的として、クリエイターや企業などの新たなビジネスの創出

を支援する施設。令和５年(2023年)4月より機能を拡充し、札幌市産業振興センターと一体となり、幅広い業種・業態のビジネスを支援

している。
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資料：札幌市企業経営動向調査（札幌市）

IT・コンテンツを活用して高付加価値をつけようと思っている企業の割合

こうした取組などにより、ＩＴ・コンテンツを活用して高付加価値をつけようと思っている市内企

業の割合が３０％を超えるなど、ＩＴ・クリエイティブ分野による全産業の高度化が進んでいま

す。一方で、ＩＴ分野においては、産業を支える人材の確保を一層強化していくことが必要であり、

クリエイティブ分野においては、今後も、他産業企業におけるクリエイティブの活用促進を通じて

クリエイティブ産業のマーケットを拡大させることが重要です。

Ｓａｐｐｏｒｏ ＡＩ Ｌａｂの様子 ＮｏＭａｐｓの様子

ＮｏＭａｐｓの様子

33.6

13.2
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こうした取組などを進めてきたところですが、新製品・新技術の開発や新分野進出に取り組む

と答えた企業の割合は伸び悩み、グローバル化への取り組みを行っている企業の割合も減少

傾向にあることから、新たな需要の獲得といった札幌経済の成長を進めるための取組を強化

することが必要です。

イ　横断的戦略

新型コロナウイルスに係る事業者向けワンストップ相談窓口 商店街のイベントの様子

資料：札幌市企業経営動向調査（札幌市）
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（%）

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

新製品・新技術の開発や新分野進出に取り組むと
答えた企業の割合

58.1

40.9
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2012 20142013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

資料：札幌市企業経営動向調査（札幌市）

グローバル化への取組を行っている企業の割合

（ア）札幌経済を支える中小・小規模企業への支援

市内中小・小規模企業の経営基盤の強化と付加価値21の向上を図るため、経営や融資等に

関する相談機能の充実、金融機関との連携による低利な融資制度の運用等による資金面での

下支え、新製品・サービスや新技術開発支援を行ったほか、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響を受けた市内企業の事業継続を支援するため、事業者向けワンストップ相談窓口

の設置や融資制度の拡充等に取り組みました。

また、商業活動の活性化と流通機能の強化を図るため、商店街の活性化に関する支援や空き

店舗などを活用した商店街区での開業支援、道内各地の現地メーカーと市内卸売企業の商談機

会の創出支援等のほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって停滞した地域経済の活

性化のため、市内商業者グループの販売促進活動に対する支援等の消費喚起策を行いました。

このほか、企業の海外展開支援を通じて外需獲得の促進に取り組む外需獲得・海外展開支

援事業や、市内企業の関心が高い香港や台湾などの地域を中心としたコーディネーターの配置

や国際ビジネス人材の育成支援等により、海外からの積極的な需要獲得策を推進しました。

8.7

6.1

2１ 付加価値：生産過程で新たに付け加えられる価値。本ビジョンでは、総生産額から原材料費と機械設備などの減価償却分を差し引いた

もののことを指す。
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こうした取組などにより、誘致施策を活用した立地企業数や札幌市特定創業支援等事業23

の修了証明書発行件数は、順調に増加傾向にあるなどの成果が出ています。今後も雇用の

創出や地域の活性化に寄与する企業の誘致や創業を一層促進させるため、札幌の快適な

住環境などの強みを生かした戦略的な誘致プロモーションのほか、相談体制の充実や資金繰り

の支援に取り組むことが必要です。

市の優遇制度を活用した「セガ札幌スタジオ」の立地 スタートアッププロジェクトルームの様子

資料：札幌市
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誘致施策を活用した立地企業数（累計）

237
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資料：札幌市

札幌市特定創業支援等事業の
修了証明書発行件数

（イ）札幌経済を発展させる新たな企業の創出

企業立地の促進や立地環境の魅力向上を図るため、札幌市東京事務所と連携し、札幌市の

立地環境や優遇制度に関する情報発信を積極的に行ったほか、魅力あるオフィス環境の創

出、工場や物流施設等の立地環境整備に取り組みました。

また、創業の促進のため、創業志望者や創業者向けの講座の実施、経営相談窓口の運営、

創業者に対する低利な融資制度の構築等、創業者向けの成長ステージに応じたきめ細やかな

支援を行ったほか、市内で活躍する女性起業家と起業を目指す女性の交流の場の創出等によ

る女性の起業促進、札幌市産業振興センタースタートアッププロジェクトルーム22の運営等を通

じた創業環境の整備に取り組みました。

399

41

2２ スタートアッププロジェクトルーム：創業間もない個人や企業が入居可能な、専門家の経営相談を受けることができるインキュベーション

施設（令和５年(2023年)４月から、名称を「Sapporo Business VILLAGE」に変更）。

2３ 札幌市特定創業支援等事業：札幌市又は認定連携創業支援事業者が創業希望者等に行う、継続的な支援で、経営、財務、人材育成、

販路開拓の知識が全て身につく事業。
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こうした取組などを進めてきたところですが、若年層の道外への転出超過数は依然として増加

しているほか、人材を確保できていると答えた企業の割合は、低い水準で推移している状況で

あることから、企業における多様な人材が活躍できる環境整備を強化していくことが必要です。

（ウ）札幌経済を担う人材への支援

企業活動の源となる人材の確保と育成のため、中小・小規模企業の採用力・人材育成力の

強化や、建設、製造、介護などの職種に応じたマッチングのほか、市内企業のワーク・ライフ・バラ

ンス24の普及促進による女性が働きやすい職場環境の整備等を進めてきました。

また、若者の地元定着を支援するため、さっぽろ圏内の中小企業を対象に職場実習を通じた

就労支援や奨学金返還の支援を実施したほか、ＵＩＪターン25の推進により道外からの人材の

呼び込みにも取り組みました。

加えて、女性の多様な働き方を支援する相談窓口「ここシェルジュＳＡＰＰＯＲＯ」の運営やシ

ニアワーキングさっぽろ26の開催等を新たに実施し、女性、高齢者、障がい者の就労を促進して

きたほか、女性活躍に向けた働き方改革サポート事業では、企業に対し女性が働きやすい

環境づくりへの支援に取り組んで来ました。

ここシェルジュＳＡＰＰＯＲＯさっぽろ圏奨学金返還支援事業

0.0
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5.0

（％）

20222021202020192018201720162015

資料：札幌市企業経営動向調査（札幌市）

人材を確保できていると答えた企業の割合

26.426.4

2４ ワーク・ライフ・バランス：やりがいのある仕事と充実した個人生活が調和したバランスの良い働き方・生き方。社会を持続可能で確かなもの

にするのに不可欠とされている。

2５ UIJターン：大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。Uターンは出身地に戻る形態、Iターンは出身地以外の地方へ移住す

る形態、Jターンは出身地の近くの地方都市に移住する形態を指す。 

2６ シニアワーキングさっぽろ：高齢者と企業とのマッチング支援を目的とした、主に60歳以上のシニア層を対象とした体験付き仕事説明会。 
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産業振興ビジョン改定版においては、産業振興の目的である「雇用の場の確保･創出」「企業・

就業者の収入増加」に沿って、「市内従業者数」「市内企業の売上高」の２つを数値目標として

設定していました。

市内従業者数について、令和３年（２０２１年）は８７２，７７９人となり、目標値の９００，０００人を

下回る結果となりました。

道外への転出超過数は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により抑制され、女性や

高齢者の就業率27も上昇した一方で、生産年齢人口28の減少が続いたことが大きな要因となり、

従業者数の総数も減少したものと考えられます。

市内企業の売上高については、令和３年（２０２１年）の市内企業の売上高は２１兆４，２５７億円

で、産業振興ビジョン改定版における市内企業の売上高の目標値１６兆８，５００億円を上回る

結果となりました。

これは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛要請の影響により、宿泊業・

飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業は売上高が減少した一方で、巣ごもりの影響に

よる卸・小売業の売上高の増加のほか、少子高齢化の進行や健康志向の高まりによって医療・

福祉の売上高が増加したことなどが要因と考えられます。

今後も、生産年齢人口の減少が続くことが予想される中、札幌経済を持続的に発展させて

いくためには、雇用の受け皿を確保していくことはもちろんですが、更なる多様な人材の活躍が

不可欠となるほか、生産性の向上を通じて、企業の稼ぐ力を高めることが重要です。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の平成２８年（２０１６年）と当初値を比較した

場合でも、市内従業者数については、８３８，９１１人と目標値には届いておらず、上述のとおり、

生産年齢人口の減少が大きな要因となっていることが考えられます。一方で、市内企業の売上高

は、２１兆１，６２３億円と目標値を上回っており、これは、少子高齢化の進行に伴うニーズの高まり

などにより医療・福祉が増加したほか、外国人観光客数の増加等に伴う消費の拡大による卸・

小売業の増加などが要因と考えられます。

産業振興ビジョン改定版の数値目標達成状況2

【産業振興ビジョン改定版の数値目標達成状況】

数値目標
の項目

市内

従業者数

市内企業

の売上高

当初値
(２０１４年）

８５８，０００人

１５兆７，７９４億円

目標値
（２０２１年）

９００，０００人

１６兆８，５００億円

実績値
（２０２１年）

８７２，７７９人

２１兆４，２５７億円

参考値
(２０１６年)

８３８，９１１人

２１兆１，６２３億円

注：経済センサス（総務省・経済産業省）に基づく設定

2７ 就業率：15歳以上の人口のうち、従業者と休業者を合計した者の割合。

2８ 生産年齢人口：15歳以上〜65歳未満の人口。 
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産業振興ビジョン改定版の５つの重点分野「観光」、「食」、「環境（エネルギー）」、

「健康福祉・医療」、「IT・クリエイティブ」は、一部で新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響を受けていますが、集中的な産業振興施策の取組等を通じ、各分野の

振興が進んでいます。

一方、全産業において取り組むこととした横断的戦略については、新たな企業の

創出において立地企業の増といった成果が出ているものの、札幌経済を支える中小・

小規模企業への支援において、新製品・新技術の開発や新分野進出、グローバル化

に取り組む企業が伸び悩んでいるほか、札幌経済を担う人材への支援において、

人材を確保できている企業が低い水準で推移しているなど課題が残っています。

産業振興の目的の実現に向けて設定した数値目標については、新型コロナウイ

ルス感染症の感染拡大に伴う巣ごもり需要等の影響により市内企業の売上高は

目標値を達成しましたが、生産年齢人口の減少を主な要因として市内従業者数の

伸びは鈍化し、目標値を下回りました。

今後も生産年齢人口減少が見込まれる札幌市が、持続的に発展していくため

には、多様な人材の活躍による担い手の確保に加え、生産性向上による稼ぐ力の

底上げが求められます。

総括3
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2 札幌市の特徴

札幌市の魅力1
ア　地域特性

札幌市は年間約５ｍの降雪がありながら、パリ（フランス）やミュンヘン（ドイツ）、バルセロナ（スペ

イン）といった世界的に有名な大都市と同クラスの約１９７万人の人口を有する都市です。また、約

８割の緑被率29を誇り、緑豊かな自然環境が広がっているとともに、地下鉄やＪＲなどの公共交通

ネットワークが整備されていることに加え、大学などの研究機関やＩＣＴ関連企業、医療機能が集

積しており、世界でも類をみない自然と都市機能が共存する特徴を持った北の拠点都市です。

イ　豊かな食

北海道は広大な土地と冷涼な気象条件、更には

四方を海で囲まれた立地環境を背景に農業や漁

業を基幹産業の一つとして発展し、食料自給率30は

全都道府県の中で１位となっており、北海道産の農

畜水産物が国内の食を支えています。また、札幌市

にはその新鮮でおいしい北海道の「食」が多く集ま

り、国内外の人々を魅了しています。

資料：札幌市
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資料：令和２年度都市緑地の保全及び緑化の推進に関する実績調査

(国土交通省)
※数値不明の都市を除く政令指定都市比較を記載

緑被率

※ 人口と降雪量の計測年は都市によって異なる (札幌市の人口は令和４年(2022年)現
在、 降雪量は平成3年 (1991年) から令和2年(2020 年) までの平均としている)。 人口
が100万人以上で降雪地域に位置する世界の主要都市との比較

10.4

78.680.8

札幌市（日本）

モントリオール（カナダ）

サンクトペテルブルグ（ロシア）

藩陽（中国）

ミュンヘン（ドイツ）

ウィーン（オーストリア） 浜
松
市

広
島
市

札
幌
市

仙
台
市

相
模
原
市

神
戸
市

新
潟
市

北
九
州
市

福
岡
市

千
葉
市

さ
い
た
ま
市

静
岡
市

京
都
市

熊
本
市

横
浜
市

川
崎
市

名
古
屋
市

堺
市
大
阪
市

北海道産の食材

2９ 緑被率：一定の広がりの地域における、樹林・草地、農地、園地などのみどりで覆われる土地の面積の割合。自然度を表す指標の一つ。 

３０ 食料自給率：国内の食料消費が、国内の生産でどの程度まで賄えるか示す指標。我が国に供給されている食料のカロリー(熱量)合計の

うち、国産で賄われたカロリーがどのくらいあるかを示す「カロリーベース自給率」と、生産額で示す「生産額ベース自給率」がある。 
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大倉山 もいわ山ロープウェイ

北海道は、雄大な自然環境や豊富な食などを有し、東京都、大阪府についで宿泊者数が多い

人気の観光地となっています。また、札幌市は北海道観光における中心都市であり、年間を通じて

多彩なイベントが開催され、まちににぎわいが創出されているとともに、食やショッピングなどの

都市観光に強みを持ち、交通アクセスの利便性も高いことから、例年多くの観光客が訪れています。

札幌市の観光地としての総合満足度は国内客・海外客共に高い数値となっており、観光客

から魅力的なまちとして評価されています。

資料：来札観光客満足度調査、外国人個人観光客動態調査(札幌市)
※　海外客の、令和２年度(2020年度)、令和３年度(2021年度)の調査は、新型コロナウイルス感染症の影響により、実施していない。

道外客

観光地としての総合満足度

0

7,000

6,000

5,000

3,000

4,000

2,000

1,000

（万人） 延べ宿泊者数（2022年、上位10位都道府県）

5,904

3,052 2,917

2,280 2,209 2,111
1,831 1,823

1,581 1,417

東
京
都

大
阪
府

北
海
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千
葉
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神
奈
川
県

京
都
府

静
岡
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沖
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愛
知
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長
野
県

202220212020201920182017

満足

2016
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

（％）

41.441.4
32.429.926.827.624.6

49.352.050.856.057.259.761.0

まあ満足

海外客

202220212020201920182017

満足

2016
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

（％）

73.570.7
60.261.363.4

25.527.0
35.736.234.6

まあ満足

資料：宿泊旅行統計調査 (観光庁)

ウ　充実した観光資源

85.6 87.3 84.0 85.9 83.2

93.4 90.7
98.0 97.5 95.9 97.7 99.0
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札幌圏31は関東圏・近畿圏と比べて通勤・通学時間が短いほか、賃貸住宅の家賃やオフィス

賃料が他都市と比べても低く、ゆとりある都市生活が可能です。

民間調査機関による「住みよいまち」の都道府県庁所在地別ランキング２位になるなど、全国

的に高い評価を受けています。

令和２年（２０２０年)１月に、全国の自治体で初めて、国際的に認知されている環境性能評価

システム「ＬＥＥＤ32」のカテゴリの一つ「ＬＥＥＤ ｆｏｒ Ｃｉｔｉｅｓ ａｎｄ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ」において、

最高評価に当たる「プラチナ」の認証を取得しました。

また、民間調査機関による魅力度ランキングで１位になるなど、全国的に高い評価を受けて

おり、特に観光意欲度や食品想起率33などが高くなっています。

資料：地域ブランド調査2022（株式会社ブランド総合研究所）

30,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

（円）

資料：住宅・土地統計調査(2018年)(総務省)

賃貸住宅の1か月当たりの家賃
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「住みよいまち」の都道府県庁

所在地別ランキング

順位 自治体名（都道府県名）

1

2

3

4

5

福岡市（福岡県）

札幌市（北海道）

熊本市（熊本県）

横浜市（神奈川県）

金沢市（石川県）

資料：シティ・ブランドランキング

-住みよいまち２０２２-(日経ＢＰ総合研究所)

市区町村の魅力度ランキング

項目 1位 2位 3位 4位 5位

札幌市

横浜市

札幌市

札幌市

魅力度

居住意欲度

観光意欲度

食品想起率

京都市

神戸市

函館市

夕張市

函館市

札幌市

京都市

仙台市

横浜市

京都市

小樽市

函館市

小樽市

鎌倉市

横浜市

宇都宮市

エ　住みやすいまち

オ　魅力あるまちのブランドイメージ

3１ 札幌圏：ここでいう札幌圏とは、札幌市に加え、行政、経済、環境などの様々な分野において札幌市と結び付きの強い近隣市町村を含んだ

圏域をいう。当該近隣市町村としては、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町や長沼

町が挙げられる。 

3２ LEED：Leadership in Energy and Environment Design の略。米国グリーンビルディング協会が開発・運用する環境性能

評価システム。

3３ 食品想起率：産品を思い浮かぶことができる割合。 
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人口の動向2
ア　人口推移

国勢調査によると、北海道の人口が平成７年（１９９５年）をピークとして減少に転じる一方で、

札幌市においては、死亡数が出生数を上回る「自然減少」が拡大する中、それを上回る社会増

加（転入超過）が一貫して続いたことから、人口は増加を続け、令和２年（２０２０年）で１９７万３千

人となりました。

しかしながら、少子高齢化の更なる進行に伴い、自然減少が社会増加を上回ったことから、

住民基本台帳に基づく令和３年（２０２１年）の人口は、戦後初めて減少しました。

-15,000

15,000

10,000

5,000

-5,000

0

-10,000

（人）

資料：住民基本台帳（日本人のみ）（札幌市）

札幌市における自然増加数及び社会増加数の推移

8,784

-12,242

自然増加数 社会増加数 人口増加数

-3,458

20222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

0

600

500

400

200

300

100

（万人）

0.0

40.0

20.0

（％）

資料：国勢調査（総務省）

人口の推移（北海道・札幌市）

北海道 札幌市 対北海道シェア

197

202020152010200520001995199019851980197519701965196019551950194719401935193019251920

569 37.8％

522
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イ　人口の将来見通し

札幌市の人口は、令和２年（２０２０年）の１９７万人をピークとして、令和４２年（２０６０年）までに３８万

人減少していくことが予測されます。

特に、経済活動を主に支える生産年齢人口（１５歳～６４歳）は、令和２年（２０２０年）の１２１万人か

ら令和４２年(２０６０年)には８１万人となり、４０万人減少する見込みであり、将来の経済活動の担い

手となる年少人口（１５歳未満）も２２万人から１３万人となり、８万人減少する見込みとなっています。

一方、６５歳以上の人口は、令和２年（２０２０年）の５５万人から令和４２年（２０６０年）には６５万人と

なり、１０万人増加する見込みです。

このことから、今後、少子高齢化が更に進行すると、総人口に対する生産年齢人口の比率は令和

２年（２０２０年）の約６割から令和４２年（２０６０年）には約５割まで低下することが見込まれています。

ウ　転出入の状況

札幌市の転出入の状況をみると、対道内間では、ほとんどの年代で転入超過となっており、

特に、１５歳から２４歳の年代が最も多い状況です。これは、高校・大学への進学や就職を理由とし

て、道内各地から市内への転入によるものと推察されます。

一方、対道外間においては、特に、２０歳から２９歳の年代で転出超過が多い状況となっています。

主な要因としては、大学を卒業するタイミングで、首都圏等に就職すること等が推察されます。
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資料：札幌市の将来推計人口（2022年推計）（札幌市）

人口の将来見通し（2022年推計、各年10月1日現在、札幌市）

15歳未満 15〜64歳 65歳以上 生産年齢人口が占める割合
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資料：札幌市の人口動態（住民基本台帳による）（日本人のみ）（札幌市）

年齢階層別の札幌市への転入超過数（2022年中）

道内 道外 道内+道外

0〜
4

5〜
9

10
〜

14

15
〜

19

20
〜

24

25
〜

29

30
〜

34

35
〜

39

40
〜

44

45
〜

49

50
〜

54

55
〜

59

60
〜

64

65
〜

69

70
〜

74

75
〜

79

80
〜

84
85

〜

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

195 197 197 194 190 185
179 173

166 159

22 22 20 19 17 16 16 15 14 13

49 55 58 61
63

67 68 68 67 65

124 121 119 115
110 102 95 90 85 81



第
１
編

札
幌
市
の
現
状

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

24

経済の動向3
ア　市内総生産

札幌市の令和元年度（２０１９年度）の市内総生産額34は７兆６，１００億円（名目値。平成２７年

暦年基準の実質値で７兆４，５３０億円）で、増加基調にあり、実質経済成長率についても、近年

は全国平均と同水準で推移し、プラス成長を見せていました。

しかしながら、令和２年度（２０２０年度）以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

から、市内総生産額は減少することが見込まれています。

また、市民１人当たりの市内総生産額をみると、令和元年度（２０１９年度）で３８６万円となって

おり、全国平均（４５９万円）を大きく下回っているほか、他の政令指定都市と比較しても低い

水準にあります。

資料：札幌市民経済計算（札幌市）、道民経済計算（北海道）、国民経済計算（内閣府）
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資料：県民経済計算（内閣府）

※さいたま市、相模原市、静岡市、熊本市は県民経済計算を公表していない。

全国及び政令指定都市の市民1人当たり市内総生産比較（2019年度）
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3４ 市内総生産額：一定期間内に市内で生み出された付加価値額の総額。経済を総合的に把握する統計資料として用いられ、実際に取引

されている価格に基づいて推計された「名目」と、物価変動の影響を取り除いた「実質」がある。 

6.50

7.50

7.40

7.30

7.20

7.10

6.80

7.00

6.90

6.70

6.60

実質市内総生産（兆円）

-4.0

-5.0

-6.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

-1.0

-2.0

-3.0

実質経済成長率（％）
札幌市内総生産（実質）の推移

札幌市内総生産（実質） 札幌市経済成長率 参考 全国成長率 参考 北海道成長率
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一定期間内に国内で生産されたモノやサービスの付加価値の合計額を国内総生産

（ＧＤＰ）といいます。付加価値は、モノやサービスを販売したときの価値から、原材料や流

通費用を差し引いた価値のことで、「儲け」を意味します。そのため、国内総生産は「国内で

どれだけの儲けが生み出されたのか」を表す指標となります。

国内の人口が多ければそれだけ生産され消費されるモノやサービスが多くなりますの

で、ＧＤＰは大きくなる傾向にあります。そのため、その国の「稼ぐ力」「国民の生活水準」を

推し量るために、ＧＤＰを国の人口で割り返した「一人当たりＧＤＰ」が使用されます。

なお、令和４年(2022年)における日本の一人当たりＧＤＰは、33,854ドルで、Ｇ２０の

中では9位、Ｇ７の中では7位です。

TOPIC 一人当たりGDP

資料：国際通貨基金（ＩＭＦ）
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イ　市民所得

札幌市の令和元年度（２０１９年度）の市民所得35は５兆７，６９１億円で、平成２３年度（２０１１年

度）から右肩上がりに増加しています。

しかし、市民１人当たりの市民所得をみると、令和元年度（２０１９年度）では２９３万円となって

おり、全国平均（３３４万円）を大きく下回り、他の政令指定都市と比較しても低い水準にあります。

0.00

6.00

5.00

4.00

2.00

3.00

1.00

（兆円）

資料：札幌市民経済計算（札幌市）

札幌市市民所得の推移

市民雇用者報酬 財産所得（非企業部門） 企業所得
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資料：県民経済計算（内閣府）

※さいたま市、相模原市、静岡市、熊本市は県民経済計算を公表していない。

全国及び政令指定都市の市民1人当たり市民所得比較（2019年度）

5.77
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市

275
293300303310311314319326327331334334336

361
390

413

3５ 市民所得：市内外で生産活動にたずさわった市民（個人のほか、企業、団体等を含む。）に賃金、利潤、地代などの形で分配された所得。 
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資料：ＲＥＳＡＳ（地域経済分析システム）

地域経済循環図（2018年）
指定地域：北海道札幌市地域経済循環率

94.4％

支出による生産への還流

78,136億円

所得からの支出

82,753億円

所得への分配

78,136億円

ウ　地域経済循環率

生産された付加価値が所得へ分配され、分配された所得を用いて支出が行われることで

所得が生産に還流されます。この地域内での所得の循環を「地域経済循環」といいます。

札幌市における地域経済循環は、主に企業の設備投資等（支出）によって所得が地域外へ

流出しています。

その結果、外から稼ぐ所得よりも外へ流出する所得の方が多くなり、地域経済の自立度を示

す指標である地域経済循環率（生産(付加価値)÷分配(所得)）は、９４．４％（平成３０年（２０１８

年））となります。

豊かな食や充実した観光資源等の多くの魅力をもつ札幌市ですが、令和３年（２０

２１年）から人口減少となり、今後ますます生産年齢人口の減少が見込まれるなか、

若年層の道外流出に歯止めがかかっていない状況です。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、市内総生産の減少が

見込まれているほか、一人当たりの市内総生産や市民所得が他の政令指定都市と

比較して低い水準にあります。

総括4

生産（付加価値額）
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60,000

50,000

40,000
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10,000
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支出
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（億円）

民間
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地域外からの
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流出

民間
投資額

分配（所得）

50,000
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地域外への
流出

地域外からの
流入
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地域経済の持続可能性を高めるには、地域内で生み出された所得を地域内で循環させ

る地域経済循環が重要となります（下図参照）。

地域内で行われる生産・販売活動により生み出された所得が地域内の企業や雇用者に

分配され、その所得が地域内の消費や投資に支出されることで生産活動に還流される、こう

した地域経済循環を続けることで地域内で生み出される所得は増大していきます。

人口減少によって域内における需要は縮小していくことが予見されますが、生産超過した

モノやサービスなどを地域外に移輸出し、所得を域外から獲得することができれば、域内に

循環する所得が増えていきます。

しかし、単に域外からの需要を獲得するだけで、発生した需要を満たすための生産を

域内資源で賄うことができなければ、原材料等の供給を域外に依存する量がそれだけ増

加してしまい、原材料等の移輸入によって域内で循環していた所得が流出してしまいます。

また、域内における完全な自給自足が望ましいわけではなく、地域で強みを持つ分野に

おいて効率的に生産・販売活動を行い移輸出し、地域内で需要はあるが効率的に生産

することが難しいモノやサービスについては、効率的に生産している他地域から移輸入

することが、地域の内外全体にとって効率的な経済活動となります。

このことから、①域外から所得を獲得する、②域内の所得流出を防ぐ、③地域資源を

有効利用することが、持続可能な経済成長には重要です。

TOPIC 地域経済循環の重要性

分配所得の流出

稼いだ所得を企業や雇用者に分配

域外での消費 域外への投資

稼いだ所得を分配 分配された所得をどう使うか

域内に支出することで
生産活動に還流

地域内

地域外

中間財（原材料等）
の移輸入

雇用者（域外からの通勤）
資本家（株主）

所得の域内への流入・循環 所得の域外への流出

所得を用いた支出

生産超過した
産出財の移輸出

モノやサービスを生み出し

所得を稼ぐ生産・販売活動 投 資消 費
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3 札幌市の産業等の現状

産業の動向1
ア　産業構造　

札幌市の産業構造は、全国平均と比べて第１次産業と第２次産業の割合が低く、第３次産業

の割合が高くなっています。

業種別でみると事業所数、従業者数ともに、卸売業・小売業、医療・福祉、宿泊業・飲食サービ

ス業が多く、この３業種で札幌市内の事業所数、従業者数の半数近くを占めています。

（%）

資料：経済センサス活動調査（総務省・経済産業省）

産業別事業所構成の比較（2021年）

資料：経済センサス活動調査（総務省・経済産業省）

札幌市産業の業種別従業者数構成（2021年）

農林漁業

運輸業、郵便業 卸売業、小売業 金融業、保険業 不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業 宿泊業、飲食サービス業 生活関連サービス業、娯楽業 教育、学習支援業 医療、福祉

複合サービス事業 サービス業（他に分類されないもの）

鉱業、採石業、砂利採取業 建設業 製造業 電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0

札幌市

一次産業 二次産業 三次産業

北海道

全国

9.5 3.2 2.3 2.3 23.5 1.9 10.0 6.3 12.1 7.9 3.0 10.5 6.8

7.60.89.22.58.612.84.27.11.923.83.01.24.79.82.4

9.40.8 8.0 1.5 2.5 23.8 1.6 7.3 4.9 11.6 8.4 3.2 9.0 0.6 7.2

0.40.1

卸売業、小売業

21.7％

医療、福祉

16.7％

その他の業種

16.4％

運輸業、郵便業 5.0％

不動産業、物品賃貸業 4.0%

学術研究、専門・技術サービス業 4.2%

宿泊業、飲食サービス業 8.8%

建設業7.4％

生活関連サービス業、娯楽業 3.6%

教育、学習支援業 3.8%

製造業 4.2%

情報通信業 4.1%

0.0 100.0
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イ　域際収支

域際収支とは、市外への販売額（移輸出）と市外からの購入額（移輸入）の差です。これに

より、札幌市において、市外から稼いでいる産業、需要が市外に漏れている産業が分かります。

札幌市の域際収支は、業種別にみると商業やサービス業の黒字額が大きい一方、製造業の

赤字額が大きく、総額で３，９６９億円の赤字となっています。

また、市内需要に占める移輸入率と移輸出率を産業部門別にプロットすると、移輸出率も

移輸入率も低い「域内自給型」に属する産業が多く、移輸入率が低く移輸出率が高い（≒外か

ら稼ぐことができる）「移輸出型」に属する産業が少ない現状にあります。

域内自給型に属する産業について、営業活動等を通した域外での販売率向上と、それに耐え

うる供給を域内で調達可能にするための生産性向上が達成できれば、移輸出型産業が増加

し、域際収支の黒字化に繋がります。

100.0

50.0

90.0

80.0

70.0

60.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

移輸出率（％）

資料：2015年札幌市産業連関表(札幌市)

移輸入率及び移輸出率（2015年）

20,000

15,000

-5,000

0

5,000

10,000

-15,000

-10,000

-20,000

（億円）

資料：2015年札幌市産業連関表(札幌市)

域際収支（札幌市、2015年）
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0
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5,658

782 693 362 1,429 0

4,897

-36

-3,969

100.050.040.030.020.010.0 90.080.070.060.00.0 移輸入率（％）

移輸出型

域内自給型

域際交流型

移輸入型

商業

サービス

金融・保険

不動産
建設

公務
分類不明

電力・ガス・水道 鉱業

農林漁業

製造業

情報通信 運輸・郵便

全部門平均
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企業活動の動向2
ア　事業所数・従業者数の推移

札幌市内の事業所数は、令和３年（２０２１年）で約７２，０００所、従業者数は約８７万人となっ

ており、平成２４年（２０１２年）から事業所数は減少したものの従業者数は増加しています。

また、札幌市内の企業の９９％以上が中小企業となっており、札幌経済は中小企業によって

支えられています。

イ  開業・廃業率

札幌市における平成２８年(２０１６年)から令和３年（２０２１年）における開業率は６．3％、廃業

率は６．4％となっており、特に廃業率については、全国平均の5.5％よりも高く、また、他の政令

指定都市と比較しても高くなっています。

（%）

資料：経済センサス活動調査（総務省・経済産業省）

開業率・廃業率（2016年〜2021年）政令指定都市比較

廃業率 開業率

8.06.04.02.00.02.04.06.08.0

資料：経済センサス活動調査（総務省・経済産業省）

大企業0.5％

資料：中小企業・小規模事業者の数（中小企業庁）

札幌市の中小企業の割合
（2016年度）

中小企業

99.5％

福岡市

熊本市

札幌市

大阪市

横浜市

川崎市

仙台市

岡山市

名古屋市

さいたま市

広島市

千葉市

京都市

堺市

神戸市

全国

北九州市

静岡市

相模原市

浜松市

新潟市

6.6

5.0

6.4

6.7

5.8

5.8

6.3

5.2

6.0

5.9

5.6

6.1

5.3

5.9
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5.5

5.6

5.6

5.4
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5.3

7.0

6.3

6.3

6.3

5.8
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5.7
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5.1

5.0

4.9

4.8

4.7

4.7

4.6

4.5

4.4

4.2

3.8

71,500

72,500

72,000

73,000

74,000

73,500

74,500

820,000

840,000

830,000

850,000

870,000

860,000

880,000

事業所数（所） 従業者数（人）

2012 2016 2021

札幌市の事業所数と従業者数

74,335

72,730

872,779

831,700

838,911

事業所数 従業者数

72,451
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ウ　景況感

市内企業の景況感は、平成２０年（２００８年）のリーマンショック36以降、順調に回復してきまし

たが、令和２年（２０２０年）に新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって、リーマンショックと

ほぼ同水準まで下降しました。

その後、令和３年（２０２１年）以降、国や地方自治体等による経済対策や行動制限の緩和等

の影響により、景況感は上昇しています。

エ　市内企業の経営上の問題点

市内企業の経営上の問題点は、平成２９年度（２０１７年度）から令和元年度（２０１９年度）に

かけては「人手不足」の回答が最も多くみられましたが、新型コロナウイルス感染症の感染が

拡大した令和２年度（２０２０年度）から「売上不振」が取って代わりました。

その後、令和３年度（２０２１年度）からは国際的な経済活動の再開やロシア・ウクライナ情勢の

緊迫化等によって物価の高騰等が始まり、「諸経費の増加」「仕入価格の上昇」「人手不足」と

回答する企業の割合が増加しています。

60
50
40
30
20
10
0

-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90

景気動向指数の推移（札幌市）

60

50

30

40

20

10

（％）

資料：札幌市企業経営動向調査（札幌市）

資料：札幌市企業経営動向調査（札幌市）

市内企業の経営上の問題点の推移(上位５回答)
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下

20
04

下
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下
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下

19
87

下

（年度/期）

19
87

上

実績 来期見通し （　　）前回以前の調査

（28.9）

（56.2）

（1.1）

（-76.9）

（-8.2）
（3.2）

（-77.9） （-70.3）

（-7.0）

（-31.7）

-10.2

-1.9

北海道拓殖銀行の経営破綻 リーマンショック
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上
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上
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下
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20
14

下
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上
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下
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13

上
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下
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12

上
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11

下

売上不振 収益率の低下 諸経費の増加 人手不足 仕入価格の上昇

人手不足40.5

仕入価格の上昇46.6

諸経費の増加53.5

収益率の低下36.5

売上不振31.1

3６ リーマンショック：平成20年(2008年)に発生した国際的な金融危機の引き金となった米国の投資銀行の経営破綻とその後の株価暴

落などのこと。 
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雇用・労働の動向3
ア　就業者数の推移

札幌市の就業者数の推移をみると、国勢調査によれば平成７年（１９９５年）以降は概ね横

ばいで推移しています。

イ　就業率の推移

札幌市の就業率の推移をみると、国勢調査によれば平成７年（１９９５年）から減少を続けて

おり、男性においては平成７年（１９９５年）から平成１７年（２００５年）にかけて大幅に減少しその

後も減少傾向にありますが、女性は平成１７年（２００５年)以降緩やかな上昇傾向にあります。
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資料：国勢調査（総務省）

札幌市の就業者数の推移

男性 女性

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

474,653

560,949

631,814

694,891

784,625

845,813 851,060 840,632 861,037 844,313 845,953

10.0

0.0

20.0
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40.0
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70.0

80.0

90.0

（％）

資料：国勢調査（総務省）

札幌市の就業率の推移

男性 女性全体

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020



第
１
編

札
幌
市
の
現
状

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

34

ウ　女性と高齢者の就業率

就業率を他の政令指定都市と比較すると、６５歳以上の高齢者では最下位となっており、女性

も低い水準となっています。

エ　外国人労働者

札幌圏における外国人労働者数は年々増加傾向にありましたが、令和２年（２０２０年）以降

は新型コロナウイルス感染症の感染拡大による入国制限等の影響を受けて一時的に減少しま

した。令和４年（２０２２年）には再び増加に転じ、過去最多の9,557人となりました。

0

500

1,000

1,500
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3,000

事業所数（所）

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

労働者数（人）

資料：外国人雇用状況の届出状況（北海道労働局）

札幌圏における外国人雇用事業所数及び外国人労働者数の推移

外国人を雇用する事業所数 外国人労働者数

20222021202020192018201720162015201420132012201120102009

1,800

9,330 9,557

2,145

0.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

（％）

資料：国勢調査（総務省）

全国及び政令指定都市の就業率比較
（65歳以上、2020年）
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資料：国勢調査（総務省）

全国及び政令指定都市の就業率比較
（女性、2020年）
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オ　有効求人倍率

札幌市を含む札幌圏37の有効求人倍率38は近年増加傾向にあり、令和元年度（２０１９年度）

には１．１２倍と１倍を上回っていました。

しかし、令和２年度（２０２０年度）に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けた

経済活動の停滞等により、０．８５倍と１１年ぶりに下落しました。

その後、令和4年度（２０２2年度）も０．95倍と引き続き低い水準に留まっていますが、リーマン

ショックの影響を受けた平成２１年度（２００９年度）の０．３０倍ほどの落ち込みにはなっていません。

有効求人倍率の推移

資料：雇用情勢さっぽろ(北海道労働局)

産業構造において大きな割合を占める第３次産業によって地域外から所得が流入

していますが、それ以上に第１次、第２次産業において移輸入に依存していることで流

出している所得が大きくなり、札幌市の域際収支総額は赤字となっています。

また、市内企業の９９％以上を中小企業が占めるなか、直近では物価の高騰などの

影響により諸経費の増加や仕入価格の上昇が経営上の問題点として上位に挙げら

れています。

加えて、多くの企業において人手不足の課題感が継続、かつ深刻化しているなか、

労働者側からみると、就業率は減少傾向にあり、高齢者と女性の就業率が低い状況

にあります。

総括4

全国 北海道 札幌圏

1.6

（倍）

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0

202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005 （年度）

0.95

1.19

0.860.85

1.01

1.121.08

1.46

1.05
0.98

0.94

0.82

0.69

0.52

0.40
0.34

0.42

0.30

0.39
0.48

1.02

0.510.52

3７ 札幌圏：ここでいう札幌圏とは、札幌市、江別市、北広島市、石狩市（浜益区を除く）、当別町、新篠津村を指す。

3８ 有効求人倍率：公共職業安定所に申し込まれている有効求職者数に対する有効求人数の割合。 
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4 札幌市の産業を取り巻く環境の変化

世界、国内における社会経済情勢1
ア　新型コロナウイルス感染症を契機とした社会変容

新型コロナウイルス感染症は世界中に甚大なる影響を与えました。令和２年（２０２０年）１月

１５日に国内で最初の感染者が確認されて以降、国内でも感染が急速に拡大し、外出自粛要請

や飲食店等への休業要請、海外への渡航制限等が行われました。

感染拡大を防止しながら、社会経済活動を持続させていくことが求められた状況下におい

ては、デジタル化の進展、企業の新たな事業展開の推進、時差出勤や在宅勤務といった多様な

働き方の浸透等といった社会変容が進みました。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類感染症となった現状においても、

これらの社会変容への対応が、これからの企業活動に求められています。

イ　デジタル化の進展

生産年齢人口の減少による労働力不足が深刻化する中、企業が顧客視点で新たな価値を

創出し続けるためには、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）39の推進が重要とされていまし

たが、新型コロナウイルス感染症の影響等によりその動きは加速しています。

また、国はＳｏｃｉｅｔｙ５．０40の実現に向けて、「スマートシティ41」の取組を推進してきたところで

すが、令和４年（２０２２年）に「新しい資本主義42」の重要な柱として、デジタル田園都市国家構想を

掲げており、地域活性化のためのデジタル技術の社会実装が進んでいくことが見込まれています。

このことから、今後ますますデジタル技術の市場拡大が見込まれるとともに、中小企業のデジ

タル化の一層の推進が求められます。

3９ デジタルトランスフォーメーション（DX）：「ITの浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念。経済産業省では、「企

業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデ

ルを変革するとともに、業務そのものや組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義している。 

４０ Society5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の

解決を両立する、人間中心の社会。 

4１ スマートシティ：地域におけるICT等の新技術を活用したマネジメントの高度化により、都市や地域の抱える諸課題の解決を行い、また新

たな価値を創出し続ける、持続可能な都市や地域。

4２ 新しい資本主義：岸田内閣が掲げる、官民が連携することで「成長」と「分配」の好循環を実現し、国民一人ひとりが豊かで、生き生きと暮

らせる社会を目指す考え方。 
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ウ　脱炭素化の実現

地球温暖化が世界規模の問題として深刻化する中、

平成２７年（２０１５年）のパリ協定43の採択以降、国内外

で温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡をめざす「脱

炭素化（カーボンニュートラル）」の動きが加速しています。

国は、令和２年（２０２０年）１０月に令和３２年（２０５０年）の

カーボンニュートラルの実現を宣言するとともに、令和１２

年度（２０３０年度）において温室効果ガス排出量を平成

２５年度（２０１３年度）から４６％削減することを目指して

います。

国が掲げるデジタル田園都市国家構想とは、「心ゆたかな暮らし」（Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ）と「持

続可能な環境・社会・経済」（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ）を実現していく構想であり、地域の豊かさ

をそのままに、都市と同じ又は違った利便性と魅力を備えた、魅力溢れる新たな地域づくり

を目指すものです。

具体的には、「暮らし」や「産業」などの領域で、デジタルの力で新たなサービスや共助のビ

ジネスモデルを生み出しながら、デジタルの恩恵を地域に届けていくことを目指しています。

TOPIC デジタル田園都市国家構想

資料：デジタル庁

資料：北海道

4３ パリ協定：平成27年(2015年)12月、フランスのパリで開催された「第21回国連気候変動枠組条約締約国会議（COP21）」において採択

された、令和２年（2020年）以降の温室効果ガス排出削減などを求めた国際的な枠組み。 
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令和３２年（２０５０年）のカーボンニュートラルの実現は、エネルギー・産業部門の構造転換、

大胆な投資によるイノベーションの創出といった取組を大きく加速することが必要なことから、

「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が策定され、あらゆる政策を総動員

していくことが示されています。

また、北海道では、豊かな自然や地域資源を利用した再生可能エネルギー44と広大な森林

などの吸収源の最大限の活用により、令和３２年（２０５０年）のゼロカーボン北海道の実現を

目指しています。

札幌市は、令和２年（２０２０年）２月に国に先駆けて「ゼロカーボンシティ」を宣言するとともに、

令和３年（２０２１年）３月に策定した札幌市気候変動対策行動計画において、令和３２年（２０５０

年）のあるべき姿として、心豊かにいつまでも安心して暮らせるゼロカーボン都市「環境首都・

ＳＡＰＰ‿ＲＯ」を掲げ、令和１２年（２０３０年）における温室効果ガス排出量を平成２８年（２０１６

年）比で５５％削減することを目指し、徹底した省エネルギー対策や再生可能エネルギーの導入

拡大などに取り組んでいるほか、国の脱炭素先行地域45にも選定されています。さらに、令和

５年（２０２３年）４月にはＧ７札幌気候・エネルギー・環境大臣会合が札幌市で開催され、こうした

取組を国内外に発信するなど、脱炭素化の実現に向けた動きが加速しています。

加えて、企業活動において、パリ協定を契機とした脱炭素化を企業経営に取り込む動き

（脱炭素経営）が世界的に進展しており、サプライチェーン46排出量の重要性が増し、開示の動き

が活発化してきたことから、サプライチェーンの中で温室効果ガスの削減が今後一層求められ

ることが予想されます。

資料：札幌市 資料：経済産業省、環境省

4４ 再生可能エネルギー：太陽光、地熱、風力、水力、雪冷熱など、エネルギー源として永続的に利用することができるものの総称。 

4５ 脱炭素先行地域：令和32年(2050年)のカーボンニュートラルに向けて、令和12年度(2030年度)までに民生部門（家庭部門及び業務

その他部門）の電力消費に伴うCO₂排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減につ

いても、国の令和12年度(2030年度)目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域。

4６ サプライチェーン：製品の原材料や部品の調達から販売に至るまでの一連の流れ。
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国が掲げるグリーン成長政略とは、温暖化への対応を、経済成長の制約やコストとする時

代は終わり、積極的に対策を行うことが、産業構造や社会経済の変革をもたらし、次なる大

きな成長につながるといった経済と環境の好循環を作っていく産業政策のことを指します。

成長が期待される１４の重点分野について実行計画を策定し、国として高い目標を掲げ、そ

の実現を目指す企業の前向きな挑戦を後押しするため、あらゆる政策を総動員しています。

TOPIC グリーン成長戦略

【２０５０年に向けて成長が期待される１４の重点分野】

資料：経済産業省

エ　ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の実現、ＥＳＧ投資への注目の高まり

ＳＤＧｓとは、「誰一人取り残さない」という理念のもと、持続可能で多様性と包摂性のある社

会の実現のため、平成２７年（２０１５年）９月の国連サミットにて全会一致で採択された、令和

１２年（２０３０年）を年限とする１７の国際目標です。ＳＤＧｓは発展途上国のみならず、先進国

自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本でも積極的に取り組まれています。

札幌市は、平成３０年（２０１８年）にＳＤＧｓの達成に向けた優れた取組を提案する「ＳＤＧｓ

未来都市」に内閣府より選定されており、その実現に向け、「環境」の取組の推進を起点とした、

「経済」や「社会」への波及を目指しています。

世界全体がＳＤＧｓの達成を目指す中、これを無視して事業活動を行うことは、企業の評判や

消費者が商品を購入しない等の企業の持続可能性を揺るがす「リスク」をもたらします。一方、企

業がビジネスを通じてＳＤＧｓに取り組むことは、企業の存続基盤を強固なものにするとともに、

いまだ開拓されていない巨大な市場を獲得するための大きな「機会」となり得ます。

また、企業経営のサステナビリティ47を評価するという概念が普及し、気候変動などを念頭に

おいた長期的なリスクマネジメントや、企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークと

して、従来の財務情報48だけでなく、環境（Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ）・社会（Ｓｏｃｉａｌ）・ガバナンス（Ｇｏｖ

ｅｒｎａｎｃｅ）要素も考慮した投資であるＥＳＧ投資が、ＳＤＧｓと合わせて注目されています。

このことから、持続可能な企業価値の向上の観点から、ＳＤＧｓの実現に向けた企業経営に

取り組んでいくことが重要です。

•
•
•
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4７ サステナビリティ：持続可能性。長期的に存続し、価値を高めるために、変化する課題や責任に適応する力のこと。 

4８ 財務情報：企業に関する情報のうち、財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書等)によって提供される情報のこと。 
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オ　東京一極集中からの地方分散

従来から、国は「まち・ひと・しごと創生総合戦略49」（現在は「デジタル田園都市国家構想総合

戦略」として改訂）において、地方の人口減少や経済の縮小だけでなく、首都圏における災害

対策といった観点からも東京圏への一極集中が大きな課題であることから、その是正を地方

創生の目指すべき将来として取組を進めてきたところです。

このような中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として普及したテレワーク50等の

多様な働き方の浸透、経済活動におけるリスク分散等を背景に、本社機能の東京からの移転や

国によるデータセンター51の地方分散を進める動き等が加速しています。

札幌市においても、これまで道外への転出超過が課題となっていたことを踏まえ、これを機に

一段と人や企業等の取り込みを進めていく必要があります。

カ　不安定な世界情勢

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に加え、令和４年（２０２２年）に深刻化したウクライナ情勢

は世界中で社会・経済の分断を生みました。国際化が進んだ世界において、こうした要因が各国の

経済へ与える影響も大きく、経済の不確実性が高まっています。

特に、世界的な原油高、物価高騰に加えて、円安が続いており、札幌市においても、その影響を色

濃く受けていることから、短期的な対応はもちろんのこと、中長期的な解決策が求められています。

資料：国際連合広報センター
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資料：株式会社帝国データバンク

首都圏の本社移転動向

2000 2005 2010 2015 2020 2022 （年）

転入超過

転出超過

転出-転入社数
（転出入超過数）

転出335社

転入258社
転出超過

首都圏の本社移転動向

4９ まち・ひと・しごと創生総合戦略：まち・ひと・しごと創生に関する目標や施策に関する基本的方向性を示し、それらの施策を戦略的に推進

するための計画。 

５０ テレワーク：ICTを活用した、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方。 
5１ データセンター：インターネット用のサーバやデータ通信、固定・携帯・IP電話などの装置を設置・運用することに特化した建物の総称。 
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キ　２０２５年日本国際博覧会の開催

令和７年（２０２５年）には日本国際博覧会が大阪・関西万博として開催される予定です。

テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」であり、科学技術やイノベーションの力で、未来を切り

拓いていく日本の姿を世界に発信する機会となります。

経済、社会、文化等あらゆる面において、大阪・関西のみならず、日本全体にとって更なる飛躍

の契機となるものとして期待されています。

ⒸExpo 2025
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札幌市における社会経済情勢2
ア　北海道新幹線の札幌延伸

北海道新幹線は、令和１２年度（２０３０年度）末に札幌駅までの

延伸・開業が予定されています。

これにより、札幌・東京間は約５時間で移動できるようになり、在来

線利用時と比較して移動時間が大幅に短縮されます。

加えて、首都圏や東北、北関東との新たな文化交流や経済交流が

促進されることにより、経済の活性化をはじめとして、北海道内全体に

様々な効果をもたらすことが期待されています。

ウ　スタートアップ・エコシステム推進拠点都市の認定

イ　都心の再開発

資料：札幌駅交流拠点北５西１・西２地区市街地再開発組合

札幌駅交流拠点北５西１・西２地区における再開発のイメージ

昭和４７年（１９７２年）の第１１回冬季オリンピック競技大会の開催を契機として、地下鉄や区役

所等の公共施設のほか、都心を中心に民間ビルなどが多く整備されましたが、約５０年が経過

した現在では、これらの老朽化が進んでいます。

加えて、生産年齢人口減少に伴う経済活力の低下

や脱炭素社会実現の必要性、激しさを増す都市間

競争への対応といった、社会情勢の変化への対応が

求められています。

加えて、札幌市は、北海道新幹線の札幌延伸等を

背景に、都心を中心とした再開発が進んでおり、令和

１２年度（２０３０年度）頃には札幌市のまちの姿が大

きく変わることが見込まれています。

札幌市では、多くのスタートアップ52を生み出し、集積させる

ことにより、新たな産業を創出することを目的に、「ＳＴＡＲＴＵＰ　

ＣＩＴＹ　ＳＡＰＰＯＲＯ」を令和元年（２０１９年）に開始し、スタート

アップに対する多様な取組を展開しています。

こうした取組が評価され、令和２年（２０２０年）に国の「世界に

伍するスタートアップ・エコシステム拠 点形成 戦略」における

スタートアップ・エコシステム推進拠点都市53に採択されました。

国は令和４年（２０２２年）を「スタートアップ創出元年」と位置づけ、「スタートアップ育成５か年

計画」54を策定し、大規模なスタートアップの創出を目指しています。スタートアップ・エコシステム

推進拠点都市である札幌市は、その中核拠点の一つとして更なる取組の推進が国内外から

期待されています。

資料：札幌市

資料：札幌市

5２ スタートアップ：社会や多くの人々が抱える課題を解決するため、革新的なアイデアや技術を基に、新しい形態のサービスやビジネスを展

開する企業のうち、社会に影響を与えることが期待でき、短期間で急成長を志向するもの。 

5３ スタートアップ・エコシステム推進拠点都市：スタートアップやその支援者の一定の集積と潜在力を有する都市のうち、地方自治体、大学、

民間組織などが策定したスタートアップ・エコシステムに関する拠点形成計画について内閣府の認定を受けたもの。文部科学省、経済産

業省その他の関係省庁と連携し、国の補助事業や海外展開支援、規制緩和などを積極的に実施する。 

5４ スタートアップ育成５か年計画：国内のスタートアップを大幅に増やすための戦略とロードマップを示した計画。令和9年(2027年)までに

スタートアップへの投資額を10倍増、更に将来において、ユニコーン(企業価値が1,000億円を超える非上場企業)を100社、スタートアッ

プを10万社創出することを目指している。 
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エ　ＧＸ実現に向けた産学官金における連携体制の構築

令和５年（２０２３年）２月に閣議決定された「ＧＸ実現に向けた基本方針」では、脱炭素分野に

おいて、今後１０年間で１５０兆円超の官民投資を実現することとしています。

こうした背景を踏まえ、令和５年（２０２３年）６月に、北海道や札幌市のほか、国の関係省庁、

地元金融機関やメガバンクといった金融機関、大学やエネルギー関連事業者等が一体となって

ＧＸの官民投資を北海道・札幌に呼び込むため、産学官金の２１機関から成るコンソーシアムで

ある「Ｔｅａｍ　Ｓａｐｐｏｒｏ－Ｈｏｋｋａｉｄｏ」を設立しました。

今後は、北海道の有する国内随一の再生可能エネルギーのポテンシャルを最大限に生かし、

供給・需要の好循環を生み出すモデル事業を推進するほか、世界の投資を呼び込む効果的な

情報発信を行うなど、世界中からＧＸに関連する資金・人材・情報を北海道・札幌に集積させる

ことが重要です。

オ　道内における次世代半導体製造拠点の整備

令和５年（２０２３年）２月、政府の支援を受け次世代半導体の国産化を目指すＲａｐｉｄｕｓ株式

会社は、北海道千歳市を次世代半導体の製造拠点として選定し、令和９年（２０２７年）の量産開

始に向けて整備を進めているところです。

このプロジェクトにより、道内においては、巨額の投資に加え、数千人規模の雇用の創出や

半導体関連企業の集積、交流人口の拡大といった様々な効果が期待されています。札幌市に

おいても、こうした動きを好機として、数多くの教育・研究機関や豊富な人材といった札幌市が

持つ強みを生かし、関連企業の集積や市内産業の更なる振興、地域経済全体の発展につな

げていくことが重要です。

スタートアップ・エコシステムとは、起業

家、起業支援者、企業、大学、金融機関、

公的機関などが結びつき、スタートアップ

を次々と生み出し、それがまた優れた人

材・技術・資金を呼び込み、発展を続け

ることを生態系になぞらえたものです。

TOPIC スタートアップ・エコシステム

資料：内閣府
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カ　増加する自然災害等の有事

札幌市は全国と比較して自然災害発生リスクは少ないものの、自然災害と無縁ではなく、

北海道においては、平成３０年（２０１８年）に北海道胆振東部地震が発生する等、近年、地震や

暴風雨等の自然災害による多大な経済的被害が生じる例が増加傾向にあるほか、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大は社会・経済に大きな影響を与えました。

このことから、持続可能な札幌経済の実現のためには、平時から自然災害や感染症等の

有事への対応力をつけていくことが不可欠となっています。

0

2,000

1,500

1,000

500

（億円）
北海道における自然災害による年間の被害総額の推移

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

世界、国内における社会経済情勢は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によ

る社会変容はもちろんのこと、デジタル化の進展、脱炭素化やＳＤＧｓの実現に向けた

動きが加速する一方で、国際情勢の悪化等に伴う物価の高騰等により経済の不確

実性が高まりを見せています。

こうした中、札幌市においては、北海道新幹線の札幌延伸や都心の再開発など、ま

ちづくりにおける大きな転機を控えています。

加えて、ＧＸ実現に向けた産学官金における連携体制の構築や道内における次世

代半導体製造拠点の整備といった、札幌・北海道に社会経済システム全体の変革と

なりうる動きが起こっています。

総括3

資料：災害年報（北海道）

台風18号発生（風倒木、農作物被害）

東日本大震災発生

台風10号（豪雨災害発生） 胆振東部地震発生
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1 全体像

第3章 ビジョン体系

今後１０年間の札幌の産業振興にあたって、第２次産業振興ビジョンでは、第１章、第２章で示した

札幌市の現状や社会経済情勢等を踏まえながら、「産業振興の目的」と市民・企業・行政が共通の

視点に立って産業振興に取り組む上での考え方となる「基本理念」を掲げます。また、基本理念に基づ

き、中長期的に産業振興施策を実施する上で重要となる「基本的な視点」、基本的な視点を踏まえつ

つ社会経済情勢の変化に的確に対応した産業振興の「施策展開の方向性」を定め、札幌経済の持続

的な発展を目指していきます。

【第２次産業振興ビジョン　体系図】

更なる成長により新たな強みとなる

施策展開の方向性

産業振興の目的

基本理念

基本的な視点

雇用の場の確保・創出

持続可能な経営基盤と新たな活力で次へと繋ぐ　Next City Sapporo

産学官連携の
活性化

道内連携の推進 SDGsの実現
道内循環の拡大と
道外需要の開拓

企業・就業者の収入増加

重点分野

横断的戦略

IT クリエイティブ 健康福祉・医療

札幌を含めた北海道経済の成長をけん引する

観光 食

経営基盤の強化と付加価値や生産性の向上

商業活動の活性化と流通機能の強化

海外からの積極的な需要獲得策の推進

札幌経済を支える
中小・小規模企業への支援

企業立地の促進

創業の促進

新たな価値を生み出すシステムの構築

札幌経済を発展させる
新たな企業や価値の創出

企業活動の源となる人材の確保と育成

多様な人材の活躍促進

道外・海外からの人材の呼び込み

札幌経済を担う人材への支援

札幌経済におけるデジタル化の促進

ゼロカーボンと経済活動の両立

札幌経済におけるSDGsの取組の推進

持続可能な札幌経済の構築
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2 産業振興の目的

札幌市が北海道の中心都市として、北海道経済全体の活性化を見据え、様々な外的要因の

変化に対応できる足腰の強い経済基盤を確立するためには、市民に働く機会を提供するととも

に、企業活動の更なる活性化が必要です。

また、働く人が増え、市民・企業の収入が増えることで、個人・法人市民税等が増加し、市民サー

ビスが向上していくことは、これまで以上に人や企業が世界中から集まる魅力あふれるまちづくり

の実現に繋がっていくことから、産業振興ビジョン策定当初から、「雇用の場の確保・創出」、「企

業・就業者の収入増加」を産業振興の目的としています。

現在、少子高齢化の進行等による人口減少やこれに伴う市場の縮小、顕在化する企業の人手

不足、デジタル化の進展、脱炭素化やＳＤＧｓの実現に向けた機運の高まり等、札幌を取り巻く

課題や環境は目まぐるしく変化しています。

このような状況にあっても、社会経済情勢の変化に的確に対応しながら、更なる雇用の創出と

市民・企業の経済的な豊かさを育むことを通じ、札幌経済の活性化を目指すことの重要性は

変わりません。

このことから、第２次産業振興ビジョンにおいても、産業振興の目的を「雇用の場の確保・

創出」及び「企業・就業者の収入増加」とします。

①雇用の場の確保・創出

②企業・就業者の収入増加

魅力あふれる
まちづくりの実現
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3 基本理念

第２次まちづくり戦略ビジョンでは、札幌市が、国内外から活力を呼び込み、人口減少等の

成熟社会における課題をいち早く解決する拠点として、世界をリードし、持続可能で、多様性と

包摂性のある都市を目指すため、目指すべき都市像として、「『ひと』『ゆき』『みどり』の織りなす

輝きが、豊かな暮らしと新たな価値を創る、持続可能な世界都市・さっぽろ」を掲げています。

また、その都市像の実現に向けて、「ユニバーサル（共生）」、「ウェルネス（健康）」、「スマート（快

適・先端）」という３つの「まちづくりの重要概念」と２０の「まちづくりの基本目標」を定めています。

産業振興の観点から目指すべき都市像の実現を考えると、今後の人口減少や少子高齢化

の進行に伴う市場の縮小等に対応していくことはもちろんのこと、新型コロナウイルス感染症や

ウクライナ情勢等のような不確実性を増す社会経済情勢に対するレジリエンス55の向上も不可

欠です。

また、札幌経済を支える働く人の更なる活躍も欠かせません。このためには、働く人のウェル

ビーイング56が向上し、多様な人材が持てる能力を発揮できる環境が求められます。また、市内

企業が様々な課題を乗り越え、持続可能な企業活動を行うことのできる経営基盤を築くことが

重要です。

さらに、新しい時代にふさわしい豊かな暮らしと新たな価値を生み出していくためには、今まで

以上に、国内外から多様な企業や人材が集まり、交わる場が求められます。

加えて、将来にわたって札幌経済を発展させていくためには、多様な主体のもと、北海道新幹

線の札幌延伸や都心の再開発などの機会を的確に捉え、新しい活力を創出していくことも重要

となります。

このことから、市制１００周年を迎えた札幌市が次なる１００年の礎となるまちづくりを進めていく

にあたって、企業・市民・行政が共通の視点に立って産業振興に取り組む上での考え方である

基本理念を以下のとおり設定します。

持続可能な経営基盤と新たな活力で次へと繋ぐ

 Next City Sapporo

第2次産業振興ビジョンの基本理念

55 レジリエンス：強靭さ。回復力や復元力、弾力性とも訳される。困難な状況にもかかわらず、しなやかに適応して生き延びる力。 

56 ウェルビーイング：身体的、精神的、社会的に、良好な状態になること。 
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目指すべき都市像

まちづくりの重要概念

まちづくりの基本目標

ユニバーサル（共生） ウェルネス（健康） スマート（快適・先端）

【参考　第２次まちづくり戦略ビジョンの全体像】

「ひと」「ゆき」「みどり」の織りなす輝きが、

豊かな暮らしと新たな価値を創る、

持続可能な世界都市・さっぽろ

誰もが互いにその個性や

能力を認め合い、多様性

が強みとなる社会の実現

誰もが生涯健康で、学び、

自分らしく活躍できる社

会の実現

誰もが先端技術などによ

り快適に暮らし、新たな価

値の創出に挑戦できる社

会の実現

子ども・
若者

生活・
暮らし

地 域
安全・
安心

経 済
スポーツ・

文化
環 境 都市空間
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4 基本的な視点

新たな時代を見据え、基本理念に基づいた中長期的な施策展開を考える上で必要な視点と

して以下の４点を定めます。

札幌の魅力である豊かな自然や食等は、その多くが北海道の魅力そのものであり、札幌の

魅力を高めていくためには、北海道の魅力の源である道内市町村との連携が欠かせません。

また、北海道が持つ豊かな資源と、札幌が持つ都市機能やブランド力を結び付けることを

意識することも重要です。

このことから、道内１７８市町村と相互に補完し合う関係を構築することはもとより、北海道と

の連携を強めるとともに、「さっぽろ連携中枢都市圏57」の各市町村が持つ強みを生かし、札幌

市が道都として北海道経済をけん引する役割を担いながら、施策を展開していきます。

道内連携の推進基本的な視点１

変化する社会経済情勢に的確に対応し、

社会課題の解決と経済成長の両立を実現

するためには、北海道をはじめとする公的

機関や先進的な技術を有する企業、大学・

研究機関等のほか、経済団体や金融機関

といった様々な関係機関との共創により、持

続的なイノベーションを創出することが不可

欠です。

このことから、時代に即した新たな価値を

生み出す社会基盤を構築するため、産学官

連携の活性化を積極的に進めながら、施策

を展開していきます。

産学官連携の活性化基本的な視点2

57 さっぽろ連携中枢都市圏：札幌市と近隣11市町村(小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、

長沼町)によって形成され、それぞれのまちの特性を生かし、密接な連携と役割分担のもと、暮らしや経済に役立つ様々な取組を行う。 

資料：札幌市
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人口減少等により道内市場の縮小が見込まれる中においても、札幌経済の発展を北海道経

済全体の活性化に結び付けていく必要があります。そのためには、地産地消58の拡大と、海外

を含めた道外市場の開拓の推進の両輪が一層不可欠です。

このことから、広域連携による道内循環の拡大と海外展開の促進等による道外需要の開拓

の２つの観点から、北海道経済の発展を見据えた取組を進めます。

道内循環の拡大と道外需要の開拓基本的な視点3

「札幌市ＳＤＧｓ未来都市計画」において、各種計画の改定に際し、ＳＤＧｓ推進の視点や

趣旨を反映させていくこととしています。

このことから、第２次産業振興ビジョンでは、将来にわたって持続的な札幌経済の発展を

目指すため、行政はもちろんのこと、市民や企業が一体となってＳＤＧｓの推進を意識しな

がら、産業振興施策を実施していきます。

なお、第２次産業振興ビジョン第２編において、各施策についてＳＤＧｓとの関係性を示し

ます。

ＳＤＧｓの実現基本的な視点4

58 地産地消：地域内で生産された農産畜産物等を地域内で消費する考え方。 
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5 施策展開の方向性

前述のとおり、産業振興ビジョン改定版の策定時から現在までの間、札幌の産業を取り巻く

環境は目まぐるしく変化している中、札幌経済を持続的に発展させるためには、この変化に的確

に対応する施策の展開が必要です。

このことから、札幌市が持つ地域の強みや時代の潮流を捉え、「選択と集中」により新たな

経済成長の原動力を作り出す「重点分野」と、全産業を高度化させるために必要となる共通の

手法となる「横断的戦略」を設定します。

新たな経済成長の原動力を作り出す「重点分野」の振興1
ア　札幌を含めた北海道経済の成長をけん引する「観光」、「食」

「観光」及び「食」分野は、これまで札幌を含めた北海道経済の成長をけん引してきた分野で

あり、様々な産業への波及が期待できる分野であることから、第２次産業振興ビジョンにおいて

も引き続き重点分野として位置づけます。

（ア)観光分野

観光分野の振興は、宿泊・飲食サービス業や運輸業、サービス業、小売業といった様々な産業

への経済波及効果が期待でき、札幌市の観光ＧＤＰ59は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

前までは、外国人観光客の大幅な増加を背景に、市内総生産を大幅に上回る伸び率で拡大し、

札幌経済をけん引してきました。新型コロナウイルス感染症による観光客数の減少等によって大き

な影響を受けた分野ですが、豊富な観光資源を持つ札幌市は、民間の調査による「全国市町村

魅力度ランキング」でも常に上位に位置するなど、引き続き、魅力的な都市としても国内で高く評価

されており、今後も、札幌・北海道の魅力を生かし、成長が見込まれる国際観光需要を取り込む

ことにより、更なる成長が期待できます。

また、これまで増加の一途をたどってきた札幌市の人口も減少局面を迎え、市内消費の減少が

懸念される中において、外貨を獲得できる観光分野の重要性は、これまで以上に高まっています。

以上のことを踏まえ、引き続き、第２次産業振興ビジョンにおいても、観光分野を重点分野として

定めます。

観光消費の経済効果

年度

観光消費額

観光GDP(直接+波及効果)

市内総生産（名目GDP）

観光GDPの市内総生産への寄与率

4,083億円

3,027億円

65,822億円

4.6％

3,689億円

2,459億円

63,136億円

3.9％

5,780億円

4,161億円

70,530億円

5.9％

2,091億円

1,702億円

7,394億円

23.0％

56.7％

69.2％

11.7％

-　　

2010 2014 2018
2018-2010

増加額

2018-2010

増加率

資料：札幌市民経済計算より算出(札幌市)

59 観光GDP：観光客の消費のために生産された 財貨・サービスの粗付加価値額。
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イ　更なる成長により新たな強みとなる「ＩＴ」、「クリエイティブ」、「健康福祉・医療」

少子高齢化による人口減少等の社会経済情勢の変化によってニーズが高まっている分野で

あり、企業や大学、研究機関等が集積しているといった地域特性や、他産業との融合により新た

な産業を創出する可能性があることから、「ＩＴ」、「クリエイティブ」、「健康福祉・医療」を重点分野

として位置づけます。

(ア)ＩＴ分野

札幌市は、昭和６０年（１９８５年）にＩＴ産業の集積に向けた産業団地「札幌テクノパーク60」を

造成するなど、全国に先駆けてＩＴ産業を振興してきた結果、サッポロバレー61と称される、ベン

チャー62やＩＴ企業群を擁する全国有数のＩＴ産業の集積地となっています。

(イ)食分野

北海道は、広大な土地と四方を海で囲まれた立地環境を背景に農業や漁業を基幹産業の

一つとして発展してきており、従前から日本の食料基地としての地位を獲得しています。

こうした中、食分野における国内市場は、人口減少や高齢化により市場規模の縮小が見込まれ

ていますが、海外市場においては人口増加に伴い市場の拡大が見込まれています。海外では、

日本食の人気が高まりをみせており、特にアジアでは北海道の食の需要が高いことを踏まえると、

今後も北海道の食産業の成長が期待されます。

札幌市は、北海道の食の「一大消費地」であるとともに、一次産品の付加価値を高めることがで

きる食料品製造業が多く立地しているほか、北海道内の食関連産業の事業所数に占める割合

が高く、北海道の食の「一大集積地」となっています。食に関する需要が増加した場合、農業や

食料品製造業はもちろんのこと、卸売業、運輸業、小売業等、様々な産業への経済波及効果が

期待できる分野であることから、食分野は札幌経済を支える重要な分野です。

以上のことを踏まえ、引き続き、第２次産業振興ビジョンにおいても、食分野を重点分野として

定めます。

資料：世界の飲食市場規模の推計 (農林水産政策研究所)

0

200

600

400

1,000

800

1,200

1,400

食料品製造業

（兆円）

2015

世界の飲食市場規模

420

2030

800

280

240

1,360

200

210

890

資料：経済センサス活動調査（総務省・経済産業省）

食品関連産業の道内事業所に占める札幌市の割合
（2021年）

北米 その他欧州アジア 道内他市町村札幌市

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 （％）

飲食料品卸売業

百貨店、総合スーパー

飲食料品小売業

飲食店

14.9

39.0

54.8

27.1

33.3

60 札幌テクノパーク：IT関連産業を育成することを目的に、札幌市が厚別区に整備したソフトウェア技術やシステム技術等の研究開発型産

業団地。 

61 サッポロバレー：昭和51年(1976年)に北海道大学が「北大マイコン（マイクロコンピュータ）研究会」を設立したことを情報ベンチャー元

年とし、北海道大学の優秀な技術者による起業等を経て、アプリケーション開発等のＩＴ企業の集積が進んだ。 

62 ベンチャー：ベンチャー企業の略称。一般的には革新的な技術やビジネスモデルを用いて新しい事業を興す成長志向の企業のことを指す。 
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少子高齢化による労働力不足が見込まれる中で、市内企業における生産性の向上や競争力の

強化が不可欠であることから、デジタル化を通じて他産業の高度化を図ることができるＩＴ産業の

重要性は高まっています。

また、国においても「新しい資本主義」の重要な柱の一つとして「デジタル田園都市国家構想」

を掲げるなど、地方におけるデジタル化を積極的に推進しており、デジタル化の進展を背景とし

て、国内ＩＣＴ63市場規模は拡大していくことが見込まれていることから、成長性の高い分野でも

あります。

さらに、情報通信業は、労働生産性64や売上高総利益率 65が高い水準にあり、効率的に

財を生み出すことができ、収益性が高いという特性があります。加えて、第２章のとおり（Ｐ３０

参照）、市内産業の中での移輸出率も高く、域際収支の黒字額が上位であることから、地域外

から所得を稼ぐ産業でもあります。

以上のことを踏まえ、ＩＴ分野を重点分野として定めます。

0.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

（％）

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査(2022年確報（2021年度決算実績）)」

　　　※農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、電気・ガス・熱供給・水道業、金融業、保険業、複合サービス事業、公務、分類不能な産業の企業は調査の範囲外

売上高総利益率（全国中小企業、2021年度決算実績）

全産業 建設業 製造業 情報通信業 運輸業、
郵便業

卸売業 小売業 不動産業、
物品賃貸業

学術研究、
専門・技術
サービス業

宿泊業、
飲食

サービス業

生活関連
サービス業

娯楽業

サービス業
（他に分類

されないもの）

札幌テクノパーク 資料：矢野経済研究所「国内企業の IT 投資に関する調査(２０２２年)」

（２０２２年１２月７日発表） 

0

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

160,000

（億円）
予測値

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

124,930 128,900 129,700
135,500

140,900 144,000 146,000

（年度）

日本の民間ICT市場規模（IT投資額）の
推移及び予測

27.3

47.4

63 ICT：Information and Communication Technology の略。情報や通信に関連する科学技術の総称。 

64 労働生産性：生み出された付加価値などの成果を従業員数や労働時間などの労働投入量で割ることで算出する、成果の効率性を

示す指標。

65 売上高総利益率：企業の売上高に対して、売上総利益が占める割合を示す財務指標。
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(イ)クリエイティブ分野

札幌市では、都市と自然が共生する豊かな景観資源と放送局の立地を基盤とした実写作品等

制作のノウハウを有する作り手の集積という強みを生かし、コンテンツ66分野、特に映画やテレビド

ラマなどの制作支援に取り組んできました。また、デジタル作品についても、かつてハドソン67が

立地していた系譜から、ゲーム開発やＣＧアニメ制作企業が集積しており、市場の拡大に合わせ

て、近年、札幌への進出企業も増えており新たな強みとなっている状況です。国内のコンテンツ

市場はおおむね右肩上がりで成長しており、インターネットや手軽にコンテンツを視聴できる端末

の普及などに伴い、今後も堅調な市場の拡大が見込まれます。

また、クリエイティブ産業の一つであるデザインは、商品の見た目を整えるために最終段階で

関与するものという狭義の理解から、企業のブランド構築のための戦略立案・事業構築といった

経営の中心に組みこむべきものであるという理解へと広がっており、国も「デザイン経営68」という

表現でそれを後押ししています。デザイン経営の効果は、商品の売上向上だけではなく、従業員の

定着率の向上など、あらゆる業種が享受し得るものです。

これまでの取組を通じ、札幌市には多方面で活躍するクリエイターが育ってきました。こうした

クリエイターの更なる成長を後押ししつつ、デザイン経営のパートナーとして活躍できる環境を整え

ることで、企業とデザイン産業の同時成長が期待されます。

クリエイティブ産業69は、ファッション、食、コンテンツ、地域産品、すまい、観光、広告、アート、デザ

インなど様々な分野にわたります70。多様な分野の可能性を検討しつつ、札幌市に強みのあるコン

テンツ、デザインに軸足を置きながら施策を構築します。

資料：デジタルコンテンツ白書2022(一般財団法人デジタルコンテンツ協会）

コンテンツ別市場規模の推移（国内）

2021

（億円）

41,300

5,802

5,549

21,571

23,389

2020

39,156

6,251

22,140

4,891

17,567

2019

42,058

8,400

21,831

3,868

16,630

2018

42,123

8,476

21,932

3,312

14,480

2017

42,223

8,546

21,320

2,793

12,206

2016

42,112

8,996

19,297

2,604

10,378

2015

41,954

9,053

17,142

2,261
9,194

2014

41,757

9,208

17,174

2,025
8,245

2013

42,290

9,366

14,956

1,826
7,203

2012

41,945

10,307

13,796

1,983
6,629

動画 音楽/音声 ゲーム 静止画/テキスト インターネット広告

66 コンテンツ：様々なメディアで流通され動画・静止画・音声・文字・プログラムなどによって構成される情報の中身。 

67 ハドソン：多くの人気ゲームソフトの開発及び販売を手掛けた札幌発祥の企業。

68 デザイン経営：国（経済産業省）は、平成30年(2018年)に「デザイン経営宣言」を発信。ブランディングやユーザー起点のサービス開発な

ど、デザインの手法を経営全体に取り入れることの重要性を指摘。 

69 クリエイティブ産業：個人の創造性や技能・才能に由来し、また、知的財産権の開発を通じて富と雇用を創造し得る産業。

70 クリエイティブ産業の定義：「クリエイティブ産業に係る知的財産権等の侵害実態調査及び創作環境等の整備のための調査（経済産業

省 2012.3）」では、掲出の９分野を範囲と例示。 
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(ウ)健康福祉・医療分野

国内において高齢化が進行する現状において、社会保障費の拡大が財政を圧迫する要因にな

るとともに、労働力の減少に伴う経済活動の停滞が懸念されています。このような中、札幌市は

政令指定都市比較で６５歳以上の高齢者の割合が高く、市内の医療機関や介護サービス業等の

事業所数、従業者数も増加を続けているところであり、高齢化による課題に直面している都市で

あるといえます。

高齢化が進む背景を踏まえ、国は国民の健康寿命の延伸と新産業の創出等を通じ、「経済

活性化」と「あるべき医療費・介護費」の実現を目指しており、健康予防等の健康福祉・医療関連

産業の需要が今後も増加していくことが予想されます。

また、札幌市は、冷涼な気象条件や豊かな自然、豊富な農水産資源、更には高度な都市機能を

有するなど、研究を行うのに適しており、バイオ関連の研究や開発がしやすい環境にあります。加え

て、北海道大学や札幌医科大学等の医療系、薬学系、保健系の大学が立地しているほか、北海道

立総合研究機構や産業技術総合研究所などの研究機関も集積しており、病気の予防や治療、

創薬に係る先端的な研究が豊富に存在し、これらを基にしたベンチャー企業の立地もみられます。

さらに、経済界においても、札幌商工会

議所が医療を軸に、ＩＴ、食、観光などを組

み合わせた産業集積を目指す「Ｍｅｄｉｃａｌ

　Ｃｌｕｓｔｅｒ　Ｃｉｔｙ　Ｓａｐｐｏｒｏ（ＭｅＣＣＳ）

構想」を掲げ、その実現を目指すべく、産学

官連携のもと取組が進められています。

このことから、地域課題でもある高齢化

への対応、大学や企業等の持つ研究機能

の集積といった特性を生かしていくことの

できる健康福祉・医療分野を重点分野とし

て位置づけます。

ＭｅＣＣＳフォーラム（２０１７年１２月開催）資料：医療・ヘルスケアにおけるデジタル活用等に関する

現状及び調査事業 (経済産業省)

周辺サービス

ヘルスケア産業
①健康維持・増進に

働きかけるもの

2016年

9.2兆円

2020年

10.3兆円

2025年

12.5兆円

2017年度→2025年度

医療費
介護費

43兆円
10兆円

54兆円
15兆円

→
→

ヘルスケア産業の国内市場規模

資料：The Bioeconomy to 2030 (ＯＥＣＤ)

世界のバイオ産業の市場規模

食品・飼料
代替タンパク質
持続可能な食糧生産システム

食品・医療
食による未病予防

個別化医療
遺伝子治療・再生医療

エネルギー

農林水産業
農業・漁業
（自動化・生産性向上）

化学
化学薬品
バイオプラスチック
新素材
（木材繊維/廃棄物・残留物活用）

健康

25.0％

農業

36.0％
約1.6兆ドル

（2030年）

バイオガス
バイオ燃料

工業

39.0％

地域包括ケアシステム

公的医療保険・介護保険

ヘルスケア産業
②患者/要支援・要介護者の

生活を支援するもの

2016年

15.8兆円

2020年

17.3兆円

2025年

20.6兆円
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全産業を高度化させるために必要な共通の手法となる「横断的戦略」2
ア　札幌経済を支える中小・小規模企業への支援

札幌市内の企業の９９％以上が中小・小規模企業であり、雇用の創出や税収の面においても

重要な役割を果たすなど札幌経済を支えています。

このことから、第２次産業振興ビジョンにおいて、「札幌経済を支える中小・小規模企業への

支援」を横断的戦略に位置づけます。

(ア)経営基盤の強化と付加価値や生産性の向上

一般的に、大企業と比較して、中小・小規模企業は経営基盤が弱いことから、資金や人材等、

新たな事業展開を図るための経営資源が不足するなどの経営課題を抱えています。

このため、少子高齢化の進行等による人口減少やグローバル化の進展等による競争の激化な

どの構造変化に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大やウクライナ情勢の悪化等の社会

経済情勢の変化が与える影響を受けやすく、これらに耐えうるよう経営基盤を強化していくことが

必要です。

また、札幌市は他の政令指定都市と比較して市内企業の労働生産性が低い水準にあり、中小・

小規模企業が、付加価値の向上や生産性の向上に、より一層取り組んでいくことも必要に

なります。

こうしたことを踏まえ、経営基盤の強化と、付加価値や生産性の向上に取り組む中小・小規模企

業の支援に取り組みます。

0

1,200

1,000

200

400

600

800

（万円）

資料：県民経済計算（内閣府）
※さいたま市、相模原市、静岡市、熊本市は県民経済計算を公表していない。

全国及び政令指定都市の労働生産性比較（2019年度）

札
幌
市

横
浜
市

堺
市

浜
松
市

北
九
州
市

新
潟
市

川
崎
市

岡
山
市

千
葉
市

京
都
市

広
島
市

全
国
平
均

神
戸
市

福
岡
市

仙
台
市

名
古
屋
市

大
阪
市

751773778783805826842860875890891899907924931943
984



第
１
編

ビ
ジ
ョ
ン
体
系

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

57

イ　札幌経済を発展させる新たな企業や価値の創出

札幌経済が今後も持続的に発展していくためには、既存の市内企業の活躍はもちろんの

こと、雇用機会の創出や産業の高度化等に資する新たな企業が創出されることが必要です。

加えて、札幌経済の成長と持続可能なまちづくりを進めるためにも、地域課題を解決するイノ

ベーションを生み出していくことが重要となります。

このことから、札幌経済を発展させる新たな企業や価値の創出を横断的戦略に位置づけ

ます。

(ア)企業立地の促進

札幌市は、国内有数の大都市でありながら、豊かな自然環境と快適な住環境等を有するとい

う魅力があります。また、多くの教育機関を有し、道内から豊富な人材が集まるまちです。さらに、

首都圏との距離が離れているため同時被災のリスクが極めて低く、地震や台風などの自然災害

リスクも他地域と比べて低い環境となっています。

このような地域特性を生かしながら、更なる雇用機会の創出や産業の高度化、地域経済の

活性化を図るために、企業立地を促進します。

(イ)商業活動の活性化と流通機能の強化

商業活動・流通機能は、市民生活の維持において必要不可欠な基盤となっているものです。

また、札幌市が道内最大の人口を有する一大消費地であるとともに、北海道内の流通の中核的な

拠点である大谷地流通業務団地や札幌市中央卸売市場を抱えていることを背景に、市内の小売

業・卸売業は、事業所数や従業者数、市内総生産額が産業別で最も多く、札幌経済を支える

重要な産業となっています。

加えて、外国人観光客によるインバウンド消費の獲得や国内外への輸出など、外貨を稼ぐ上で

欠かせない産業という側面も持ちます。

また、商業者が市内の一定の街区の中で集積している商店街は、地域住民の買い物の場のみ

ならず、地域コミュニティ活動の担い手としても必要不可欠な存在です。

こうしたことを踏まえ、市民生活を支え、北海道・札幌市の経済基盤を強固なものとするため、

商業活動の活性化と流通機能の強化により一層取り組みます。

(ウ)海外からの積極的な需要獲得策の推進

第２章のとおり、札幌市の域際収支は赤字となっていることから（Ｐ３０参照）、域外に所得が

流出している現状であることに加え、人口減少に伴い、市内・道内・国内における市場規模が縮小

していくことが懸念される状況において、今後の地域経済の発展のためには、人口増加や経済成

長を続ける海外から更なる需要を獲得していくことが重要となります。

このことから、海外からの積極的な需要獲得策の推進に取り組みます。
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(イ)創業の促進

中小企業白書２０２２によると、国内の開業率は他の主要先進国よりも低い状況にあります。

また、内閣府の「日本経済２０２０―２０２１」によると、開業率の高い国はＧＤＰ成長率も高い傾向に

あることから、活発な創業は経済成長を促す可能性があるものと考えられています。

特に、市民一人当たり市内総生産額が低く、他政令指定都市と比較して稼ぐ力が弱い札幌市

においては、活発な創業を通じ、革新的な技術等が市場に持ち込まれる機会を増やすことで、

札幌経済をけん引する成長力の高い企業を生み出していくことが重要です。

札幌経済が将来にわたって発展していくために、イノベーションの源泉である大学等研究機関

が集積するとともに、オフィス賃料が低廉であるなど、ビジネスコストの面での優位性等を生かし

ながら、より一層、創業を促進していきます。

0.0

50.0

40.0

30.0

10.0

20.0

（％）

那覇

資料：全国地震動予測地図２０２０年版(地震調査研究推進本部)

今後３０年以内に震度６以上の地震が発生する確率

20.8

福岡

6.2

大阪

30.1

名古屋

45.8

東京

47.2

札幌

2.2

0.0

15.0

10.0

5.0

（％）

2020 （年、年度）20192018201720162015

資料：中小企業白書２０２２(中小企業庁)

開業率

11.9

5.1

9.2

12.1

9.1

日本 米国 英国 ドイツ フランス
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ウ　札幌経済を担う人材への支援

企業が経済活動を行う上で、人材は重要な経営資源です。

国は、人口減少に伴う労働力不足に直面する中において、創造性を発揮し付加価値を生み

出していく原動力が「人」であることから、人への投資を進めていくこととしています（参照：経済

財政運営と改革の基本方針２０２２）。

札幌市においても、人口減少に伴う人材不足や若年層の道外流出等の課題を抱える中、持続

的な経済発展のためには、これまで以上に札幌経済を支える多様な人材の活躍が不可欠です。

このことから、産業振興を進める上で、「札幌経済を担う人材への支援」を横断的戦略に位置

づけます。

(ア)企業活動の源となる人材の確保と育成

企業経営において、人材の確保は不可欠であるものの、生産年齢人口が減少する現状に

おいて、人材確保は年々困難さを増しています。特に経営基盤の弱い中小・小規模企業におい

ては、待遇面等において優位性を持てないことから、大きな課題となっています。

また、デジタル化の進展等に対応し、企業が生産性を向上させていくためには、働く人の専門

性を高めていくことが今まで以上に重要となっています。

企業が持続可能な企業活動を行うことはもちろんのこと、更なる成長をしていくために、企業

活動の源となる人材の確保と育成を進めていきます。

(イ)多様な人材の活躍促進

現代社会では、性別や国籍のみならず、働き方やキャリアなどに対する個人の価値観の多様

化が進んでいます。生産年齢人口の減少が進む札幌市において、持続可能な経済発展を遂げ

るためには、今まで以上に、性別や年齢、国籍等にとらわれない多様性に富んだ人材の活躍が

不可欠です。

また、企業活動においても、多様な人材を生かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供

することが、イノベーションの創出や生産性の向上、企業の競争力強化につながります。

このことから、多様な人材の活躍を促進していきます。

(ウ)新たな価値を生み出すシステムの構築

人口減少による市場の縮小や新型コロナウイルス感染症の感染拡大など、社会経済情勢が

変わりゆく状況において、地域経済を持続可能な形で発展させていくためには、様々な課題を

解決できる強固な経営基盤の構築と、国際競争に打ち勝ち、次世代の需要を獲得していくことが

必要です。

その実現に向け、新たな価値を生み出すためには、企業間の競争力だけではなく、多様な

企業、人材、大学等が持つ技術やノウハウ等を共有し、連携しながら、イノベーションを起こして

いくことが重要です。

こうしたことを踏まえ、イノベーション・エコシステム71の構築や産業交流の場等、札幌から新た

な価値が創出されるための仕組みを構築していきます。

71 イノベーション・エコシステム：行政、大学、研究機関、企業、金融機関などの様々な組織が相互に関与し、絶え間なくイノベーションが創出

される、生態系システムのような環境・状態。
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(ウ)道外・海外からの人材の呼び込み

国が東京圏への一極集中の是正を目指す一方、札幌市は、特に若年層の進学や就職などの

理由による道外への転出超過という状況が続いています。

しかし、大都市でありながら豊かな自然に恵まれ、他の政令指定都市と比較してリーズナブル

な住宅費等の良好な生活環境を有する札幌市の魅力は高く、市民の札幌の街に対する愛着度や

定住意向も高いものがあります。

また、ＩＴ等の高度な知識や技能を持つ高度外国人材は、海外とのビジネスの更なる拡大や

研究開発を通じたイノベーションの創出など、さまざまな分野での活躍が期待されており、地域

経済の更なる発展にも寄与するものと考えられます。

このことから、札幌経済の担い手を増やし、地域経済の活性化を図るため、道外・海外から人材

を呼び込みます。

エ　持続可能な札幌経済の構築

人口減少に伴う人材不足や市場の縮小等、様々な社会課題を抱える札幌経済において、

従来の考え方では、今後、経済活動や企業活動を維持していくことが困難になっていくことが

予想されます。

また、これまで経済成長とは相反するものとして認識されていた環境問題等の社会課題への

対応が、近年、経済活動においても重要な要素となり、企業としての対応が求められています。

産業振興の観点から、市内経済全体で持続可能な経済活動に取り組んでいく必要がある

ことから、第２次産業振興ビジョンから新たに位置づける戦略として、「持続可能な札幌経済の

構築」を設定します。

(ア)札幌経済におけるデジタル化の促進

国はデジタル田園都市国家構想を掲げ、デジタルの力で新たなサービスや共助のビジネスモ

デルを生み出しながら、デジタルの恩恵を地域に届けていくことを目指しています。

札幌市においても、人口減少やデジタル社会に対応し、あらゆる面で持続可能な札幌の街を

つくるため、デジタル技術の有効活用により、都市・地域全体のデジタル化を図るスマートシティ

の実現を目指しています。

札幌の街愛着度

対象者全体（N=2,391）

嫌い　0.3％

無回答　2.1％

どちらかといえば嫌い　1.6％

資料：令和４年度第３回市民意識調査(札幌市)

好き

70.3％

どちらかといえば
好き

25.8％
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また、企業活動においても、デジタル技術を活用することは効率化等を通じ生産性を向上させ

るとともに、新たなビジネスモデルの創出等により競争力を高めることにつながることから、今

まで以上に、デジタル化を進めていくことの重要性が増しています。

以上のことを踏まえ、市内経済全体でデジタル化への対応を促進していきます。

(イ)ゼロカーボンと経済活動の両立

平成２７年（２０１５年）のパリ協定採択以降、日本は令和３２年（２０５０年）の脱炭素社会の

実現を目標に掲げ、札幌市もゼロカーボン都市を目指すこととしているように、国内外で脱炭素

化に向けた取組が進められており、取引や投資等のビジネスシーンにおいても重要性が増して

います。

加えて、企業イメージの向上や新たなビジネスモデルの創出等にもつながるほか、ウクライナを

めぐる現下の世界情勢等によって顕著化したエネルギー価格の高騰やＧＸが進むことによる

産業構造の変革等を見据えると、持続的な企業活動を行う上で、ゼロカーボンと経済活動の

両立や脱炭素化に向けた積極的な取組は、今や欠かせない要素といえます。

以上のことを踏まえ、ゼロカーボンと経済活動の両立を進めていきます。

(ウ)札幌経済におけるＳＤＧｓの取組の推進

第２章のとおり、企業がＳＤＧｓに取り組むことは、企業イメージの向上による競争力向上や

人材の確保、新たなビジネスの創出、ＥＳＧ投資の獲得など、企業の成長戦略の一つとなって

います。（Ｐ３９参照）

また、国際社会においてＳＤＧｓに取り組むことが取引条件となることが想定されるなど、ＳＤ

Ｇｓに取り組まない企業は競争力が低下していく恐れもあります。

このように、ＳＤＧｓへの対応は、すべての市内企業にとっても必須の取組課題となっている

ことから、札幌経済におけるＳＤＧｓの取組を推進していきます。
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6 数値目標

資本主義社会において、市内経済規模の拡大を目指すことは重要ですが、今後、人口減少が

進んでいくことが見込まれる状況においては、国内・道内・市内の市場拡大によって経済規模を

拡大させていくことは実質的に困難となることが予想されます。このような背景において、持続

可能な経済を構築していくためには、企業が創出する付加価値や生産性を上げていくことが不可

欠であり、ひいてはそれが市民の豊かさやＱＯＬ72の向上にも繋がっていくものと考えられます。

このことから、第２次産業振興ビジョンの産業振興の目的と基本理念の実現を目指すための

指標として、「人口一人当たりの市内総生産」を数値目標に掲げます。

第２次産業振興ビジョンにおいては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による数

値の落ち込みが想定される期間を含む令和元年度（２０１９年度）～令和１４年度（２０３２年度）

において、リーマンショックからの回復期（平成２３年度（２０１１年度）～令和元年度（２０１９年度））

９年間の「人口一人当たりの実質市内総生産」の平均伸び率年間０．８％（出典：札幌市「令和元

年度市民経済計算」）を上回る年間１．０％以上上昇させ、令和１４年度（２０３２年度）には人口

一人当たりの市内総生産４３０万円の達成を目指します。また、計画期間終了時には、物価高

騰等の社会経済情勢の変動を考慮した上で評価します。

なお、計画期間の最終年度である令和１４年度（２０３２年度）中に公表される市内総生産は

令和１１年度（２０２９年度）のものであり、令和１１年度（２０２９年度）時点における目標達成の目安

となる総生産額は４１１万円となります。

【現状値】

３８６万円（令和元年度（２０１９年度））

【目標値】

４３０万円（令和１４年度（２０３２年度））

人口一人当たりの市内総生産（名目）

人口一人当たり市内総生産額

Ｐ４３で前述したとおり、今後１０年の間に、国における１５０兆円を超えるＧＸ官民投資の創出の動

きや、道内における次世代半導体製造拠点の整備が見込まれています。これらの好機を捉え、北海

道・札幌市の強みを生かして新たな投資の呼び込みや関連産業の集積等の取組を着実に推進し、

幅広い産業分野にその効果を波及させ、

地域経済全体の発展につなげることで

数値目標の早期達成はもちろんのこと、

令和１４年度（２０３２年度）には、全国平

均値を上回る人口一人当たりの市内総

生産額を目指します。

ＧＸ等の推進による更なる札幌経済の発展

320

420

370

（万円）

2011

全国平均値を上回る成長

0.8％/年
（実質成長率）

1.0％/年
（実質成長率）

GX推進等
による発展

2019 2029 2032

349

386
411 430

72 QOL： Quality of Life（クオリティ・オブ・ライフ）の略称。生活の質。 
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第2編　施策編
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第1章 施策編の位置づけ

第２次産業振興ビジョン第２編 施策編では、第１編 ビジョン編で示す産業振興の方向性に基づき、

短・中期的な視点で、重点分野と横断的戦略に関する現状と課題を整理し、基本施策、成果指標、関

連する主な取組、関連するＳＤＧｓを定めるとともに、特に重要となる施策群をリーディングプロジェクト

として位置づけます。

なお、各取組については、アクションプラン２０２３等の事業と連動した、今後５年間実施する予定の取

組となります。

【重点分野・横断的戦略における基本施策】

横断的戦略 柱 基本施策

重点分野

観光

基本施策

１　札幌・北海道の魅力を生かしたコンテンツの充実と付加価値の向上

２　戦略的な誘致活動の推進と受入環境の充実

３　ＭＩＣＥの推進

４　持続可能な観光の実現に向けた観光地経営の推進

食

１　北海道産食品の輸出拡大促進

２　食関連事業者の国際競争力の強化

３　食のまちとしての都市ブランドの強化

４　札幌らしい都市農業の振興

ＩＴ
１　ＩＴ企業の競争力向上と市場拡大の促進

２　ＩＴ人材の確保と育成

クリエイティブ
１　コンテンツ分野における開発支援と人材育成

２　デザイン経営の導入促進

健康福祉・医療
１　研究開発・新事業創出と市場拡大の促進

２　産業集積の促進

経営基盤の強化と
付加価値や

生産性の向上

商業活動の活性化と
流通機能の強化

１　経営相談の充実と資金面での中小・小規模企業の下支え

２　社会経済情勢から生じる経営課題への対応力の向上

３　市内企業の付加価値や生産性の向上の推進

４　地元企業の受注機会の安定的な確保

５　市内経済をけん引する企業の創出

６　円滑な事業承継の推進

１　商業活動の活性化

２　流通機能の強化と卸機能の活性化

海外からの積極的な
需要獲得策の推進

１　市内企業の海外展開と海外からの投資の促進

２　外国人観光客の消費拡大

中
小
・小
規
模
企
業
へ
の
支
援
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横断的戦略 柱 基本施策

創業の促進

１　創業前から成長ステージに応じた創業支援

２　多様な人材の創業促進

３　誰もがチャレンジできる創業環境の整備

企業立地の促進
１　都心の再開発や札幌の強みを生かした企業誘致の推進

２　産業集積の礎となる立地環境の魅力向上

企業活動の源となる
人材の確保と育成

１　中小・小規模企業の採用力強化と担い手の確保・育成

２　多様な人材が一層活躍できる職場環境の整備

３　北海道・札幌経済をけん引する人材の育成

新たな価値を生み出す
システムの構築

１　イノベーション・エコシステムの形成・拡大

２　イノベーションを誘発する場・仕組みの創出

道外・海外からの
人材の呼び込み

１　積極的なＵＩＪターンの促進

２　北海道・札幌経済をけん引する人材の獲得

ゼロカーボンと
経済活動の両立

１　市内経済における効率的かつ安定的なエネルギーの

　　利用促進

２　ゼロカーボンと経済成長のデカップリング

札幌経済における
デジタル化の促進

１　スマートシティの実現

２　地域産業のデジタル化

札幌経済における
ＳＤＧｓの取組の推進

１　ＳＤＧｓ経営の推進

２　サステナブルな経済活動の推進

新
た
な
企
業
や
価
値
の
創
出

人
材
へ
の
支
援

持
続
可
能
な
札
幌
経
済
の
構
築

多様な人材の
活躍促進

１　将来を担う若い世代の活躍促進

２　女性や高齢者等の活躍促進

３　新たな職やスキル獲得へのチャレンジの推進
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1 リーディングプロジェクト

第2章 施策

第２次産業振興ビジョンの最終計画年度である令和１４年度（２０３２年度）によりよい札幌経済の姿

を築くためには、第２次産業振興ビジョンで示す施策展開の方向性に沿った個々の施策を着実に進

めることはもちろんのこと、札幌が持つ強みや魅力を生かしながら、「重点分野」と「横断的戦略」の中

で特に重点的に取り組む施策を関連性のある施策との相乗効果を生みつつ、効果的に展開していく

必要があります。

人口減少に伴う市場の縮小や人手不足等の地域課題を抱える札幌市においては、北海道新幹線の

札幌延伸や都心の再開発などの機会を最大限に生かして、各施策を推進していくことが非常に重要

です。

また、都市としての魅力を発信することにより交流人口を増加させ、ヒト・モノ・資金・情報といった資

源の活発な流通を起こし、それらを活用したイノベーションを創出することで、また新たな魅力を生むと

いう好循環を起こすことが、持続的な経済成長の鍵となります。

このことから、第２次産業振興ビジョン第２編においては、札幌市の大きな魅力であり、特に国内外

への発信力を持つ「観光」と「食」に関する施策群を交流人口増加の呼び水とし、「スタートアップ」の施

策群を革新的な技術や発想を基にイノベーションを創出するエンジンとすることを目指し、３つの施策

群をリーディングプロジェクトとして位置づけ、各施策の相乗効果を生みながら産業振興を図っていき

ます。

これらのプロジェクトの推進にあたっては、社会課題の解決に向けたデジタル化、ゼロカーボン、ＳＤ

Ｇｓなどの視点を踏まえた上で、連携を相互に図りながら、令和９年度（２０２７年度）までをファーストス

テップとし、令和１４年度（２０３２年度）に向けて持続可能な経済成長を実現することを目指します。

【リーディングプロジェクトと施策展開の方向性の相関図】

第2次産業振興ビジョン
施策展開の方向性 リーディングプロジェクト

重点分野

健康福祉
・医療

クリエイ
ティブ

IT食観光

横断的戦略

■中小・小規模企業への支援

■新たな企業や価値の創出

■人材への支援

■持続可能な札幌経済の構築

プロジェクト3
スタートアップとコラボするまち

SAPPORO

プロジェクト1
スノーリゾートシティ

SAPPORO

プロジェクト2
美食のまち・

さっぽろ

交流人口の増加

イノベーション

持
続
可
能
な
経
済
成
長
を
実
現
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市内スキー場やスノーアクティビティ等の雪体験コンテンツの魅力を更に高め、「雪の街の魅力」を観

光客の誘客に最大限に活用するとともに、充実した都市機能や観光コンテンツを備えた「国際観光都

市の魅力」との融合により、札幌でしか実現できない、街全体で冬を楽しむ「都市型スノーリゾートシ

ティ」としてのブランド化を目指します。

プロジェクト１　スノーリゾートシティＳＡＰＰＯＲＯ

令和１４年度（２０３２年度）にあるべき姿

プロジェクトの概要

取組の方針及び関連する主な取組

世界で唯一の大都市スノーリゾート「スノーリゾートシティＳＡＰＰＯＲＯ」

テーマ１　雪の街の魅力と観光都市の魅力を融合した札幌ならではの魅力創出

方針①　観光客の多様なニーズに対応できるスキー場へのレベルアップ

方針②　雪の街札幌ならではの観光コンテンツの充実

方針③　ブランド力向上や周遊促進に向けた事業者連携の促進

≪具体的な取組の想定≫

■　市内スキー場の魅力アップ支援（スキー場魅力アップ補助、土地利用の規制緩和検討）

■　冬季観光コンテンツ造成への支援や冬の大規模イベントの魅力向上

■　スキー場や関連事業者による合同プロモーションへの支援

■　札幌が誇る食ブランドとスキー場の連携支援

テーマ２　観光客の満足度向上と効果的な誘客を目指した魅力の提供

方針①　来訪者の満足度を高めるストレスフリーなサービス・インフラの提供

方針②　スノーリゾートとしてのブランド化を目指したマーケティングの強化

≪具体的な取組の想定≫

■　スキー場へのアクセス向上

■　オープンイノベーションなどを活用したサービス向上等の支援

■　観光地域づくり法人（ＤＭＯ73）設立による産民学官一体的なプロモーション

テーマ３　道内スノーリゾートとの周遊を促す広域連携

方針①　道内スノーリゾートとの広域連携の促進

≪具体的な取組の想定≫

■　旅行博や商談会等での道内スノーリゾートと連携した一体的なプロモーション

■　道内周遊を促す企画・商品造成

73 DMO：Destination Management/Marketing Organizationの略。観光地域づくり法人。地域の「稼ぐ力」を引き出すととも

に地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確な

コンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人。 
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ロードマップ

2023

市内スキー場の魅力アップに向けた取組への支援

2027 2032

土地利用に向けた規制緩和検討 規制緩和の実施

民間事業者の冬季観光コンテンツ創出事業への支援 民間事業者による事業継続

スキー場・関連事業者の連携事業（プロモーションなど）への支援
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北海道内各地から良質で豊富な農畜水産品が集まる札幌市は、その食材を活用した製造・加工・流

通業や多種多様な飲食業が主要産業の一つとなっています。

これらの食関連産業が生み出す北海道・札幌の「食」は、国内やアジアで人気を誇っており、全世界

に通用する可能性を秘めています。

市内産業の更なる発展のためには、北海道・札幌の「食」が世界を魅了し、ヒト・モノ・資金・情報を世

界から集めることが重要です。

そのため、「食」を通じて、まちの魅力やブランド力を更に磨き上げ、新たな産業創出やイノベーション

の推進により札幌市の産業全体に付加価値を創出します。

プロジェクト２　美食のまち・さっぽろ

令和１４年度（２０３２年度）にあるべき姿

プロジェクトの概要

取組の方針及び関連する主な取組

世界を魅了する「美食のまち・さっぽろ」

テーマ１　「食」を通じた世界を魅了するまちの魅力向上

方針①　食に関する映像等のコンテンツを活用した魅力づくりやイベントなどを通じた国内外への

　　　　　 ＰＲ

方針②　食の付加価値を高める人材の育成

方針③　食を目的とした国内外からの観光客誘致や観光消費額向上、帰国後の道産品リピート

　　　　　 消費拡大支援

≪具体的な取組の想定≫

■　民間事業者や有名シェフ等と連携した各種食関連イベント・プロモーションの実施

■　国内外事業者と連携した輸出・海外進出の拡大支援

■　国内外からの観光誘致事業

テーマ２　「食」を核としたイノベーションの推進

方針①　新商品や技術開発等を通じた北海道・札幌発のアグリテック・フードテックの創造

方針②　地域経済の好循環を生み札幌経済をけん引する企業等の創出・成長支援

≪具体的な取組の想定≫

■　環境配慮型商品等の開発支援

■　新製品・新技術の研究開発等の補助金

■　食の専門家派遣

■　食に関するスタートアップ企業等の創出支援・成長支援

■　国内外事業者と連携した輸出・海外進出の拡大支援
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テーマ３　「食」の先端拠点の創出

方針①　食関連企業や食研究機関等の誘致

方針②　食を通じた観光プロモーションの展開

≪具体的な取組の想定≫

■　各種企業立地にかかる補助金

■　先端拠点創出に向けた民間事業者等との連携事業の実施

ロードマップ

2023

輸出等拡大支援

2027 2032

民間事業者等との連携によるイベント・プロモーション等の実施 美食のまち・さっぽろとして国内外で認知

各種補助事業の実施、専門家派遣、誘致推進 食関連スタートアップ企業の活躍

先端拠点創出に向けた民間事業者等との連携事業の実施 食の先端拠点の創出
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ＩＴ、ゲーム、バイオを中心とした札幌市が強みを持つ産業と、農業、漁業、宇宙産業など北海道が強

みを持つ産業がコラボレーションする北海道・札幌オリジナルのイノベーション・エコシステムを構築し、

東京等の大都市圏にはない魅力を生かして新たなビジネスやサービスを展開するスタートアップの成

長を加速させます。

北海道・札幌のスタートアップと企業や行政等との協業により創出されるイノベーションが、札幌のみ

ならず国内外の課題を解決し、世界中のウェルビーイングを実現することを目指します。

プロジェクト３　スタートアップとコラボするまちＳＡＰＰＯＲＯ

令和１４年度（２０３２年度）にあるべき姿

プロジェクトの概要

取組の方針及び関連する主な取組

北海道・札幌発のスタートアップを生み出すエコシステムが世界と繋がる

「スタートアップとコラボするまちＳＡＰＰＯＲＯ」

テーマ１　イノベーション拠点の整備

方針①　コアチームによる市内イノベーション事業の集約・推進

≪具体的な取組の想定≫

■　イノベーションをリードするコアチームの形成

■　イノベーション拠点の設立

■　イノベーション関連事業の情報整理・発信

テーマ２　スタートアップが成長しやすい環境の整備

方針①　スタートアップ向けファンドの組成

方針②　スタートアップへの成長支援メニューの提供

方針③　スタートアップと行政の協業機会の創出

方針④　イノベーション人材の確保と育成

≪具体的な取組の想定≫

■　オープンイノベーション事業の推進

■　スタートアップへの各種優遇条件の設定

■　株式上場に向けた支援

■　海外展開支援

■　ＡＩ・バイオ産業のビジネス機会の創出

■　ＩＴ人材の確保育成

■　コンテンツ分野の人材育成

■　バイオ分野の人材育成・ネットワーク強化
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テーマ３　スタートアップがつながりやすい場の提供

方針①　道外、海外関係者とスタートアップが繋がるイベントの開催

≪具体的な取組の想定≫

■　道外、海外でのスタートアップカンファレンス74への参加

■　札幌が有する食・観光・環境などの強みを生かしたグローバルカンファレンスの実現

ロードマップ

2023 2027 2032

コアとなるスタートアップ
支援組織の再構築

新組織による
スタートアップ支援の確立

新組織の自走化

海外スタートアップ関係者を招聘するイベントの実施
グローバルな

スタートアップ・エコシステムの確立

スタートアップ
拠点施設の整備

拠点施設の認知確立拠点施設へのイベントの集約

ファンド組成
の検討

スタートアップ向けファンドからの投資

74 カンファレンス：会議・協議会・会談。
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各プロジェクトの連携イメージ

プロジェクト1

スノーリゾートシティ
SAPPORO

プロジェクト3

スタートアップとコラボするまち
SAPPORO

プロジェクト2

美食のまち・さっぽろ

おもてなし推進事業

観光人材育成支援事業

観光情報発信事業

スノーリゾート推進事業 さっぽろオータムフェスト事業

新製品・販路開拓支援事業

国内観光振興事業

食の輸出拡大支援事業

海外展開支援事業

企業立地促進事業

札幌未来牽引企業創出事業

国際ビジネス人材支援事業

バイオ産業成長促進事業

コンテンツ産業振興事業

IT人材確保育成事業

創業促進支援事業

海外投資誘致事業

中小企業DX推進事業

ITイノベーション推進事業

半導体関連産業集積促進事業

バイオ企業等育成支援事業

国際観光誘致事業
MICE推進事業

定山渓地区魅力アップ事業

さっぽろ雪まつり事業

観光案内所運営事業

観光客受入環境整備事業

都心における冬の
アクティビティ創出事業

さっぽろホワイト
イルミネーション事業

食の輸出力強化
支援事業

観光客二次交通
対策推進事業

スタートアップ・
エコシステム構築事業

（オープンイノベーション
事業の推進等）

スタートアップ・
エコシステム構築事業

（イノベーションをリードする
コアチームの形成等）

スタートアップ・
エコシステム構築事業

（グローバルカンファレンス
の実現）

美食のまち・さっぽろ
ブランド推進事業

付加価値の高い観光
コンテンツ創出事業
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３つのリーディングプロジェクトに加え、札幌経済の成長を促進させる次の２つの重要な取組を

着実に推進していくことで、新たな投資の呼び込みや関連産業の集積等を図り、地域経済全体

の発展につなげていきます。

北海道は、国内随一の再生可能エネルギーのポテンシャル等を生かした「ゼロカーボン北海道」を、

札幌市は、日本の「脱炭素先行地域」としてゼロカーボン都市「環境首都・札幌」を目指し、取組を進め

てまいりました。

こうした中、北海道・札幌市は、日本の再生可能エネルギーの供給基地になるとともに、世界中からＧＸ

に関する資金・人材・情報が集積するアジア・世界の「金融センター」としての地位を確立するため、令和

５年（２０２３年）６月に、産学官金の２１機関から成るコンソーシアム「Ｔｅａｍ　Ｓａｐｐｏｒｏ－Ｈｏｋｋａｉｄｏ」

を設立しました。

コンソーシアムにおいては、今後１０年間で１５０兆円超ともいわれるＧＸの官民投資のうち、４０兆円

を北海道・札幌に呼び込むため、水素の供給・需要の一体的な実証モデルの展開などの「８つのＧＸプ

ロジェクト」と、規制緩和や税制優遇等を検討する特区などに係る「６つの重点取組」を両輪で展開し、

ＧＸ産業の集積と、それを支える金融機能の強化集積の取組を進めています。

また、令和６年（２０２４年）１月には、国に対し、北海道・札幌「ＧＸ 金融・資産運用特区」の提案を行っ

たところであり、特区制度も活用しながら、取組を更に加速させ、エネルギー収支の好転及び雇用創出

により、北海道・札幌経済の活性化を図ります。

Ｒａｐｉｄｕｓ株式会社が進める次世代半導体の製造拠点の整備に伴い、半導体製造に関連する産

業の近隣市町村への集積が予想されます。札幌市も全市一丸となって、この好機を捉え、市内産業の

更なる振興などにつなげていくため、庁内横断の会議体を設置し、半導体関連企業の誘致や関連企

業の立地を見据えた土地利用の検討をはじめ、ＩＴ・デジタル人材及び半導体人材の確保・育成のほ

か、高度人材の移住に伴う環境整備等、半導体関連産業の振興やまちづくりの推進、都市課題への

対応に取り組んでいきます。

グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）の推進

半導体関連産業の集積に向けた取組

Ｇｒｏｗｔｈ　Ｆａｃｔｏｒｓ

・世界の投資を呼び込む情報発信
・国際的な知見・協力の獲得

【8つのGXプロジェクト】

連携

【6つの重点取組】

取組の方向性 取組の方向性

①SAF75
①情報プラット
　 フォーム

②再エネ供給・
　 需要促進

③ファンド・
　 ファイナンス

④特区

⑤人材育成

⑥情報発信・
　 国際協力

国内外で活躍する環境金融人材育成

②水素

③洋上風力関連
　 産業

④蓄電池

⑤次世代半導体

⑥電気及び水素
　 運搬船

⑦海底直流
　　送電76網

⑧データセンター
・データセンターの立地促進
・AIの社会実装の促進

地産地消によるSAFの導入促進

水素の供給・需要の一体的な実証モデ
ルの展開

次世代半導体製造拠点の着実な整備
及び関連産業の集積促進

洋上風力関連産業の振興と人材育成

蓄電池の製造設備の立地促進

電気及び水素運搬船の道内展開の促
進

海底直流送電の着実な整備と関連産
業の立地促進

GX 金融情報等の電子的な集約・
共有・発信手法の構築

・供給拡大の課題共有及び対策
・北海道の価値向上に資する投資の促進
・好循環を生み出すモデル事業

北海道の特性を踏まえた投資を加速
する規制緩和や税制優遇等の検討

成長ステージに応じたスキーム整備

75 SAF:Sustainable Aviation Fuel（持続可能な航空燃料）の略。主にバイオマスや廃食油などを原料として製造される航空燃料で

あり、従来の航空燃料よりも温室効果ガスを大幅に削減できると期待されている。

76 海底直流送電：海底ケーブルを通じた直流の送電技術。電力系統は一般的に交流送電で構成されているが、特に長距離の送電では直

流が優位であるため、洋上風力の電力の需要地への送電等に長距離直流送電技術を導入することで、再エネの大量導入等の効果が

期待できるとされている。
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令和５年（２０２３年）２月に閣議決定された、「ＧＸ実現に向けた基本方針～今後１０年を

見据えたロードマップ～」では、日本の強みを最大限に活用し、ＧＸを加速させることで、エネ

ルギー安定供給と脱炭素分野で新たな需要・市場を創出し、日本経済の産業競争力を強

化・経済成長につなげていくこととされています。

ＧＸ推進による経済への影響については、国内外から様々な事例や提言等が報告されて

います。

発電の多くを再生可能エネルギーが占めるデンマークは、風の強い海に囲まれた地理的

条件を背景に、洋上風力発電所の建設が盛んです。洋上風力発電所は、その建設から運

転、保守に至るまで幅広い事業者の参画が必要であり、事業規模も大きくなる傾向がある

ことから、関連産業の集積による経済活性化や地域における雇用の創出といった波及効果

が大いに期待されます。

デンマークと北海道は、人口規模や気象条件、地形など多くの点で類似性があることか

ら、北海道・札幌市が、そのポテンシャルを生かしてＧＸを推進していくことは、札幌経済の発

展に大きな効果が期待されます。

TOPIC
グリーントランスフォーメーション

(ＧＸ)推進による経済効果

【 【
デンマークにおける１ＧＷの洋上風力発電所の建設と運用がもたらす経済波及効果と

雇用創出の推計（Ｔｈｏｒ（トール）洋上風力発電所の例）

資料：Ｓｏｃｉｏｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｉｍｐａｃｔｓ ｏｆ ｏｆｆｓｈｏｒｅ ｗｉｎｄ　ｅｎｅｒｇｙ，Ｄａｎｉｓｈ Ｓｈｉｐｐｉｎｇ Ｉｎｖｅｎｔ ｉｎ ＤＫ

　　　：外務省

※　Ｏ＆Ｍ：Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅの略。施設や設備の完工後に、保守操業を行うことを指す。
※　基地港湾：洋上風力発電設備の設置や維持管理に利用される港湾のこと。
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エネルギー消費量に占める再生可能エネルギー比率を２倍に増やした場合、
日本のＧＤＰは２．３％～３．６％増加

再生可能エネルギーに関する政策・技術・資源・金融に関する知識を提供する国際機関

である国際再生可能エネルギー機関（ＩＲＥＮＡ）は、平成２８年（２０１６年）に、再生可能エネ

ルギーの普及がマクロ経済に及ぼす影響をＧＤＰ、福祉、雇用、貿易の観点から分析した報

告書である「ＲＥＮＥＷＡＢＬＥ　ＥＮＥＲＧＹ　ＢＥＮＥＦＩＴＳ：ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＴＨＥ　ＥＣ

ＯＮＯＭＩＣＳ」を公表しました。

当該報告書では、再生可能エネルギーの導入が気候変動を緩和するだけではなく、経済

成長にも寄与するものであり、世界のエネルギー構成に占める再生可能エネルギー比率を

平成２２年（２０１０年）と比較し２倍に増やした場合には、令和１２年（２０３０年）の世界のＧＤ

Ｐが０．６％増加するとされています。日本の場合は、再生可能エネルギーへの多額の投資と

化石燃料の輸入の大幅な削減により、ＧＤＰが２．３％増加し、これに加えて、エネルギー利用

の電化率向上のための更なる投資が進むことで、ＧＤＰは３．６％増加すると報告されていま

す。また、雇用の面でも、再生可能エネルギーに関連する雇用が大幅に増加すると言われて

います。

一方で、サウジアラビアやロシアなどの石油やガスの輸出国においては、再生可能エネル

ギーの世界的な展開によって、化石燃料の輸出量が減少するため、ＧＤＰが減少することが

予想されています。

【ＧＤＰへの影響(通常の成長率とＩＲＥＮＡ試算ケースとの比較)】

資料：国際再生可能エネルギー機関「ＲＥＮＥＷＡＢＬＥ　ＥＮＥＲＧＹ　ＢＥＮＥＦＩＴＳ：ＭＥＡＳＵＲＩＮＧ　ＴＨＥ　ＥＣＯＮＯＭＩＣＳ」
※　Ｒｅｍａｐ：令和１２年(２０３０年)までに世界のエネルギー構成における再生可能エネルギーの比率を２倍にするためのロードマップ
　　 ＲｅｍａｐＥ：Ｒｅｍａｐに加え、空調や輸送においてより電化を促進した場合のケース
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令和３２年(２０５０年)カーボンニュートラルが実現した経済の姿
＝ＧＤＰ１，０００兆円経済の実現

一般社団法人日本経済団体連合会は、令和４年(２０２２年)、令和３２年（２０５０年）カーボ

ンニュートラルに向けた提言「グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）に向けて」を公表してい

ます。

同提言では、ＧＸは国内での投資拡大が不可欠であり、持続可能な成長へとつなげてい

く必要があると謳っており、カーボンニュートラルを実現するために必要な方策（ＧＸ政策

パッケージ）として、「電化の推進・エネルギー需要側を中心とした革新的技術の開発」や「サ

ステナブル・ファイナンス」、「産業構造の変化への対応」等、８つの項目を掲げています。

令和３２年（２０５０年）カーボンニュートラル達成に向けた日本国内での必要年間投資額

は約１４．２兆円、令和３２年（２０５０年）までの累計投資額は約４１２兆円と試算されており、投

資の実現に向けては、政府は民間の継続的な投資を促すために、自ら中長期の財政支出

にコミットすべきとされています。特に、リスクの大きい革新的技術の研究開発など、市場原理

だけに任せていては取組が円滑に進まない分野への投資が重要と示しています。

また、温室効果ガスの排出制約により産業構造は変化し、既存のＣＯ₂多排出事業は転

換を迫られる一方で、カーボンニュートラルに大きな役割を果たす新事業が生まれ、新たな

雇用機会が創出されることも示唆されています。

これらの政策の実行によりカーボンニュートラルを実現した場合、令和３２年（２０５０年）の

日本の実質ＧＤＰが１，０００兆円を超えると試算しています。

資料：一般社団法人日本経済団体連合会

令和元年度 (２０１９年度 )
実績

実質ＧＤＰ
※平成２３年 (２０１１年 ) 基準

令和元年度 (２０１９年度比 )

ＣＯ₂排出量 ( 吸収分を除く )

一人当たり実質ＧＤＰ

平成２５年度 (２０１３年度比 )

( 年平均成長率 )

ＧＸ実現シナリオ

５３７.５兆円

－

４２６.０万円

１２.１億トン

▲１４.０％

１,０２６.８兆円

＋９１.０％

＋２.１％

１,００７.４万円

２.３億トン

▲８１.５％

＋０.９％
※過去５年間の平均
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資料：札幌市の観光(札幌市)、旅行・観光消費動向調査(観光庁)※暦年、日本の観光統計データ(JNTO)※暦年

※海外客における令和２年度(2020年度)以降の全国の値は、新型コロナウイルス感染症の影響により試算値であるため除外。

　　札幌の値は、新型コロナウイルス感染症の影響により調査なし。

2 重点分野の振興施策

札幌を含めた北海道経済の成長をけん引する「観光」、「食」1
ア　観光分野

札幌市の年間来客数及び観光消費額は、外国人観光客の好調な伸びを主因として順調に

増加していましたが、道外・海外からの観光客の消費単価は伸び悩みがみられるほか、近年は

緩和傾向にあるものの、夏と冬の繁閑差が依然として大きいなどの課題があり、付加価値の

向上や閑散期の観光需要の底上げが必要です。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、これまでとは異なる旅行ニーズや

持続可能性への意識の高まりが加速するなどの変化が生じており、今後はこうした変化への

対応が求められています。

さらに、人口減少期を迎え、日本人による国内観光需要の縮小が懸念されるため、観光客の

満足度向上によるリピーターの獲得や、長期的な需要の拡大が見込まれ、消費単価の高い

外国人観光客の取り込みが重要となります。

札幌市では、都心の再開発の加速やハイグレードホテルの建設などの都市機能と受入環境

の充実、北海道新幹線の札幌延伸といった国内外からの誘客促進が期待できる数々の機会を

有しています。これらの機会を最大限に生かし、その効果を一過性に終わらせないための戦略

が求められています。

第２次産業振興ビジョン第１編ビジョン編　施策展開の方向性で定めた重点分野の振興を

図るため、以下のとおり、取組を進めていきます。

分野における現状と課題

（万円/回）

2016 2017 2018 2019 2020 2021

観光消費単価の推移

15.6 15.4 15.3 15.9

12.2
10.7 10.6

9.4

4.9 5.0 5.4 5.5
4.8 4.9

3.2 2.8 2.9 2.6 2.7 2.8

0

5

10

15

20

海外客（全国） 海外客（札幌） 国内客（全国） 国内客（札幌）
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資料：札幌市の観光（札幌市）を加工

※平成３０年度(２０１８年度)の値、●の大きさは、総観光消費額（百万円）

資料：札幌市の観光（札幌市）

札幌・北海道の特性を生かした観光資源の魅力を更に高めていくため、既存の観光資源の

磨き上げを図るとともに、多様な切り口の新しい観光コンテンツや付加価値の高い観光コンテン

ツの造成を図ります。

①　札幌ならではの付加価値の高いコンテンツ造成

スノーリゾートとしてのブランド化やアドベンチャーツーリズム77の推進など、自然体験型観光

と都市型観光を掛け合わせ、札幌独自の付加価値の高いコンテンツ造成に取り組むとともに、

食など、札幌市が強みを有する観光資源の更なる魅力向上やブランド力の強化を図ります。

また、従来型の大規模なモノ消費型の観光だけではなく、少人数・高単価・高品質を意識した

旅行商品の造成を促進します。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 札幌・北海道の魅力を生かしたコンテンツの充実と付加価値の向上

0

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 観光消費額単価（円）

2,500

2,000

1,500

500

1,000

年間来客数（万人）

総観光消費額(年間来客数(万人)と観光消費額単価(円))の相対関係図

道外客
（日帰り）

道外客（宿泊） 海外客

道内客（日帰り）

道内客
（宿泊）

0

2,000

1,600

1,200

400

800

1,800

1,400

1,000

200

600

(千人)

来札観光客入込数の月次推移(2012～2018年度の平均値)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

夏季 冬季

77 アドベンチャーツーリズム：アクティビティ、自然、文化体験の3要素のうち、２つ以上で構成される旅行のこと。 
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観光地として札幌の競争力を高めていくため、的確なマーケティング・市場分析を行い、コンテ

ンツ造成や受入環境の整備、プロモーションに一体的に取り組むほか、多様な嗜好・ニーズに

応じた情報発信や広域連携を強化します。

また、誰もが快適に滞在できる受入環境の整備とおもてなしの向上を通じて、観光客の満足

度向上を図り、リピーターの獲得や滞在日数の長期化につなげます。

①　マーケティングや市場分析、情報発信、広域連携の強化

来札観光客の属性や市場動向等の情報収集、分析を強化し、コンテンツ造成やプロモーショ

ン等を一体的に展開していきます。また、札幌及び道内他市町村の観光情報を多彩なチャネル

により発信し、来訪者の滞在、周遊、再訪につなげるとともに、道内外の自治体等と連携し、来札

動線の多様化や滞在日数の長期化を図ります。

②　多様なニーズに対応した受入環境整備とおもてなしの向上

観光客の利便性や快適性を高め、満足度の向上や周遊の促進、リピーターの獲得につなげ

ます。また、外国人観光客のニーズが高い観光施設や公共交通の多言語化、キャッシュレス化や

Ｗｉ－Ｆｉ環境の整備などを促進します。

③　ユニバーサルツーリズムの推進

バリアを感じることなく誰もが快適に札幌観光を楽しめるよう、ユニバーサルデザインの導入

をはじめとする受入環境の充実を進めるとともに、それぞれの人にとって必要な情報が得や

すい環境を構築することなどを通じ、ユニバーサルツーリズムを推進します。

②　多様な資源を活用した新たな魅力の創造

札幌が持つ多彩な都市の魅力やスポーツ・文化・歴史の魅力などを観光資源として磨き上げ、

札幌の新たな観光イメージの普及に向けた取組を推進します。また、多彩な魅力によって多様な

ニーズに対応することで、観光閑散期や平日需要の底上げを図ります。

③　観光イベントや定山渓地区の魅力向上

雪まつり以外の様々なイベントの道外在住者への認知度向上や、持続的な集客力確保に

向けた魅力向上を図ります。また、定山渓地区において、周遊や自然を生かした体験コンテンツ

の充実を図るほか、「定山渓観光魅力アップ構想78」に基づく取組などを進めます。

基本施策2 戦略的な誘致活動の推進と受入環境の充実
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78 定山渓観光魅力アップ構想：定山渓の魅力的な観光地づくりを進めるための指針。 
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札幌が将来にわたって観光地として世界に選ばれるまちであり続けるために、持続可能な

観光地であることが求められることから、地域一体で、市民生活や経済、環境に配慮した観光

地経営を推進します。

①　観光戦略推進体制の構築と観光振興を目的とした安定的な財源の確保

持続可能な観光地として、地域一体で戦略的に観光地経営に取り組むため、ＤＭＯ設立に

向けた検討を進め、札幌市全体での持続可能な観光戦略の推進を担う体制・組織の強化を行う

とともに、継続的な投資を行うための安定的な財源の確保を図ります。

②　観光人材の確保・育成

高付加価値コンテンツの造成・販売に関わる人材への支援を行うとともに、持続可能な観光地

づくりを進めるうえで必要な専門的な知識を有する人材の育成等を進めます。

③　持続可能な観光の実現や安全・安心な観光に資する取組の推進

「日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）81」を活用するとともに、持続可能な観光の推

進に取り組む観光事業者を支援します。また、災害対策等に継続的に取り組み、旅行者に安全・

安心な滞在を提供できる体制を整えます。

①　ＭＩＣＥ誘致の強化

高い経済効果を生み出すとともに、国際的な都市ブランドの向上等が期待されるＭＩＣＥの誘致

を積極的に行います。また、札幌が強みを持つ学術分野、強化したい産業分野と関連する国際会

議等を重点的に誘致するとともに、地域における学術・産業の振興や、ビジネス・イノベーションの

創造機会、都市の競争力向上、シビックプライド79の向上といった開催効果の創出に取り組みます。

②　満足度の高い開催支援

価値観が多様化する主催者と開催地域をつなぎ、ＭＩＣＥの開催効果を高めるため、誘致時

だけではなく、誘致決定後の開催支援についても重点的に取り組みます。

基本施策4 持続可能な観光80の実現に向けた観光地経営の推進

札幌の都市としての魅力と地域の強みを生かしてＭＩＣＥ施策の推進に取り組み、地域への経済

波及効果や学術・産業の発展、市民における創造性の育成等の社会的効果の創出を促進します。

基本施策3 ＭＩＣＥの推進
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79 シビックプライド：市民が都市を構成する一員であることを自覚し、誇りや愛着を持って都市を良くしようとする当事者意識。 

80 持続可能な観光：国連世界観光機関（UNWTO）では、｢訪問客、産業、環境、受け入れ地域の需要に適合しつつ、現在と未来の環境、

社会文化、経済への影響に十分配慮した観光」と定義されている。
81 日本版持続可能な観光ガイドライン(JSTS-D)：持続可能な観光の国際指標（GSTC-D）に準拠した持続可能な観光地経営を行うた

めのツール。 
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④　観光への市民の参加と満足度向上

市民自身が札幌の魅力をもっと知り、楽しむ機会の提供や、観光の地域への貢献に関する理

解を深めるための啓発、観光客との交流促進などを通して、市民の誇りの醸成と満足度の向上を

図ります。
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

スノーリゾートシティＳＡＰＰＯＲＯ推進戦略に基づき、

スノーリゾートとしてのブランド化に向けて、市内スキー

場の魅力向上やスキー場と関連事業者の連携事業

支援、冬季観光コンテンツの充実等に取り組みます。

スノーリゾート推進事業
【経)観光・ＭＩＣＥ推進部】

基本施策

１-①、

４-②

観光客の満足度向上及び再訪率増加のため、無料Ｗｉ

－Ｆｉの運用、観光案内サイン等の維持管理、観光バス

対策、観光施設の魅力アップ、宿泊施設の整備等の

受入環境整備を実施します。

観光客受入環境整備事業
【経)観光・ＭＩＣＥ推進部】

基本施策

２-①、②、

③

４-③

ＭＩＣＥを継続誘致し、高い経済効果の獲得とレガシー

効果を生み出すため、ブランディングに向けた取組、開

催効果最大化に向けた取組、環境に配慮されたＭＩＣ

Ｅの開催に向けた取組を行います。

ＭＩＣＥ推進事業
【経)観光・ＭＩＣＥ推進部】

基本施策

３-①、②

「持続可能な観光」の推進に向けた観光関連事業者へ

の普及啓発や市民理解の促進に取り組むとともに、取

組の発信により観光地としてのブランド力を高めます。

持続可能な観光推進事業
【経)観光・ＭＩＣＥ推進部】

基本施策

４-③、④



83

第
１
編

施
策

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

成果指標

関連するSDGs

現状値指標 目標値

市内での総観光消費額（億円）※ ５，７８０

(２０１８年度)

（道外客）８４．０

（海外客）９５．９

(２０１８年度)

６３．０

(２０２２年度)

７，２１１

（２０２７年度）

（道外客）８７．０

（海外客）９６．４

（２０２７年度）

６６．５

（２０２７年度）

観光客満足度（％）※

市民満足度（％）※

※ 観光分野は新型コロナウイルス感染症の拡大前の２０１８年度を現状値と設定。

　　「市民満足度」は２０２２年度から調査を開始したため、２０２２年度の数値を現状値として設定。
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イ　食分野

全国的な人口減少等により市場の縮小が見込まれる中において、国は、「農林水産物・食品

の輸出拡大に向けた実行戦略」を策定し、輸出額を令和７年（２０２５年）には２兆円、令和１２年

（２０３０年）には５兆円とする目標を掲げて海外への食品等の輸出を推進しており、北海道にお

いても、「輸出拡大戦略」を策定の上、北海道の食の輸出の更なる成長を目指しています。札幌

市も人口が減少局面に転じる中、食の強みを最大限に生かしながら域外からの需要を獲得し

ていくことが重要です。

一方、食を取り巻く環境については、国際的なＳＤＧｓに関する意識の高まりの中、代替肉に代表

されるように環境に配慮した新たな食品の市場規模が拡大しています。また、国内においても、

消費者のエシカル消費82への関心が高まりをみせているように、国内外において食に関する志向

が変化しています。また、食の安全を確保するために、食品衛生法が改正される等、企業活動に

おいて食品衛生管理に関する対応が今まで以上に必要となりました。このことから、国内外で札幌

市の食関連事業者が成長していくためには、これらの変化に対応していくことが求められます。

また、札幌市は北海道の豊富な食資源や高いブランド力を強みとしていますが、近年、他自治

体においても、食に関する国内外へのブランディングが進められており、現状のままでは、競争力

や優位性を失う恐れがあります。

加えて、札幌市は食の一大集積地である一方、市民に対し新鮮かつ良質な農産物を供給

する役目を持つ札幌市の農業を取り巻く環境は厳しさを増しており、担い手の高齢化や後継者

不足に伴う農家数や耕地面積の減少等といった課題を抱えています。

分野における現状と課題

資料：地域ブランド調査２０２２

（株式会社ブランド総合研究所）

0

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

（戸）

0

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

500

（ha）

2000 2005 2010 2015 2020（年）

1,455

1,119

3,116

資料：農林業センサス（農林水産省）

札幌市の農家戸数と経営耕地面積の推移
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82 エシカル消費：地域の活性化や雇用なども含む、人や社会・環境に配慮した消費行動。 
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魅力ある北海道の食が集積する札幌市内の企業が中心となり、国内はもちろんのこと、海外

の需要を開拓、獲得し、持続的な成長を遂げるために、輸出拡大に向けた取組を推進します。

①　国内外への販路拡大の推進

域外の需要を獲得するため、北海道産食品の強みを生かすことができる国内に加え、人口増

加や経済成長が続くアジアや、平均賃金が高く、日本食が浸透している欧米といった海外での

商談機会を創出するほか、企業ニーズに応じながら市内食関連産業の海外展開を支援します。

②　海外展開や観光を通じた札幌の食の認知度向上

国内外での札幌の食の認知度を向上させていくため、ビジネスイベントの出展支援や食の

魅力を強みとした観光プロモーションを通じ、札幌の食を国内外に発信します。

③　札幌市中央卸売市場を活用した輸出の促進

北海道産食品を円滑に国内外に流通させるため、市場の出荷や分荷などの既存機能を更に

発揮していくとともに、輸出証明書交付窓口の活用を促進します。また、市場事業者の輸出事業

への参入を支援するほか、必要となる設備等の検討を進めます。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 北海道産食品の輸出拡大促進

市内の食関連事業者が競争に打ち勝ち、国内外で成長を続けていくため、社会経済情勢が

求める需要や規制に的確に対応することのできる経営基盤の強化を推進していきます。

①　社会的ニーズへの対応を通じた輸出力・競争力の向上

環境に配慮した持続可能な食品開発や食品衛生管理等、食関連産業を取り巻く国内外の

潮流に合った企業の取組を推進し、輸出力・競争力の向上を進めます。

②　食の魅力を生かした付加価値の向上

専門人材による課題の解決に向けたアドバイス等を通じ、食関連産業の付加価値の向上を

図ります。また、デザインやマーケティングなどの多岐にわたる専門人材を企業に派遣すること

で、企業のブランド力向上を推進します。

基本施策2 食関連事業者の国際競争力の強化
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観光イベントと連携したプロモーションや食関連フェアの開催等により、世界中から注目を

集める機会を最大限に生かしながら札幌市の食が持つ魅力を国内外に発信し、更なる需要

を獲得するため、北海道・札幌市が持つ食の魅力や文化を磨き上げます。

基本施策3 食のまちとしての都市ブランドの強化

市民への新鮮で良質な農産物の供給という重要な役割を持つ札幌市の農業が、社会経済

情勢の変化に対応しながら持続的に発展できるよう「第２次さっぽろ都市農業ビジョン」の方向

性に沿いながら、札幌らしい都市農業の振興を図ります。

①　多様な農業の担い手の育成・確保や農地の保全活用の促進

地域農業を支える中核的な担い手不足といった課題に対応するため、経営改善を通じた

多様な農業の担い手の育成・確保や地域性を考慮した農地の保全と活用を図ります。

②　持続可能なさっぽろ農業の実現

持続可能な農業を推進するため、都市農業の優位性を生かした農業経営の安定強化や市

民との協働による持続可能な地域農業の振興を図るほか、鳥獣被害防止対策の強化等に取り

組みます。

③　市民の農業に対する理解促進

農業体験等を通じて市民への農業に対する理解を深め、農業の担い手確保を進めるととも

に、地場産の農産物を選択する地産地消を推進します。

基本施策4 札幌らしい都市農業の振興
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

市内食関連事業者の国内外への販路拡大を目的に、

官民連携による商談機会の創出や、海外進出に取り組

む企業へのニーズに応じた支援を実施します。

食の輸出拡大支援事業
【経)産業振興部】

基本施策

１-①、②

市内食関連事業者の輸出力・国際競争力を強化する

ため、国内外の社会的ニーズへの対応に積極的に取り

組む事業者を支援します。

食の輸出力強化支援事業
【経)産業振興部】

基本施策

２-①、②

札幌の食の競争力向上を目的に、関連企業の共創の

場を形成することを通じたイノベーションの誘発や映像

等を活用した、食の魅力発信を行います。

美食のまち・さっぽろ
ブランド推進事業
【経)産業振興部】

基本施策

３

札幌の農業を支える担い手に対し、各種の補助制度や

研修機会等の活用を通じて経営の改善を図り、生産環

境を維持します。

農業担い手育成・支援事業
【経)農政部】

基本施策

４-①、②

成果指標

関連するSDGs

現状値指標 目標値

食料品製造業の製造品出荷額（億円）
２，３８８

(２０２０年)

４５．０

(２０２２年度)

６７．４

(２０２０年度)

２，７６０

(２０２７年)

６０．０

(２０２７年度)

８５．０

(２０２７年度)

札幌の魅力が食であると考えている

市民の割合（％）

札幌産農産物を「購入している」

市民の割合（％）
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資料：ＩＴ人材需給に関する調査(経済産業省)

更なる成長により新たな強みとなる「ＩＴ」、「クリエイティブ」、「健康福祉・医療」2
ア　ＩＴ分野

札幌市は国内有数のＩＴ産業の集積地である一方、受託開発を中心として同業他社や官公

庁の需要への依存度が高く、売上が景気動向や元請けの意向に左右されやすいという課題が

あります。また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした社会全体のＩＴ需要の一層

の伸び、特に、ＡＩ等の先端技術を活用した市場の拡大が見込まれていることを踏まえ、市内ＩＴ

企業が今後成長していくためには、先端技術を生かした新たなビジネスの創出や他産業の

企業ニーズを踏まえた独自の製品やサービスの開発を支援し、新たな市場の開拓を図ることが

求められます。

また、ＩＴ分野を支える人材に関しては、社会全体のデジタル化が加速する中、令和１２年（２０３０

年）に約４５万人の不足が予測（経済産業省試算）されているなど、全国的なＩＴ人材の獲得競争

が激化しており、道内においてもＩＴ企業から、人材不足が最大の経営課題であるとの声が

あがっているほか、道内の情報系大学・専門学校等の学生の道外流出も歯止めがかかって

いない状況であることから、ＩＴ人材の確保・育成が必要です。 

さらに、道内における次世代半導体製造拠点の整備に向けた動きを機に、半導体・デジタル

産業の振興に向け、特に、関連分野の高度なスキルを有する人材が求められます。

加えて、あらゆる人がデジタルに何らかの関わりを持つこの社会においては、デジタルに関する

スキルや知識は、全てのビジネスパーソン83にとって重要となっていくことが予想されます。

分野における現状と課題

IT人材の「不足数」（需要）に関する試算結果

 

9
9

4
,0

7
0

 

1
,0

0
4

,8
7

9
 

1
,0

1
8

,0
9

9
 

1
,0

3
1
,5

3
8

 

1
,0

4
5

,5
1
2

 

1
,0

5
9

,8
7

6
 

1
,0

7
0

,5
5

9
 

1
,0

8
1
,0

6
3

 

1
,0

9
1
,0

5
0

 

1
,1

0
0

,8
3

6
 

1
,1

1
0

,1
2

1
 

1
,1

1
4

,2
2

5
 

1
,1

1
8

,0
8

5
 

1
,1

2
2

,3
6

7
 

1
,1

2
7

,2
7

6
 

1
,1

3
3

,0
4

9
 

2
2

0
,0

0
0

 

2
6

0
,8

3
5

 

3
0

3
,6

8
0

 

3
1
4

,4
3

9
 

3
2

5
,7

1
4

 

3
3

7
,8

4
8

 

3
5

0
,5

3
2

 

3
6

4
,0

7
0

 

3
8

0
,8

5
6

 

3
9

8
,1

8
3

 

4
1
5

,3
8

7
 

4
3

2
,2

7
0

 

4
4

8
,5

9
6

 

100.0 
105.1 

110.5 113.0 115.6 118.2 120.9 123.7 126.3 129.0 131.7 134.5 137.4 

0

140

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

（人）

（2015年国勢調査結果）2030202920282027202620252024202320222021202020192018201720162015

供給人材数（人）

高位シナリオ（需要の伸び：約9～3%） 中位シナリオ（需要の伸び：約5～2%） 低位シナリオ（需要の伸び：1%）

2018年を100とした場合の市場規模（中位シナリオ）不足数（人）

2018年現在の
IT人材不足数

ITニーズの拡大により
IT関連市場規模は今後も拡大

2030年の
IT人材
不足数

約79万人
（高位シナリオ）

約45万人
（中位シナリオ）

約16万人
（低位シナリオ）

IT関連産業の採用拡大等を
背景にIT人材数は増加

試算においては、将来のIT関連市場の成長の見通しによって低位・中位・高位の3種のシナリオを設定。低位シナリオでは市場の伸び率を1%程度(民間の市場予測等に基づく将

来見込み)、高位シナリオでは市場の伸び率を3〜9%程度(企業向けアンケート結果に基づく将来見込み)、中位シナリオはその中間(2〜5%程度)と仮定した。さらに、低位・中位・

高位の各シナリオにつき、今後、労働生産性が上昇しない場合(+0.0%）と、労働生産性が毎年+0.7%、または、+2.4%上昇する場合の3種類の条件のもとで試算を実施した。

83 ビジネスパーソン：企業で働く人やビジネスを営む人の総称。 
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市場の成長が期待されるＡＩやＸＲ84、メタバース85、ＷＥＢ３．０86等の先端技術を活用したビジネス

創出や道外・海外への販路拡大支援を通じ、市内ＩＴ企業の競争力向上や市場拡大を実現します。

①　先端技術を活用した開発の支援

産学官連携による普及啓発や共同プロジェクトの創出等を通じ、市場の成長が期待される

ＡＩやＸＲ、メタバース、ＷＥＢ３．０等の先端技術分野の需要を取り込み、技術開発の促進による

ＩＴ企業の競争力向上を図ります。

②　イノベーション創出や道外・海外への販路拡大を通じたＩＴ市場の拡大

他産業との連携を通じたイノベーションの促進やＩＴ企業の道外・海外への販路拡大を促す

ことにより、ＩＴ市場の拡大を図ります。

③　市内企業におけるデジタル化の促進

デジタル化の普及啓発やデジタル化を推進する人材の育成、市内企業へのアドバイザー

派遣、デジタル化に取り組む企業のフェーズに応じた経費への補助等を通じ、市内企業における

デジタル化を促し、市内ＩＴ関連企業が活躍できる場を拡大させます。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 ＩＴ企業の競争力向上と市場拡大の促進

現在のＩＴ分野における人手不足が顕著化する中、今後のＩＴ関連産業の成長と、ＩＴ技術の

市内ユーザー企業のデジタル化により、更にＩＴ人材の需要が高まることを見据え、市内で活躍

するＩＴ人材の確保と育成に取り組みます。

①　ＩＴ人材の確保・育成

若年層や女性等への普及啓発や成長支援によるＩＴ人材の確保・育成、半導体等の先端

技術分野における人材の育成を促進することに加え、市内エンジニアのコミュニティ活性化に

繋がる環境構築等を行い、市内で活躍するＩＴ人材を確保します。

②　国内外からのＩＴ人材の確保

ＩＴ人材のコミュニティの形成や道内学生等とＩＴ企業のマッチング等を通じた理系人材の

市内定着を促進するとともに、国内外からのＩＴ人材の確保を進めます。

基本施策2 ＩＴ人材の確保と育成

84 XR：VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)、SR(代替現実)など現実世界と仮想世界を融合することで、現実にはないもの

を知覚できる技術の総称。 

85 メタバース：インターネット上に構築された３次元の仮想空間のこと。英語の「超越(meta)」と「宇宙(universe)」を合わせた造語で、現

実世界とは異なるもう一つの世界を表す。 

86 WEB3.0：ブロックチェーン技術を用いた分散型インターネットの概念。
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

ＩＴイノベーション推進事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-①、②

２-①

未来の社会を創造する高度なIT人材の育成を推進

するとともに、市内企業のIT人材の確保を支援します。

ＩＴ人材確保育成事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-①、

２-①、②

中小企業ＤＸ推進事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-①、③

２-①

道内における半導体製造拠点などの集積を契機とし

て、半導体・デジタル関連企業や人材の集積促進を図る

ため、関連分野の人材育成に取り組むとともに、関連産

業の拠点形成に向けた検討を行います。

半導体関連産業
集積促進事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-①、②

２-①

成果指標

現状値指標 目標値

市内ＩＴ産業の売上高（億円）
４，６２３

(２０２２年度)

５，３００

(２０２７年度)

市内ＩＴ産業の競争力向上、市場拡大を実現するため、

ＡＩ、ＸＲなど成長分野をはじめとする新たなビジネス展

開を支援するとともに、地場産業との協業によるイノ

ベーションを促進します。

市内中小企業におけるDXを推進するため、DXの普及

促進、DX推進人材の育成から、伴走型相談支援、市内

IT企業との協業機会創出、デジタル化・DX促進に向け

た補助制度等の各種支援を一気通貫で実施します。

関連するSDGs



91

第
１
編

施
策

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

資料：令和４年度下期札幌市企業経営動向調査(札幌市)

資料：デザイン経営宣言（経済産業省）

「デザイン経営」の効果

全業種（N=1,042）

イ　クリエイティブ分野

札幌市では、人材や企業の集積という背景から、クリエイティブ分野ではゲーム産業やデザ

イン産業に強みを持っていますが、中でも、市内ゲーム産業においては、人材獲得競争の激化と

いった課題を抱えています。全国的にゲームプログラマーやＣＧデザイナーなどの人材需要が

高まっており、地方での人材確保を目的に首都圏から札幌進出するゲーム開発企業も増えて

いますが、進出企業や既存企業からは「業務拡充のため人材を必要としているが、十分な人数

を採用できていない」との声が聞かれます。既存企業の開発力向上と更なる企業集積に繋げて

いくため、札幌の人材供給力を高めていく必要があります。

また、市内デザイン産業においては、クライアントワーク87であるデザイン産業の成長のため

には、経営者がデザインをコストではなく投資であるという認識を持つことが必要です。デザイン

産業の従事者からも、そのような意識を持つ人材は多くないという声が聞かれることから、企業

に向けたデザイン経営の啓発や企業を支えるデザイン人材とのマッチングなどの施策を講じる

ほか、デザイン産業を支えるクリエイターに対してもデザインをビジネスに変える相談や実践の

場を設けるなど、市内産業とデザイン産業の同時成長を図る必要があります。

こうした課題への対応を通じて、ゲーム産業やデザイン産業を含むクリエイティブ分野の更

なる活性化が求められます。

分野における現状と課題

経営改善を図るための取組内容

「デザイン経営」の効果=

ブランド力向上+イノベーション力向上

=企業競争力の向上

「デザイン経営」は、ブランドとイノベーションを通じて、

企業の産業競争力の向上に寄与する。

新製品・サービス開発や新分野進出、新市場への販路拡大

同業種・異業種の企業との連携

DX(ITを活用した生産性の向上や高付加価値化、デジタルによるビジネス変革など)

SDGsに資する企業活動

教育・研究機関との連携

クリエイティブ(デザインやコンテンツ)を活用した高付加価値化

海外展開(輸出入など海外企業との取引、外国人材活用など)

その他

特に取り組むつもりはない

無回答

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0(%)

脱炭素に資する企業活動
(省エネルギーに資する設備投資や再生可能エネルギーに関する商品の開発等)

40.9

39.4

28.7

17.0

13.7

10.7

10.6

6.1

4.0

18.7

3.2

ブランド構築に資するデザイン
Design for Branding

イノベーションに資するデザイン
Design for Innovation

87 クライアントワーク：顧客から依頼を受けた内容に基づき、一定期間内でサービスを提供して対価を得る仕事のこと。 
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

コンテンツ産業分野の活性化のため、市内企業の開発

支援や人材育成に取り組みます。

コンテンツ産業振興事業
【経)産業振興部】

基本施策

１-①、②

市内企業のブランド力向上・市内デザイン産業の活性

化のため、デザイン経営の導入支援を行います。

デザイン産業振興事業
【経)産業振興部】

基本施策

２-①、②

コンテンツ産業の活性化を図るため、市内企業のコンテンツ開発支援及び人材育成に取り

組みます。

①　コンテンツ分野に係る開発支援

オリジナルコンテンツ開発等のための費用の補助を行い、市内企業の事業拡大を支援します。

②　コンテンツ市場を支える人材育成

若年層からのコンテンツ制作体験や学生が職種に対する理解を深める機会を提供する

ことにより、将来を担う人材を育成します。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 コンテンツ分野における開発支援と人材育成

デザイン経営企業を増やし、デザインへの投資を引き出すことで、企業とデザイン産業の同時

成長を促します。

①　デザイン経営の普及啓発

市内企業のブランド力向上を推進するため、市内の幅広い業種の企業を対象にデザイン

経営の基礎や好事例を伝える講座を実施します。

②　デザイン経営の実践支援

市内企業のデザイン経営の実践を後押しするため、デザイン経営を導入するための経費

や市内企業が必要とするデザイン人材とのマッチングを行います。

基本施策2 デザイン経営の導入促進
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成果指標

現状値指標 目標値

市内クリエイティブ関連企業の売上高

（億円）

６，０７３

(２０２１年度)

６，５９３

(２０２７年度)

関連するSDGs
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資料：令和４年版厚生労働白書(厚生労働省)

北海道大学の北キャンパスエリア(写真提供/北海道大学)

ウ　健康福祉・医療分野

札幌市では、大学・研究機関が多く集積する強みを生かし、「再生医療」、「がんや感染症の

治療」等の領域でバイオテクノロジーを生かした健康医療分野において、多くの優れた研究が

進められていますが、研究開発から事業化まで多くの時間と費用を要する中、経営資源が

限られる環境下において、ビジネス展開まで到達できないものも多い現状にあります。

また、高齢化に伴う医療・介護需要は今後も拡大していくことが見込まれる中、既に他地域

よりも高齢人口の割合が高い札幌市において、市民の健康寿命の延伸といった観点からも、

健康予防等の新たな商品やサービスが求められます。加えて、人手不足等の課題を抱える

福祉・医療現場の生産性を向上させていくテクノロジーの開発も急務となっています。

健康福祉・医療分野を取り巻く環境としては、ＭｅＣＣＳ構想を実現するためのＭｅＣＣＳ推進

会議のような産学官連携組織や北海道大学の北キャンパスエリアのような産学官一体となった

新産業創出の拠点があるものの、規制が多く、専門性の高い分野であることから、専門人材の

ネットワークや資金調達環境が首都圏と比べて少ないことや、研究開発に欠かせないウェット

ラボ88を有する施設が市内に不足している等、更なる産業集積を図る上での課題があります。

分野における現状と課題

新薬開発の過程と期間
ひとつの新薬の開発には9〜17年、開発費用は途中で断念した費用も含めて、1000億円近くを要するとも言われている。

新
規
物
質
の
創
製

候
補
物
質
の
選
択

｟ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
｠

物
理
化
学
的
性
状
の
研
究

一
般
毒
性
研
究

薬
物
動
態
研
究

一
般
薬
理
研
究

薬
効
薬
理
研
究

特
殊
毒
性
研
究

第
一
相
｟フ
ェ
ー
ズ
I
｠試
験

第
二
相
｟フ
ェ
ー
ズ
II
｠試
験

第
三
相
｟フ
ェ
ー
ズ
III
｠試
験

承　

認　

申　

請

承　

認

販　

売

審　査臨床試験非臨床試験

2〜3年 3〜5年 3〜7年 1〜2年

9〜17年

88 ウェットラボ：物理・化学の実験を装置や薬品を用いて実際に行うための研究室。 
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89 研究シーズ：科学技術研究の種。 

90 ハンズオン支援：総合的な支援のこと。 

治療、創薬、検査領域に代表されるように事業化に多くの時間と費用を要する健康医療・バイ

オ関連分野の特性等を踏まえ、成長フェーズにあわせた支援を通じ、健康福祉・医療関連産業

の育成を進めます。

①　バイオテクノロジーを生かした研究開発の支援

若手研究者を対象とした優れた研究シーズ89の発掘や、大学と市内企業との連携支援、ＡＩや

デジタル技術の活用や画期的な医療技術など先端的な研究シーズを更に発展させる研究開発

に取り組む企業等を支援します。

②　ヘルスケアビジネスの創出支援

需要拡大が見込まれるヘルスケア産業の創出・成長を促すため、事業構築を支援する

プログラムを実施し、有望なヘルスケアビジネスの発掘、ハンズオン支援90、専門家支援等に

より、新たなヘルスケアビジネスの創出を促進します。

③　バイオベンチャーの育成支援

優れた研究シーズが ビジネス展開を図れ るよう、弁護士や弁理士、支援機関、投 資家

といった専門的知見を持つ人材の助言や企業への派遣、経営者候補となる専門人材との

マッチング等を通じ、市内関連企業等のビジネス化を支援します。

④　販路拡大による市場の開拓

国内外における創薬系やものづくり・ＩＴ系の展示会・商談会への参加機会等を提供し、

市内関連産業のビジネス機会の拡大を進めます。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 研究開発・新事業創出と市場拡大の促進

健康福祉・医療分野の成長に必要な産学官連携等のネットワーク構築や研究開発環境等の

充実、理系学生を含めた研究人材の育成を進め、新たなバイオベンチャー企業の創出により、更

なる産業集積を促進します。

①　企業や人材等のネットワークの構築

健康医療・バイオ分野特有の専門的な経営課題に対応すべく、市内関連企業と投資家と

の交流促進、医療・介護現場とものづくりやＩＴ等の企業とのマッチングを進め、健康福祉・

医療分野の企業や人材等のネットワークの拡大を図ります。

基本施策2 産業集積の促進
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

バイオ企業等
育成支援事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-①、②、

③、④

２-①

健康医療バイオ分野の産業集積に向け、医療機関と研

究者・企業の連携促進イベント、ＶＣ等とのネットワーク

構築、起業家・理系人材育成等を実施し、バイオベン

チャーの成長しやすい環境を構築します。

バイオ産業成長促進事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

２-①、②

② 研究開発環境の整備

市内で不足するウェットラボ機能を有する施設の解消を目指し、大学等と連携しながら、

バイオ関連企業の成長を促進させる新たな環境構築を目指します。

大学等の優れた研究シーズを基に成長が期待される健

康福祉・医療関連企業の研究開発、産学連携、ビジネス

機会拡大等を促進することにより、健康医療バイオ産業

を活性化し札幌の新たな基幹産業へと育成します。

成果指標

現状値指標 目標値

市内バイオ関連企業の売上高（億円） １，０４２

(２０２２年度)

１，１９０

(２０２７年度)

関連するSDGs
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3 横断的戦略の推進

札幌経済を支える中小・小規模企業への支援1
ア　経営基盤の強化と付加価値や生産性の向上

昨今の中小・小規模企業が抱える課題は社会経済情勢の変化とともに、多様化・複雑化して

いる一方、依然として資金や人材等の経営資源が限られる中で、経営状況は厳しさを増して

います。また、新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症や自然災害などの想定外

のリスクにも耐えられるようなレジリエンスの強化や他都市と比較しても低い市内企業の生産性

の向上が必要です。このような中、令和４年度下期札幌市企業経営動向調査によると、経営

改善を図るための取組として「新製品・サービス開発や新分野進出、新市場への販路拡大」や

「ＤＸ」と回答する企業が多くなっている一方、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響

から、現在は事業を継続させることが企業の優先事項となり、設備投資への意欲が下降傾向

にあります。

加えて、社会的信用や知名度の向上をもたらし、地域経済を活性化させる上場企業の数

（令和５年（２０２３年）１月時点）は、札幌証券取引所を有する札幌市において５１社と、同じく地方

証券取引所を有する名古屋市（１４８社）、福岡市（５２社）の中で最も少ない現状にあります。

また、中小・小規模企業の経営者の高齢化が進む現状において、将来にわたり、持続的な

企業活動を維持していくためには、円滑な事業承継によって企業価値を次世代に引き継ぎ、

事業活動を活性化させていくことが重要であり、札幌市では、令和４年（２０２２年）に北洋銀行、

北海道銀行、北海道信用金庫の各金融機関と「事業

承継支援に係る連携協定」を締結したところです。この

ような中、令和３年度下期札幌市企業経営動向調査

によると、市内企業の事業の後継者について「引き継

ぎたいが後継者がいない」は約１割となっているもの

の、そのうち最も難しい課題として「後継者選び(探し)」

と答えた企業が最も多くなっています。

第２次産業振興ビジョン第１編ビジョン編　施策の方向性で定めた横断的戦略を推進するた

め、以下のとおり、取組を進めていきます。

現状と課題

「事業承継支援に係る連携協定」締結式

資料：令和４年度下期札幌市企業経営動向調査(札幌市)

全業種（N=1,042）

経営改善を図るための取組内容

新製品・サービス開発や新分野進出、新市場への販路拡大

同業種・異業種の企業との連携

DX(ITを活用した生産性の向上や高付加価値化、デジタルによるビジネス変革など)

SDGsに資する企業活動

教育・研究機関との連携

脱炭素に資する企業活動(省エネルギーに資する設備投資や再生可能エネルギーに関する商品の開発等)

クリエイティブ(デザインやコンテンツ)を活用した高付加価値化

海外展開(輸出入など海外企業との取引、外国人材活用など)

その他

特に取り組むつもりはない

無回答

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0(%)

40.9

39.4

28.7

17.0

13.7

10.7

10.6

6.1

4.0

18.7

3.2
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91 ダイバーシティ経営：多様な人材を生かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することで、イノベーションを生み出し、価値創造につ

なげている経営。 

92 健康経営：従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること。

93 SDGs経営：SDGsの目標達成を目指しながら、企業経営を行っていくこと。 

94 BCP：災害などの緊急事態における企業や団体の事業継続計画（Business Continuity Planning）。

経営資源が限られた中小・小規模企業が直面する資金繰りや人材確保等の課題を乗り

越え、持続的な企業活動を実現するため、企業の経営基盤の強化を図ります。

①　経営相談体制の充実

中小企業支援センターの運営や札幌商工会議所との連携による相談窓口の整備のほか、

企業向け経営セミナーの実施により、相談体制の充実を図ります。

②　円滑な資金調達の促進

金融機関や信用保証協会と連携し、低利な融資制度の運用や信用保証料の一部補給

により、企業の運転資金や設備資金の円滑な調達を支援します。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 経営相談の充実と資金面での中小・小規模企業の下支え

経営課題の解決の取り組みにより、市内企業の競争力を向上させるとともに、社会情勢の変化

に対応可能な経営の実現を図ります。

①　経営課題の解決に取組む企業の促進

働き方改革やデジタル化、脱炭素等の新たな経営課題に対応していくため、専門家派遣や

相談窓口などによる相談体制を整えます。また、ダイバーシティ経営91や健康経営92等の視点も

含め、ＳＤＧｓ経営93に取り組む企業の見える化を行う認定制度の構築に取り組みます。

②　市内企業のレジリエンスの強化

有事の際でも中小企業が事業を継続できるよう、セミナーや相談窓口を通じ、ＢＣＰ94の

策定や事業の再構築に取り組む企業を支援します。

基本施策2 社会経済情勢から生じる経営課題への対応力の向上

市内企業が持続的に成長していくために、製品やサービス等の付加価値の向上や、デジタル化

等による生産性の向上に向けた取組を支援します。

①　新製品・サービスや新技術開発等による付加価値の向上支援

新製品や新技術開発に対する経費の支援や専門家の派遣、デザイン経営の導入促進等

により、製品やサービスの付加価値の向上を支援します。

基本施策3 市内企業の付加価値や生産性の向上の推進
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②　設備投資、デジタル等を活用した生産性の向上支援

設備投資のための資金の円滑な調達支援やデジタル化を進めるための経費の支援等

により、生産性の向上に取り組む企業を支援します。

地元企業の安定経営や雇用維持の実現を図るため、地元企業の受注機会の安定的な確保に

努めます。

基本施策4 地元企業の受注機会の安定的な確保

市内における雇用の拡大と地域経済の活性化を目指し、更なる成長を目指す市内企業を集中

的にサポートし、市内経済をけん引する企業の創出を目指します。

基本施策5 市内経済をけん引する企業の創出

地方金融機関をはじめとした関係機関との連携を図りながら、企業訪問等のプッシュ型支援

による事業承継（譲渡）希望者と事業の引継ぎ（譲受）希望者のマッチング支援や、事業承継の

きっかけづくりとなるセミナーの開催等により、事業承継を推進します。

基本施策6 円滑な事業承継の推進

事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

中小企業金融対策
資金貸付事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

１-②、

２-①

中小企業等の経営基盤の強化を図るため、札幌中小企

業支援センターでの経営相談窓口や企業向け人材確保

相談窓口、経営セミナー等を実施するほか、札幌商工会

議所等の団体に対し、事業費の補助を実施します。

中小企業経営支援事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

１-①

２-①、②

６

中小企業者の経営基盤の強化及び健全な発展と振興

を図るため、運転資金や設備資金などの事業活動に

必要な資金を供給します。

新製品開発・販路開拓
支援事業
【経)産業振興部】

基本施策

２-①

３-①、②

地域経済をけん引する企業を創出し、雇用の拡大と地

域経済の好循環の達成を図るため、成長が見込まれ

る市内中小企業に対し、集中的な支援を行います。

札幌未来牽引企業
創出事業
【経)産業振興部】

基本施策

５

市内中小企業等が行う、環境関連分野を含む重点分

野を中心とした新製品や新技術の企画・開発、既製品

の付加価値向上を目的とした改良、販路拡大に向け

た取組に対する支援を行います。
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現状値指標 目標値

経営改善を図るための取組を実施する

企業の割合（％）

７８．１

（２０２２年度)
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イ　商業活動の活性化と流通機能の強化

商店街は、経営者の高齢化などに伴う商店街活動を担う人材の不足といった内部的な課題

に加え、郊外の大型店との競合やインターネット販売の普及といった外部環境の変化により、

その数や組合員数がピーク時から約半数まで減少しています。

一方で、ＳＤＧｓの推進やデジタル化への対応など、新たな課題への対応も求められており、

商店街の商業機能向上はもちろんのこと、地域に根差した取組への支援のほか、持続可能な

商店街活動のための組織基盤の強化を行っていく必要があります。

また、札幌市の流通機能の要衝である大谷地流通業務団地は、今日まで北海道の経済を

支える一大拠点として重要な役割を担ってきましたが、卸売機能の中抜き化や慢性化するドラ

イバー不足等といった流通業界を取り巻く厳しい環境や、物流施設の老朽化への対応が求めら

れています。

さらに、北海道唯一の中央卸売市場である札幌市中央卸売市場は、札幌圏95などの食を支え

るとともに、北海道産食品の全国への供給、道外産食品の道内各地への中継という拠点市場

としての重要な役割を担っています。このことから、社会経済情勢の変化や、人口減少による生鮮

食料品消費の減少、流通経路の多様化等による市場外流通の拡大などの課題に対応しながら、

北海道における食の流通拠点としての持続的で安定した機能の確保が求められています。

現状と課題

95 札幌圏：ここでいう札幌圏とは、札幌圏都市計画区域（札幌市、江別市、北広島市、石狩市、小樽市）を指す。 

大谷地流通業務団地航空写真（２０１２年撮影） 札幌市中央卸売市場

資料：札幌市

市内商店街数及び組合員数の推移

商店街 組合員

150

130

110

90

70

50

商店街数

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

組合員数

2021201920172015201320112009200720052003200119991997199519881970
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6,856

3,539
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商業者が集積する商店街等の振興を通じ、道内最大の消費地である札幌の商業活動の活性化を

図ります。

①　地域コミュニティの担い手である商店街の振興

地域コミュニティの担い手である商店街による地域のにぎわいづくりや地域課題の解決へ

の取組を支援します。

②　商業地の魅力向上と商店街の組織基盤の強化

商店街の販促活動や集客力向上のための取組を支援するとともに、若手商店主の加入を

促すことなどにより、商店街の組織基盤を強化することで、持続的な発展を図ります。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 商業活動の活性化

北海道の流通拠点としての重要な役割を持続的に発展させていくために、社会経済情勢

の変化に応じながら、流通機能の強化と卸機能の活性化を図ります。

①　大谷地流通業務団地の高度化等による流通機能の強化

大谷地流通業務団地内の立地企業の施設更新に必要な土地の確保等について検討を

進めるとともに、事業効率化等への取組を支援します。

②　卸機能の活用による販路拡大

道内各地での現地メーカーと市内卸売企業の商談会の実施等を通じ、卸機能の活性化

を図ります。

③　札幌市中央卸売市場の機能強化と活性化

「第２次札幌市中央卸売市場経営活性化プロジェクト96」に沿いながら、札幌市中央卸売

市場の重要な使命である食の安定供給を果たしていくとともに、市場取引の活性化に資する

事業者支援、必要施設や設備の検討、道内産地・市場との連携に取り組み、市場経営の安定

化と機能強化を図ります。

基本施策2 流通機能の強化と卸機能の活性化

96 第２次札幌市中央卸売市場経営活性化プロジェクト：卸売市場を取り巻く環境が変化する中にあっても、市場事業の安定化と関係事業

者の活性化を図り、持続可能な市場運営を確保していくための計画。 
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

商店街が立地する地域コミュニティの活性化のため、

商店街が行う地域のにぎわい創出や、ＳＤＧｓの実現に

資する地域課題解決のための取組を支援します。

商店街地域力向上
支援事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

１-①

商店街商業機能向上
支援事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

１-②

商店街の組織基盤強化のため、専門家を派遣すること

により商店街の自主的な取組創出を支援するとともに、

若手商店主等の商店街加入促進を支援します。

商店街基盤強化事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

１-②

新展示場整備により産業交流・販路拡大の機会の増進

を促すとともに、大谷地流通業務団地を核とした流通

機能を強化します。

流通機能強化・販路拡大
支援事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

２-①、②

成果指標

関連するSDGs

現状値指標 目標値

商店街数
６７

(２０２２年度)

２１０，５３５

(２０２２年度)

維持

(２０２７年度)

３８０，５３５

(２０２７年度)

販路拡大事業に参加した企業の商談額

（累計）（千円）

商店街の集客力向上のため、商店街が実施する販売

促進活動、環境整備などの取組並びに商店街加盟店

の商店主を中心としたグループによる新商品開発など

を支援します。
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ウ　海外からの積極的な需要獲得策の推進

将来的な人口減少による市場の縮小が見込まれる中、持続的な地域経済と企業の成長の

ためには海外需要の獲得が欠かせません。しかしながら、札幌市企業経営動向調査による

と、市内企業の経営改善を図るための取組として、「海外展開」と答えた企業の割合は、新型

コロナウイルス感染症の感染拡大以前から下位となっており、市内企業の経済活動において、

海外企業との取引や外国人材の活用などを通じた海外の市場を意識した企業は少ない状況

です。令和元年度上期札幌市企業経営動向調査によると、海外展開を行う際の課題として

は、現地情報・法制度等の情報・ノウハウ不足、言語・ビジネス慣習の違い、人材、資金の不足

などが上位となっています。

また、海外からの対日直接投資は、高度な人材・技術・豊富な資金を呼び込むことにより、イノ

ベーションの創出や海外の経済活力の地方への取り込みにつながり、日本経済全体の成長力

の強化や地域経済の活性化に貢献するものであることから、国は当該投資を促進させていく

こととしています。札幌市としても、令和２年度（２０２０年度）に、国と独立行政法人日本貿易振興

機構（ジェトロ）による「地域への対日直接投資サポートプログラム97」の支援対象自治体として

決定されており、戦略的な対日直接投資の促進に向けた環境整備を進めているところです。

また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う渡航制限によって大きな影響を受けた

外国人観光客は、消費額を踏まえると経済効果が非常に高く、感染症による行動制限が解

除された現状においては、市内経済の活性化のためにも、インバウンド消費を拡大させること

で、外貨を獲得していくことが必要です。

現状と課題

資料：令和４年度下期札幌市企業経営動向調査(札幌市)

全業種（N=1,042）

経営改善を図るための取組内容

新製品・サービス開発や新分野進出、新市場への販路拡大

同業種・異業種の企業との連携

DX(ITを活用した生産性の向上や高付加価値化、デジタルによるビジネス変革など)

SDGsに資する企業活動

教育・研究機関との連携

脱炭素に資する企業活動(省エネルギーに資する設備投資や再生可能エネルギーに関する商品の開発等)

クリエイティブ(デザインやコンテンツ)を活用した高付加価値化

海外展開(輸出入など海外企業との取引、外国人材活用など)

その他

特に取り組むつもりはない

無回答

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0(%)

40.9

39.4

28.7

17.0

13.7

10.7

10.6

6.1

4.0

18.7

3.2

資料：令和元年度上期札幌市企業経営動向調査(札幌市)

海外への事業展開にあたっての課題

現地情報・法制度等の情報・ノウハウ不足

言語・ビジネス慣習の違い

人材、資金が不足

販売先・調達先の確保

代金回収、為替変動によるリスクが不安

物流の確保・効率化

知的財産、技術・ノウハウの流出の懸念

その他

必要性を感じない

特になし

無回答

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0(%)

29.4

21.8

19.6

15.4

9.6

5.0

4.1

1.5

26.4

17.8

10.2

97 地域への対日直接投資サポートプログラム：地域の特色を生かした外国企業誘致を戦略的に進めていくため、経済産業省が実施する、

各自治体の戦略作りとこの戦略に基づく関連施策の効果的活用や具体的な誘致活動に対する支援。 
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市内企業の海外への販路拡大や進出を促進させるため、海外展開に必要な多様な支援を

行うとともに、地域経済の活性化とイノベーション創出に資する外資企業や高度外国人材の

集積を図ります。

①　海外展開の促進

市内企業における海外ビジネスの機運醸成、海外展開におけるコンサルティングやマッチン

グ支援等により、市内企業の海外展開を促進します。

また、市内企業に対し、海外展開に重要となる国際ビジネス人材の採用を支援するととも

に、活躍の場の拡大に取り組みます。

②　外資・外国企業や高度外国人材の獲得

受け入れ態勢や優遇措置の整備のほか、イノベーション・エコシステムの構築や外資企業と

市内企業の協業等を通じ、外資・外国企業の誘致に取り組みます。

また、市内、首都圏留学生向けの合同企業説明会や企業向けセミナーの実施等により、

高度外国人材を呼び込み、市内企業への定着を促進します。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 市内企業の海外展開と海外からの投資の促進

高付加価値コンテンツの充実や受入環境の整備等により、インバウンドの消費拡大を通じ

て域外から外貨の獲得を推進します。

基本施策2 外国人観光客の消費拡大
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

海外展開支援事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-①

海外投資誘致事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-①

国際ビジネス人材支援事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-②

多様な切り口による観光資源の創造に伴う、ツーリズム

等の新たなマーケットの創出と消費行動の拡大、リピー

ターの増大、関連産業の成長を図るとともに、持続可能

な観光に資する取組を進めます。

付加価値の高い
観光コンテンツ創出事業
【経)観光・ＭＩＣＥ推進部】

基本施策

２

成果指標

関連するSDGs

現状値指標 目標値

支援により海外展開又は海外から札幌市

への投資を開始・拡大した企業数（社）

０

(２０２２年度)

３０

(２０２７年度)

海外からの投資を誘致し、優れた技術やノウハウを積

極的に取り込むことでイノベーションの創出や生産性の

向上につなげるため、札幌市の魅力を海外・外資系企

業等に発信するとともに、外資企業の受け入れ体制を

整備します。

海外展開専門家のコンサルティング、海外に挑戦する企

業への補助、海外都市や経済団体と構築した提携関係

を活用した経済交流事業の実施等を通じて、市内企業

の海外展開を総合的に支援します。

市内企業の海外展開を推進するため、外国人材や国際

感覚を有する人材等の国際ビジネス人材の市内企業へ

の就職、定着を支援し、海外展開の気運を醸成します。
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資料：三幸エステート株式会社

札幌経済を発展させる新たな企業や価値の創出2
ア　企業立地の促進

札幌市はオフィス空室率が国内の主要都市と比較して低い状況が続いているところですが、

北海道新幹線の札幌延伸等の動きと連動した都心の再開発が進み、オフィスビルの大量供給

が見込まれています。

しかしながら、こうした動きについて、首都圏等には十分に伝わっていないのが現状であり、

道外からの企業進出を進めるためには、その認知度を高めるとともに札幌市の魅力を訴求する

など戦略的な誘致活動が求められます。

また、市内経済の生産性と競争力を向上させ、より強靱なものとするためには、幅広い企業や

技術、人材の集積を進めるとともに、企業の操業を支える立地環境の整備も必要です。道内に

おいては次世代半導体製造拠点の整備が進められており、こうした動きを契機に、市内への

関連産業の集積を進め、札幌経済の活性化に繋げていくことが求められます。

一方、既に札幌に立地している企業の中には、施設の増設や建て替えに対応できる土地を

見つけることが出来ず、市外に工場等を移転する事例が発生しています。令和３年札幌市企業

立地・移転動向調査によると、新増設・移転の計画を持つ企業の割合は前回調査(平成２７年

（２０１５年）)から増加しており、市外への流出を防ぐ取組が必要です。

現状と課題

主要都市のオフィス空室率
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①　本社・本社機能やＩＴ・コンテンツ・バイオ関連企業の誘致

市内に本社・本社機能を移転する場合や札幌市の産業振興の重点分野であり、高度人

材の誘致にもつながるＩＴ・コンテンツ・バイオ関連企業が拠点を開設・増設する際に、オフィス

賃料に対する補助を行うことにより誘致を推進します。

また、環境性能や業務継続性の高いビルに拠点を開設する企業には補助率を高めること

で、特に都心の脱炭素化や強靭化に取り組むビルへの入居を推進します。

②　産業の活性化に資する設備投資の促進

札幌市が強みを持つ食関連分野や健康・医療、半導体等の先端技術分野を中心とした研

究開発施設、工場、物流施設、データセンター等への設備投資に対する補助を行うほか、用地

のマッチング支援等により、産業の活性化に資する設備投資を促します。

③　首都圏における積極的なプロモーションの推進

都心の再開発と連動し、企業誘致スローガン・ロゴ「大札新」を掲げて、官民一体で取り組む

誘致プロモーションを展開します。

さらに、札幌市東京事務所の機能を活用し、首都圏でのセミナー開催をはじめとする広報

活動を行うほか、企業誘致に関する知見や首都圏企業と関係を持つ企業・人との連携を強化

するなど戦略的に企業誘致活動を行います。

①　魅力あるオフィス環境の創出

「札幌都心Ｅ！まち開発推進制度98」を活用するほか、都心における規制緩和等の取組を

通じて、企業にとって魅力あるオフィス環境の創出を促進します。

②　工業系用地確保施策の運用・検討

市内外企業の設備投資の動向や市街化区域内での未利用地の状況などを踏まえ、必要

に応じて自然環境や景観の保全を前提とした市街化調整区域の活用を含めた工業系用地の

確保施策の運用や検討を進めます。

企業にとって魅力あるオフィス環境の創出を促進するほか、工業系用地の不足などの課題

への対応を進め、立地環境の魅力向上を図ります。

基本施策2 産業集積の礎となる立地環境の魅力向上

98 札幌都心 E！まち開発推進制度：「札幌市都心における持続可能なゼロカーボン都市開発推進制度」の愛称。札幌市が策定した「都心
エネルギープラン」に基づき、札幌都心での建替や再開発等に際し、事業者と市による事前協議を行うとともに、建物の運用実績の報告

等を市に対して行う制度。

都心の再開発に伴うオフィスの大量供給等を企業誘致の絶好の機会と捉え、また、札幌が

持つ強みを最大限に生かしながら、企業の立地や設備投資を促進します。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 都心の再開発や札幌の強みを生かした企業誘致の推進
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

企業立地促進事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-①、②、

③

２-①、②

民間投資を活用した
市街地再開発事業等
推進事業
【政)事業推進担当部】

基本施策

２-①

都心エネルギープラン
推進事業
【政)都心まちづくり推進室】

基本施策

２-①

成果指標

関連するSDGs

現状値指標 目標値

企業立地件数（ＰＲ活動等により立地した

企業数）（累計）（社）

２３７

(２０２２年度)

３１２

(２０２７年度)

民間活力を活用し、土地の高度利用と都市機能の更新

を図るため、公共施設の整備や防災性の向上等、安全

で快適な都市環境の形成を進めることができる市街地

再開発事業や優良建築物等整備事業を推進します。

雇用創出や経済の活性化、産業基盤の強化を図るた

め、補助制度の活用や魅力的な都市環境のPRなど、積

極的な誘致活動を通じて企業の立地や設備投資を促

進します。

都心の脱炭素化と都市機能強化の両立を実現するた

め、エネルギーの最適利用や強靭化を推進するととも

に、社会情勢の変化に則した新たな取組や制度改善を

進めます。
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イ　創業の促進

国は社会課題を成長のエンジンへと転換し、持続的な成長を実現させる、「新しい資本主

義」の考え方を体現するものとして、令和４年（２０２２年）をスタートアップ創出元年とし、大規

模なスタートアップの創出を目指しています。しかし、 第１編で述べたとおり、スタートアップを含

めた国内の開業率は他の主要先進国よりも低い状況にあり、創業に対する機運が醸成され

ていない状況です（Ｐ５８参照）。

中小企業白書２０２２によると、起業家が考える日本で起業が少ない要因として「失敗に対

する危惧(起業に失敗すると再チャレンジが難しい等)」や「学校教育(課題を探し出す教育な

どの欠如等)」、「身近に起業家がいない(起業という道を知らない等)」ことが上位で、起業に

あたり最も影響を受けた人として「身の回りにいた起業家(友人、先輩等)」と答えた起業家が

多くなっていることから、創業を身近なものに感じる取組が求められるとともに、誰もが創業に

チャレンジしやすい環境づくりが重要です。

加えて、創業によって雇用の創出や地域経済を活性化させるためには、創業数が増えるの

みならず、創業後の企業が順調に成長していくことが必要であり、そのためには企業が各成長

段階に応じた経営課題を解決していくことが求められます。

現状と課題

資料：ベンチャー白書2021(一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター)

日本で起業が少ない要因

失敗に対する危惧
(起業に失敗すると再チャレンジが難しい等)

学校教育(勇気ある行動への低い評価、
課題を探し出す教育などの欠如等)

身近に起業家がいない
（起業と言う道を知らない等）

世間の風潮（失敗すれば白い眼、
成功しても尊敬される程度が低い等）

家庭教育（安全・安定を求める親の思い、
官庁・大企業への就職志向等）

その他

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 (%)

39.2

20.0

10.8

9.2

8.5

12.3

創業関心期・準備期・初期等、成長ステージに合わせた支援を展開し、創業を活性化させます。

①　創業に関する相談体制の充実

市内の様々な創業支援機関と連携し、事業計画作成や融資、補助金申請に係る支援、セミ

ナーやオフィスの紹介など、創業のアイデア段階から事業化や販路開拓までを総合的に支援

する相談窓口を運営するほか、スタートアップ向けの相談窓口「ＳＣＳ ｃａｆé」の拡充を図り、創

業に関する相談体制を充実します。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 創業前から成長ステージに応じた創業支援
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②　資金調達への支援

創業に係る資金の調達に係る相談や法人設立に係る費用の補助、札幌発のスタートアッ

プとして起業する際の起業準備や事業所設置に関する経費の補助等を通じ、円滑な資金

調達を支援します。

①　若年層の起業機運の醸成

小中学生向けの課題解決に重点を置いた教育プログラムや大学と連携したアントレプレ

ナーシップ99講座の実施等により、若年層における起業に対する機運を醸成し、起業家人材

を育成します。

②　女性起業家の育成・支援

女性起業家育成プログラムの中で、セミナーや交流会などの実施や、女性起業家向けの

相談窓口の設置などを通じ、女性起業家の育成を進めます。

③　外国人起業家の活躍促進

北海道と連携したスタートアップビザ制度の活用促進や外国人材が入国して起業する際

の渡航費や家賃の補助等により、札幌でスタートアップとして起業する外国人材の活躍を

促進します。

多様な人材の創業に対する関心を高めるとともに、創業に取り組む人材の育成を進めます。

基本施策2 多様な人材の創業促進

①　インキュベーション施設100の充実

創業者等を対象に、企業のニーズや課題などを踏まえた幅広い支援を展開する札幌市

産業振興センター内のＳａｐｐｏｒｏ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｖｉ ｌ ｌａｇｅ101の運営等により、市内のイン

キュベーション施設の充実を図ります。

②　コミュニティの形成

スタートアップに関する情報や人材が集まるイベントの開催等により、起業という同じ志を持つ

人材が交流できるコミュニティの形成を図ります。

創業に対する懸念や課題を解消し、誰もが創業に取り組みやすい環境づくりを構築します。

基本施策3 誰もがチャレンジできる創業環境の整備

99 アントレプレナーシップ教育：新事業の立ち上げや新商品の開発などに高い意欲を有し、リスクに対しても積極的に挑戦していく起業家

精神などを育む教育。  

100 インキュベーション施設：起業初期段階にある起業者の事業拡大や成功を支援する目的のもと、通常よりも安価な賃料で事務所スペー

スを提供したり、事業立ち上げに関する専門家によるサポートを提供したりする施設のこと。 

101 Sapporo Business Village：札幌市産業振興センター内のインキュベーション施設のこと。 
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

創業促進支援事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

１-②

２-②、③

３-①

【再掲】
中小企業経営支援事業

【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

１-①

２-①、②

スタートアップ・
エコシステム構築事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-①、②

２-①、②、③

３-①、②

成果指標

関連するSDGs

現状値指標 目標値

札幌市の特定創業支援等事業による

支援と補助金を受け、法人を設立した件数

（累計）（件）

２０３

(２０２２年度)

１，２００

(２０２７年度)

中小企業等の経営基盤の強化を図るため、札幌中小企

業支援センターでの経営相談窓口や企業向け人材確保

相談窓口、経営セミナー等を実施するほか、札幌商工会

議所等の団体に対し、事業費の補助を実施します。

創業当初に係る経費補助やインキュベーション施設入

居企業に対する支援を実施します。

将来、地域経済をけん引する世界的なスタートアップ企

業を輩出するために、札幌・北海道発のスタートアップの

母数を増やし、成長を支援します。

女性のための
コワーキングスペース事業
【市)男女共同参画推進室】

基本施策

２-②

女性向けコワーキングスペースの運営

（同フロアで運営しているここシェルジュＳＡＰＰＯＲＯと

連携してセミナーを開催）
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ウ　新たな価値を生み出すシステムの構築

これまでは企業が自ら多くのイノベーションを生み出してきましたが、社会経済情勢が大きく

変化する中で、より効果的にイノベーションを創出するための方法としてオープンイノベーション102

の重要性が高まっています。しかしながら、海外企業と比較すると、国内企業はオープンイノ

ベーションに対する取組が進んでいない現状にあります。

こうした中で、札幌市は内閣府からスタートアップ・エコシステム推進拠点都市に選定されて

おり、スタートアップ・エコシステムの形成を促進しているところです。しかしながら、スタートアップ

を数多く創出し、新たなイノベーションを生み出していく上で、首都圏などと比較しても、資金

調達や専門人材、ネットワークなど依然として多くの課題を抱えています。

新たな価値の源泉となる企業、ヒト、情報、モノが集まり、交わることでイノベーションが誘発

されることから、札幌発のイノベーションを生み出していくためには、市内に多くの交流の“場”

を用意することが必要不可欠です。

現状と課題

資料：米山、渡部、山内、真鍋、岩田「日米欧企業におけるオープン・イノベーション活動の比較研究」（学習院大学経済論集第５４巻第１号）

スタートアップ・エコシステムの取組や産学官連携による新たな価値共創の推進等により、札幌

発のイノベーション・エコシステムの形成、拡大を目指します。

①　スタートアップ・エコシステムの熟成

札幌市のスタートアップ支援の中心となるインキュベーション創出拠点の形成や「ＳＣＳ ｃａｆé」

等の相談体制の充実、官民ファンドの造成や投資家とのマッチング支援等による資金調達の

支援、イベント出展等の事業機会の支援といった多様な取組により、スタートアップ・エコシス

テムを熟成し、更なるスタートアップの創出と成長を図ります。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 イノベーション・エコシステムの形成・拡大

0.0

80.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

（％）

オープンイノベーション活動の実施率

日本企業（n=101）

47.0

欧米企業（n=121）

78.0

日本企業はオープンイノベーションに対する取り組み割合は低い。

102 オープンイノベーション：組織内部のイノベーションを促進するために、意図的かつ積極的に内部と外部の技術やアイデアなどの資源の

流出入を活用し、その結果組織内で創出したイノベーションを組織外に展開する市場機会を増やすこと。 
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103 コンソーシアム：共同事業体のこと。 

104 MeetUp：交流会のこと。 

105 Sapporo Business Hub：同業種・異業種マッチングや産学官連携、ITやクリエイティブの活用、販路拡大等、企業の付加価値の

向上を促進する機能を持つ場。 

②　オープンイノベーションの促進

産学官連携により大学や企業が持つ優れた研究シーズや技術を活用したイノベーション

の創出支援や地域課題の解決を目指すさっぽろ連携中枢都市圏の自治体とスタートアップ

による協働のほか、道内のオープンイノベーションプログラムの情報収集・整理・提供を行う

コンソーシアム103の形成等を通じ、オープンイノベーションを促進します。

①　産業交流の場の創出

クリエイティブな体験やカンファレンス、異業種等のＭｅｅｔＵｐ104等に取り組むＮｏＭａｐｓ

の開催や札幌市産業振興センター内のＳａｐｐｏｒｏ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｈｕｂ105の運営などを通じ、

多様な企業や人材が交流する機会を創出します。

②　地域課題の解決に資する新たな技術・サービスの実証実験の推進

地域・行政課題の解決に向けて、民間提案の受付や情報発信等を一元的に行う窓口を

設置し、民間のノウハウの活用や規制緩和等を取り入れた官民連携のまちづくりを推進する

とともに、新たな技術やサービスの社会実装の実現を目指し、実証フィールドの提供等を

通じて、企業の実証実験を進めます。

③　新たな展示場の整備

これまで札幌市における見本市・展示会等の催事の多くを開催してきたアクセスサッポロ

に代わる施設として、北海道・札幌の経済をリードする産業交流拠点となる新たな展示場の

整備を進めます。

大学や企業、研究機関等が連携できる産業交流の場等の構築や社会課題解決に資する

新たなテクノロジーの社会実装の促進等を通じ、イノベーションを誘発していきます。

基本施策2 イノベーションを誘発する場・仕組みの創出
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

【再掲】
スタートアップ・
エコシステム構築事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

１-①、②

２-①、②

民間提案の受付や情報提供・情報発信等を一元的に

行う窓口の設置・運営等により、地域・行政課題の解決

に資する官民連携の取組を推進します。

官民連携推進事業
【政)政策企画部】

基本施策

２－②

ＤＸ推進事業
【デ）スマートシティ推進部】

基本施策

１－②

２－②

新展示場整備により産業交流・販路拡大の機会の増進

を促すとともに、大谷地流通業務団地を核とした流通機

能を強化します。

【再掲】
流通機能強化・販路拡大
支援事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

２-③

成果指標

現状値指標 目標値

資金調達を行った道内スタートアップの数

（社）

１３

（２０２１年度）

５５

（２０２７年度）

将来、地域経済をけん引する世界的なスタートアップ企

業を輩出するために、札幌・北海道発のスタートアップの

母数を増やし、成長を支援します。

デジタルを活用できる職員の育成、専門知識を持つ外

部人材等を活用した各局区のＤＸ支援など、庁内外に

おけるＤＸ案件を迅速かつ確実に推進できる体制を構

築し、行政と地域のＤＸを推進します。

関連するSDGs
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資料：令和４年度下期札幌市企業経営動向調査（札幌市）

札幌経済を担う人材への支援3
ア　企業活動の源となる人材の確保と育成

第１編で述べたとおり（Ｐ５９参照）、企業経営においては、人材の確保は不可欠ですが、生産

年齢人口の減少が進行している状況であり、令和４年度下期札幌市企業経営動向調査に

よると、経営上の問題点として人手不足と回答した市内企業の割合は高くなっており、特に、

建設業、運輸業、情報 通信業では５割を超え、次いで、福祉・医療などを含むその他サー

ビス業、卸売業、飲食・宿泊サービス業が高くなっています。

こうした中、中小・小規模企業は、大企業と比較して採用に関するノウハウが少ないことや人事

制度等が未整備であることが多く、市内企業を対象とした１万社アンケート106では、自社の市場

の将来展望を踏まえた上での対応策として「人材の育成・確保」が最も高くなっていることから、

人手不足への対応は喫緊の課題となっています。

また、人手不足が課題となっている一方で、市内の就労意欲のある６５歳以上の就業希望率

は全国平均よりも上回っているにもかかわらず、高齢者等の多様な人材の活用を検討する企業

が少ない状況です。

多様な人材の活用は、新しいアイデアによる生産性の向上等が期待できる一方、多様化に

よるきめ細かな労務管理といった働きやすい環境づくりが求められることから、多様な働き方の

浸透が進んでいることを機に、企業の人材確保や定着に向けた職場環境の整備を推進する

ことが重要です。

加えて、札幌市が持続的な経済発展を遂げるためには、経済をけん引する分野を支え、リード

していく人材が不可欠です。専門性の高いＩＴやクリエイティブ、バイオ分野に加えて、食や観光と

いった分野においても、産業振興の観点から更なる付加価値の向上を実現していくためには、

高いスキルや知識を持つ人材が必要です。こうした人材を札幌市に集積するために、各分野の

特性に応じた人材育成・確保が求められます。

現状と課題

資料：１万社アンケート（札幌市）

106 １万社アンケート：第２次札幌市産業振興ビジョン策定に係る基礎データとするため、令和３年(2021年)12月に実施したアンケート調査。

市場の将来展望を踏まえた上での対応策経営上の問題点として人手不足と
回答した企業の割合（業種別）

人材の育成・確保

営業力強化

ITやコンテンツの活用

新製品・サービスの開発

対象市場の拡大（国内）

生産性向上

事業縮小・見直し

新分野進出

企業間連携強化（同業種）

企業間連携強化（異業種）

生産設備の強化

対象市場の拡大（海外）

特に対応していない

その他

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 （％）

42.8

27.8

14.3

14.2

12.8

12.5

12.5

12.3

9.7

4.5

3.2

1.6

17.1

1.9

建
設

業

製
造

業

卸
売

業

小
売

業

金
融
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険

・不
動

産
業
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ス
業
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輸

業

情
報

通
信

業

そ
の

他
サ

ー
ビ
ス
業

45.5

57.656.5

34.9

18.5

33.3
35.8

31.9

60.0

70.0

60.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

0.0

（％）

（N=3,039）
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資料：１万社アンケート(札幌市)

（N=3,015）

活躍の場を広げたい多様な人材（複数回答）

女性

高齢者（65歳以上）

外国人

障がい者

特に考えていない

その他

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0(%)

30.0

16.6

7.1

4.1

56.6

4.7

中小・小規模企業における人材の採用力や育成能力を強化するとともに、人手不足業界の

人材確保・育成を加速させ、中小・小規模企業の持続的な企業活動を支えます。

①　中小・小規模企業の採用力や人材育成力の強化

中小・小規模企業の採用力・人材育成力向上のためのセミナーや人事制度の整備に係る

コンサルタントの派遣等により、企業の担い手確保や育成を進めます。

②　人手不足業界における人材の確保・育成

特に、人手不足が深刻な建設、介護、保育、宿泊サービス、製造、農業等の業界において、

マッチングや職場体験の機会の提供等を通じ、職種に応じた技能や資格要件等を踏まえ

た企業が求める人材の確保・育成を支援します。

①　働き方改革の推進

テレワークや長時間労働是正などの働き方改革に係る相談機能の充実やセミナーの実施、

テレワークの普及促進等により、市内企業の働き方改革を推進します。

②　仕事と子育ての両立の実現

育児休業代替要員の雇用や育児休業取得等に関する助成金、男女が共に活躍できる

環境を整える企業を支援する「ワーク・ライフ・バランスｐｌｕｓ企業認証」の実施等により、仕事と

子育ての両立ができる環境を整備していきます。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 中小・小規模企業の採用力強化と担い手の確保・育成

誰もが働きやすい環境を目指した働き方改革の推進と仕事と子育ての両立ができる環境

の充実により、多様な人材の活躍の場を整備します。

基本施策2 多様な人材が一層活躍できる職場環境の整備
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①　重点分野の発展を支える人材の育成

札幌市の重点分野（観光、食、ＩＴ、クリエイティブ、健康福祉・医療）で活躍する人材の育成や

確保のため、各分野における若年層への職業観の涵養やセミナーの実施、コミュニティの

形成等を実施します。

②　国際ビジネス人材やスタートアップ人材の育成

市内企業の海外展開への意識改善等のセミナーの実施や多様な人材を対象とした起業

家教育の推進等により、国際的に活躍できるビジネス人材やスタートアップ人材の輩出を目指

します。

札幌経済の持続的発展に向け、経済をけん引する重点分野を支え、国際的な活躍が期待

される人材の育成を進めます。

基本施策3 北海道・札幌経済をけん引する人材の育成

事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

中小企業採用力等
強化事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

１-①

テレワークの導入への補助等によりテレワークの拡充・

定着を促進し、働き方改革を推進します。

働き方改革推進事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

２-①

男女がともに活躍できる
環境づくり応援事業
【市)男女共同参画推進室】

基本施策

２-②

市内企業の海外展開を推進するため、外国人材や国際

感覚を有する人材等の国際ビジネス人材の市内企業へ

の就職、定着を支援し、海外展開の気運を醸成します。

【再掲】
国際ビジネス人材支援事業

【経)経済戦略推進部】

基本施策

３-②

市内中小企業の採用力や人材育成力、若年層の職場定

着を強化するため、インターンシップ、合同企業説明会の

開催やコンサルタント派遣等を実施します。また、若年層

向け事業の参加者の定着状況調査を実施します。

ワーク・ライフ・バランスや女性活躍の推進に取り組む企

業の認証制度の運用と企業での取組の更なる推進、市

民・企業向けの仕事と育児の両立をテーマとした普及

啓発等を行います。
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成果指標

現状値指標 目標値

人材を確保できていると答えた企業の割合

（％）

２６．４

（２０２２年度）

３５．０

（２０２７年度）

関連するSDGs
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イ　多様な人材の活躍促進

札幌市は若年層の道外への転出超過という状況の中、北海道における新規高卒・大卒

就職者の離職率も全国平均より高くなっており、若年層の市内企業への定着率に課題がある

ことから、魅力ある雇用を創出しつつ、地元定着を促していくことが必要です。

札幌市は人口に占める女性の割合が高い一方、女性の就業率が政令指定都市比較で

低水準となっており、令和４年（２０２２年）就業構造基本調査によると、２５歳～３４歳の就業を

希望する女性が求職活動を行わない理由は「出産・育児のため」が最も多くなっています。

高齢者の就業率は政令指定都市比較で最下位となっていますが、生産年齢人口が減少

する中、人生１００年時代に就労意欲のある高齢者を就業に繋げることは貴重な札幌経済の

担い手となるとともに、高齢者の生きがいの充実につながるため、重要となっています。

また、札幌市内における外国人留学生は年々増加傾向にあり、平成２０年（２００８年）から

新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の令和元年(2019年)にかけて３倍近く増加しま

した。優秀な留学生を含めた高度外国人の活用は海外事業の開拓・拡大や、社内の多様性を

高めることに繋がり、市内企業の成長につながることから、地域経済の活性化のために留学

生の更なる活躍が期待されます。

加えて、札幌圏107における民間企業の障がい者実雇用率は年々増加傾向にあるものの、

法定雇用率達成企業の割合は５割弱となっており、障がい者の雇用の促進が求められます。

非正規雇用から正規雇用への転換は、収入の増加や仕事の満足度向上にも寄与し、就職

氷河期の求 職 者に対する就労を促 進させることで企業の人材供給にもつながりますが、

札幌市における非正規雇用者及び不本意非正規雇用者108の割合は、他の政令指定都市と

比較して高水準となっており、経済活性化のためにも改善が望まれます。

現状と課題

新規学校卒業者の３年目までの離職率

平成31年(2019年)

３月卒

高校卒業者

大学卒業者

北海道

41.6％

33.9％

全国

35.9％

31.5％

資料：統計情報（令和４年（２０２２年））（北海道労働局）

107 札幌圏：ここでいう札幌圏とは、札幌市、江別市、北広島市、石狩市（浜益区を除く）、当別町、新篠津村を指す。

108 不本意非正規雇用者：正社員として働く機会がなく、非正規雇用で働いている者。 
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資料：就業構造基本調査(令和４年(2022年))(総務省)

非正規雇用者及び不本意非正規雇用者の割合　政令指定都市比較

不本意非正規割合 非正規割合

（%）
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若い世代が札幌市で希望を抱くことができ、将来にわたって活躍できる環境づくりを進め

ます。

①　多様な職業観と課題解決や未来志向を持つ若い世代の育成

小中学生向けの課題解決型の教育プログラムや職場体験の実施、北海道大学を中心と

したアントレプレナーシップ教育の推進、若者と地元企業の交流機会の創出等により、若い

世代の多様な職業観を醸成し、未来に札幌経済で活躍が期待される人材を育成します。

②　若年層の地元での活躍促進

奨学金返 還の支援や首都圏を中心としたＵ Ｉ Ｊターンの推 進等により、若年層に対して

地元企業への就職や定着を支援します。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 将来を担う若い世代の活躍促進

様々な年齢や性別、国籍、特徴を持つ多様な人が、各々働きがいをもって、活躍できる環境

づくりを進めていきます。

①　女性の活躍促進

子育て女性や結婚・出産後も働き続けることを希望する女性へのライフステージに応じた

相談体制の充実や起業家などとしての人材育成のほか、職場などにおけるジェンダーギャップ

の解消を進めること等によって、より多様な女性の活躍を促します。

基本施策2 女性や高齢者等の活躍促進
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②　高齢者の活躍促進

就労意欲のある高齢者に対して、高齢者再就職支援セミナーや職業体験機会を提供する

とともに、高齢者雇用に積極的な企業の開拓を進め、高齢者の就業ニーズに応じた就労支援

を展開します。

③　留学生の活躍促進

国際ビジネス人材を求める企業と外国人留学生とのマッチングや外国人の受入体制の整備

を推進し、留学生の就職・定着を支援します。

④　障がい者の就労促進

関係機関と連携した障がい者雇用に係る相談体制の整備や障がい者雇用の普及啓発

に取り組み、障がい者雇用を推進します。

安定した雇用の確保や札幌経済の更なる成長を担う人材を創出するため、学びなおし等

を通じ、新たな就職やスキルアップを促します。

①　非正規雇用、就職氷河期世代の就労促進

不本意非正規雇用者や就職氷河期世代に対して多様な職業観を涵養するとともに、就職

後のミスマッチを防止することで就労者の安定した雇用を支援します。

②　学びなおしの促進

デジタル化等の機運にあわせたリスキリング109等の人材戦略に取り組む市内中小企業へ

の支援や社会人向けの起業プログラムの実施等により、学びなおしを促進します。

基本施策3 新たな職やスキル獲得へのチャレンジの推進

109 リスキリング：新しい職業に就くために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを

獲得すること。 
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

中学校における進路探究学習（キャリア教育）を推進す

るため、民間企業等と連携し、様々な職業体験や出前

講座等を実施します。

進路探究学習
（キャリア教育）推進事業
【教)学校教育部】

基本施策

１-①

奨学金返還支援事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

１-②

女性向け就労支援窓口「ここシェルジュ SAPPORO」

において、不安や悩みがあり就職活動に踏み切れない

子育て中の女性や結婚・出産後も働き続けることを希

望する女性に対し、個別相談、職場体験、セミナー等の

各種サービスを提供するとともに、在宅ワークに係る支

援を強化します。

女性の多様な働き方
支援窓口運営事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

２-①

高齢者の就業を促進し、地域社会の活性化や生きがい

の充実、企業の人手不足解消を支援するため、札幌市シ

ルバー人材センターに補助金を交付します。

札幌市シルバー人材
センター運営補助事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

２-②

障がい者雇用を推進するため、関係機関と連携し、障

がい者や企業等からの就労に係る相談に応じるととも

に、障がい者、福祉サービス事業所及び民間企業を対

象としたセミナーや各種講座等を実施します。

障がい者就労支援
推進事業
【保)障がい保健福祉部】

基本施策

２-④

新卒未就職者、おおむね５０歳以下の求職者及び非正

規社員等を対象に、座学研修と研修給付金のある職場

実習を通じて、さっぽろ圏内企業への正社員として又は

正社員への転換の可能性のある就職を支援します。

ワークトライアル事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

３-①

学生時代に貸与型奨学金を利用した方が、札幌市が

認定する企業等へ就職し、さっぽろ圏内に居住した場

合、就職後２～４年目に、年間最大１８万円を３年間（最

大５４万円）支援します。
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成果指標

現状値指標 目標値

仕事にやりがいと充実感を持っている

人の割合（％）

３６．０

（２０２２年度）

４２．８

（２０２０年度）

５０．０

（２０２７年度）

４６．０

（２０２５年度）女性の就業率（％）

２０．４

（２０２０年度）

２３．０

（２０２５年度）高齢者の就業率（％）

関連するSDGs
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ウ　道外・海外からの人材の呼び込み

札幌市における若年層の道外への転出超過といった状況を改善するためには、東京圏へ

の一極集中の是正の動きが加速してきたことを契機に、道外から札幌経済の担い手を確保

することが求められます。

このような中、全国の大学生、大学院生がＵターンを含む地元での就職を希望する割合は

年々減少傾向にあり、都市圏の大手企業などへの就職意向が高まっていましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大以降は柔軟な就職活動や働き方の普及・推進により、地元就

職の意向は高まりをみせています。市民の街に対する愛着度が高い札幌市においては、こうし

た機運を逃さず、魅力ある地元企業への就職を促していくことが重要です。

また、札幌経済が発展していくためには、経済をけん引する分野を中心として、新たな価値

を生み出すイノベーションの創出やデジタル化の推進等を通じた企業の生産性の向上が必要

ですが、その実現のためには高い専門性を持つ人材が必要です。このため、こうした優れた技

術やノウハウを持つ高度な人材を育成していくことは勿論のこと、国内のみならず海外から呼

び込んでいくことが求められます。

現状と課題

資料：２０２４年卒大学生Ｕターン・地元就職に関する調査（株式会社マイナビ）

全国の大学生、大学院生が地元(Ｕターン含む)就職を希望する割合

ＵＩＪターンにより地元企業への就職を希望する求職者と採用を希望する企業の相談体制

の整備や産学官の連携によるマッチング支援により、道外からのＵＩＪターンを促進します。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 積極的なＵＩＪターンの促進

ＩＴ・コンテンツ・バイオをはじめとする企業の誘致や姉妹都市間の交流等を通じた人的・経済交

流により、道外・海外から、北海道・札幌経済をけん引する人材の積極的な呼び込みを行います。

基本施策2 北海道・札幌経済をけん引する人材の獲得

「希望する（していた）」+「どちらかというと希望する（していた）」の割合

大学（大学院）に進学した際 調査時点 有効求人倍率

80.0

60.0

40.0

20.0

0.0

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

（％）

67.5

60.4

2013年卒
（2012年）

69.8

61.9

2014年卒
（2013年）

66.3
63.4

2015年卒
（2014年）

63.8
61.9

2016年卒
（2015年）

65.0
60.1

2017年卒
（2016年）

61.3

56.4

2018年卒
（2017年）

2019年卒
（2018年）

2020年卒
（2019年）

54.9
51.9

2021年卒
（2020年）

57.8

50.9

2022年卒
（2021年）

62.6

54.3

2023年卒
（2022年）

62.6

57.6

2024年卒
（2023年）

59.5
56.2

59.2
56.0

0.69
0.8

0.96
1.05

1.19

1.36
1.5 1.51

1.12 1.12

1.28
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

ＵＩＪターン就職移住
支援事業
【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

１

【再掲】
国際ビジネス人材支援事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

２

【再掲】
ＩＴ人材確保育成事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

２

将来、地域経済をけん引する世界的なスタートアップ企

業を輩出するために、札幌・北海道発のスタートアップの

母数を増やし、成長を支援します。

【再掲】
スタートアップ・
エコシステム構築事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

２

成果指標

関連するSDGs

現状値指標 目標値

２０代若年層の道外への転出超過数

（人）※外国人除く

２，１３５

（２０２２年）

１，５００

（２０２７年）

国際ビジネス人材と企業のマッチングによる

内定者数（累計）（人）

２

（２０２２年度）

２０

（２０２７年度）

市内企業の海外展開を推進するため、外国人材や国

際感覚を有する人材等の国際ビジネス人材の市内企

業への就職、定着を支援し、海外展開の気運を醸成し

ます。

ＵＩＪターン希望者と求人登録企業のマッチングを図る常

設の拠点における職業紹介や移住支援金の受付を

通じ、ＵＩＪターン希望者の精神的・経済的不安を軽減

するとともに、大学への更なる連携を図り、札幌市への

ＵＩＪターンを支援します。

未来の社会を創造する高度なIT人材の育成を推進する

とともに、市内企業のIT人材の確保を支援します。
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（注） 労働需要の増減と、各産業・職種の付加価値の増減は連動しない点に留意。

（出所）労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計-労働力需給モデル（2018年度版）」、 「職務構造に関する研究Ⅱ」（2015年）、 

World Economic Forum “The future of jobs report 2020”, Hasan Bakhshi et al., “The future of skills: 

Employment in 2030”、内閣府 「産業界と教育機関の人材の質的・量的需給マッチング状況調査」（2019年）、文部科学省 科学技

術・学術政策研究所「第11回科学技術予測調査ST Foresight 2019」等を基に経済産業省が推計。 

経済産業省は、令和１２年（２０３０年）、令和３２年（２０５０年）の産業構造の転換を見据え

た、今後の人材政策について検討するため、未来を支える人材を育成・確保するための大き

な方向性と、今後取り組むべき具体策を示すものとして、令和４年（２０２２年）に「未来人材ビ

ジョン」を公表しました。

未来人材ビジョンでは、デジタル化と脱炭素が進展し、高い成長率が実現できた場合に

おいて、産業構造の変革に伴う大きな労働需要の変化が起こりうるとの推計がなされ、「旧

来の日本型雇用システムからの転換」と「好きなことに夢中になれる教育への転換」が必要

なものと提言がなされています。

札幌市において、市内企業が直面する人手不足といった課題への対応はもちろんです

が、持続的な経済発展を遂げるためには、中長期的な視点で技術革新や社会経済情勢、

産業構造の変化を踏まえながら、デジタル化の促進と労働需要に対応する人材を育成・確

保していくことが重要となります。

TOPIC 未来人材ビジョン

主な「産業」ごとの、必要となる労働者数の相対的変化（高成長シナリオ）

（％）

32.0

21.0 20.0

10.0
7.0

3.0

-13.0 -15.0

-28.0 -30.0

-43.0

-50.0

医
療
・福
祉

教
育
・学
習
支
援

製
造
業

運
輸
業

情
報
通
信
業

金
融
保
険
・不
動
産
業

飲
食
店
・宿
泊
業

卸
売
・小
売
業
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活
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連
サ
ー
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ス

｟洗
濯
・理
容
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容
・

　

浴
場
業
等
｠

公
務
・複
合
サ
ー
ビ
ス

鉱
業
・建
設
業

農
林
水
産
業

全労働者数に占める各産業の割合の変化率（2020年→2050年）
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持続可能な札幌経済の構築4
ア　札幌経済におけるデジタル化の促進

札幌市では、これまで「札幌市ＩＣＴ活用戦略110」を策定し、デジタル化を発展させるとともに、

ＩＣＴやデータの活用により価値を創造・向上し、産業振興や暮らしの利便性向上を図る取組を

進めてきました。加えて、人口減少社会において、誰もが安心して利便性を実感し、真に市民

生活の質の向上につながるデジタル改革を地域社会全体で計画的に進めるために、令和３年

度（２０２１年度）に「札幌ＤＸ推進方針111」を策定したところですが、札幌市が目指す市民生活の

質の向上につながるデジタル社会の実現に向けては、行政のデジタル化のみならず、地域のデジ

タル改革が不可欠です。

企業においても、デジタル化が進むことにより、業務効率化による生産性の向上や働き方

改革の実践が見込まれるほか、新たなサービスの創出や市場の開拓等、大きな効果が期待さ

れます。特に、人口減少により人手不足や市場の縮小等の地域課題を抱える札幌市において、

将来にわたり持続的な経済活動を進めていく上では、デジタル化への対応は欠かせません。

一方、市内企業の実態は、１万社アンケートによると、デジタル化への取組に積極的な意向を

示している企業は一定数いるものの、デジタル化を進める上での課題として「機器等の導入

コストが高い」や「社内にデジタル化に強い専門人材がいない」といった回答が上位となっている

現状があります。

現状と課題

110 札幌市ICT活用戦略：札幌市が抱える課題を解決するためにICTを活用することで、目指すべき都市像及び未来のさっぽろの姿の

実現を図るための指針。 

111 札幌DX推進方針：新たな課題やニーズに対応するため、札幌市ICT活用戦略を補強し、札幌市の総合計画や個別計画に反映させ

るべきデジタル改革推進の考え方や方向性を定めるもの。 

資料：札幌ＤＸ推進方針（札幌市）

市民生活の質の向上

・誰もが持続可能で利便性の高い
  官民のサービスを受けられる街

・これまで以上に、 快適・安全・
  安心・幸福を感じられる街

・企業競争力を高め、地域課題の
  解決に向けチャレンジできる街

●  札幌圏デジタルインフラ構想の推進
●  中小企業のデジタル・トランス
　 フォーメーション支援
●  中小企業の生産性向上支援、
　 テレワークの定着による働き方改革
●  デジタル人材の確保・育成
●  スタートアップとの協働による行政の
　 オープンイノベーションの推進

●  スマートシティ関連事業の推進

・健康、医療、介護分野

・教育、研究分野 ・防災・減災分野

・モビリティ分野　・インフラ分野

・環境、エネルギー分野
●  データ利活用の推進
●  ベース・レジストリの整備

地域のデジタル改革

視点③ スマートシティの実現

視点④ 地域産業のデジタル化

デジタル社会の形成

●  デジタル・ワークスタイル推進のための

　働き方改革

●  デジタル・ワークスタイル推進のための

　情報通信機器の整備等

●  庁内ネットワークの再構築

行政のデジタル改革

視点① 市民起点の行政サービスの提供

●  行政手続のオンライン化推進

●  マイナンバーカードの普及・利活用促進

●  自治体システムの標準化・共通化

視点② 飛躍的な業務の変革

【併せて取り組むべきこと】

●  アクセシビリティの確保　●  サイバーセキュリティの強化　●  デジタルデバイド対策　●  個人情報の保護
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112 都市OS：Operating System（オペレーティングシステム）の略。交通、エネルギー、物流、医療、金融、教育などの都市が抱える

膨大なデータを１か所に集積・分析する基盤。 

資料：１万社アンケート（札幌市）

デジタル化を進める上での課題（回答割合10％以上の項目のみ）

課題先進地域である北海道・札幌市が抱える課題をＩＣＴやデータの活用によって解決する

とともに、競争力の向上による経済発展を両立させ、持続可能な地域の実現を目指します。

①　スマートシティの実現に向けた取組の推進

健康・医療・介護分野、教育・研究分野、防災・減災分野、モビリティ分野、インフラ分野、

環境・エネルギー分野など、各分野におけるスマートシティの実現に向けた取組を進めます。

②　データ利活用の促進

官民データ流通促進基盤による民間データの活用促進や都市ＯＳ112の整備等により、

先端的サービスの実装に繋がる官民によるデータ利活用を加速させます。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 スマートシティの実現

多様化・複雑化する経営課題を抱える市内企業の生産性を向上させるため、デジタル化に

係るソフト面の支援のほか、デジタル基盤の整備といったハード面の取組を進めます。

①　市内企業におけるデジタル化の促進

産学官連携によるデジタル化の普及啓発や人材育成、企業へのアドバイザー派遣、デジタル

化に取り組む企業のフェーズに応じた経費への補助等を通じ、市内企業のデジタル化を

促します。

基本施策2 地域産業のデジタル化

（N=2,899）

機器等の導入コストが高い

メリット・費用対効果がない、明らかでない

社内にデジタル化に強い専門人材がいない

デジタル化に適する業務がない

他業務が優先で取り組む余裕がない

どのような機器・システムを使えば良いかわからない

特に課題はない

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0(%)

42.5

25.3

25.1

22.8

14.5

13.8

16.5
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113 ユーザーインターフェース統合：今後増加する新たなサービスをスマートシティアプリに集約することで、利用者との接点(ユーザーイン

ターフェース)を統合し、利用者の利便性を向上させるとともに、各サービスの集客コストを低減させる取組。

②　デジタルインフラの充実

国が進めるデジタル田園都市国家構想の実現のためのインフラ整備を踏まえながら、札幌

圏域におけるデータセンター等のデジタルインフラ集積に向けた広域連携によるデジタル基盤

の整備を進めます。

事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

スマートシティ推進事業
【デ)スマートシティ推進部】

基本施策

１-①

観光客二次交通対策
推進事業
【経)観光・ＭＩＣＥ推進部】

基本施策

１-①

札幌市ＩＣＴ活用戦略
推進事業
【デ)スマートシティ推進部】

基本施策

１-②

市内中小企業におけるDXを推進するため、DXの普及

促進、DX推進人材の育成から、伴走型相談支援、市内

IT企業との協業機会創出、デジタル化・DX促進に向け

た補助制度等の各種支援を一気通貫で実施します。

【再掲】
中小企業ＤＸ推進事業

【経)経済戦略推進部】

基本施策

２-①

成果指標

関連するSDGs

現状値指標 目標値

ＤＸに取り組む市内企業の割合（％）
２８．７

（２０２２年度）

４０．０

（２０２７年度）

観光客の満足度が低い「市内の移動のしやすさ」の改善

のため、市内の周遊に当たり観光客が感じる不便さなど

について調査し、課題解決に向けた取組を検討します。

「官民データ流通促進基盤(さっぽろ圏データ取引

市場)」による官民データの流通促進と、スマートシティ

アプリによるユーザーインターフェース統合113により、市

民が使いやすい先端的サービスの実装を促し、スマート

シティを推進します。

札幌市ＩＣＴ活用プラットフォームを中心として、データ

の収集・活用により、ＩＣＴを活用したまちづくりを進め

るとともに、「官民データ流通促進基盤（さっぽろ圏

データ取引市場）」を活用し、データ流通及びサービス

実装を促進します。
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イ　ゼロカーボンと経済活動の両立

札幌市では、「札幌市気候変動対策行動計画」において、ゼロカーボン都市の実現に向け、

市内の温室効果ガス排出量を令和１２年（２０３０年）までに平成２８年（２０１６年）比で５５％

削減させるという高い目標を掲げ、徹底した省エネルギー対策と再生可能エネルギーの導入

拡大などに取り組んでいます。また、令和４年（２０２２年）には脱炭素先行地域に選定された

ことにより、脱炭素化と地域課題の同時解決に向け、脱炭素先行地域における令和１２年度

（２０３０年度）までの民生部門（家庭部門及び業務その他部門）の電力消費に伴うＣＯ₂排出

実質ゼロの実現を目指す取組を行うこととしています。

昨今の国際社会情勢の変化によってエネルギー転換の必要性が高まっていることから、こう

した取組を推進していくことは、温室効果ガス排出量の削減はもちろんのこと、中長期的な

エネルギー価格や供給量の安定化による企業の経営基盤の強化等といった側面を有します。

また、第１編で述べたとおり（Ｐ４３参照）、「ＧＸ実現に向けた基本方針」では、脱炭素分野に

おいて今後１０年間で１５０兆円超の官民投資を実現することとしており、北海道・札幌では、Ｇ７

札幌気候・エネルギー・環境大臣会合を機に、「脱炭素社会の未来を拓く北海道・札幌宣言」を

行い、世界的な環境金融の資金の呼び込みに積極的に取り組む決意を表明したところです。

一方で、１万社アンケートによると、市内企業がゼロカーボン(カーボンニュートラル)に取り組む

上での課題として「専門知識やノウハウが不足している」や「取り組むためのコストが高い」が

上位回答となっている現状にあります。

日本は、多くの資源を海外に依存せざるを得ず、エネルギー需給構造上の脆弱さが課題と

なっていることから、国は「グリーン成長戦略」において、この課題を解決するため、イノベーション

を通じた技術開発を促進し、経済と環境の好循環をビジネス主導によって実現することで、

エネルギーの安定供給のほか、新たな価値の創出や企業の競争力の向上を目指しています。

こうした動きによって、環境関連産業の市場規模も今後拡大していくことが見込まれています。

現状と課題

資料：１万社アンケート（札幌市）

ゼロカーボン（カーボンニュートラル）に取り組む上での課題

（N=3,012）

0.0 50.040.030.020.010.0 (%)

38.0

33.4

21.0

19.9

16.6

13.6

11.3

7.1

3.1

21.4

2.3

どのレベルまで対応が必要か分からない

専門知識やノウハウが不足している

取り組むためのコストが高い

コストに見合う効果が見込めない

優先順位が低い

取組を推進する人材がいない

取り組む時間が確保できない・業務量の増加につながる

相談先が分からない

取引先や従業員の理解が得られない

特に課題はない

その他
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市内企業の省エネルギーの推進と再生可能エネルギー導入に加え、安定したライフラインの確

保にも資するエネルギーの地産地消により、市内経済におけるエネルギーの効率的な活用や産

業のレジリエンスの強化を図ります。

①　徹底した省エネルギー対策の推進と再生可能エネルギーの導入拡大

中小企業の省エネ・再エネ等の設備導入費用への融資制度の創設や都心の再開発の

機会を捉えたＺＥＢ114化や太陽光発電設備等の導入誘導、自家消費型の太陽光発電設備

等導入に関する経費の支援に加え、製造業の工場等における脱炭素化・省エネルギー対策

の取組支援等により、市内企業の省エネルギー対策と再生可能エネルギーの導入を加速

させます。

②　広域的なエネルギーの地産地消の実現

清掃工場のバイオマス発電115など市有電源の活用や再生可能エネルギーの発電所を持つ

道内各自治体との連携を通じた市内の再生可能エネルギー電力の利用促進、再生可能エネ

ルギーの導入拡大に資する蓄電池等の製造・研究開発施設等に係る設備投資への補助等

により、北海道内・札幌圏116域におけるエネルギーの地産地消の実現を目指します。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 市内経済における効率的かつ安定的なエネルギーの利用促進

これまでビジネス活動と相反していた脱炭素を成長の機会と捉え、脱炭素に資する革新的な

技術開発等を活性化させ、社会経済システムの変革を図り、ＧＸ投資の促進や企業の競争力

の向上を進めます。

①　地域の強みを生かしたＧＸ関連施策の推進

ＧＸの官民投資、それに呼応した世界中からの投資を北海道・札幌に呼び込むため、産学

官金のコンソーシアムである「Ｔｅａｍ　Ｓａｐｐｏｒｏ－Ｈｏｋｋａ ｉｄｏ」と連携し、需要と供給の

好循環を具現化するモデルプロジェクトの検討や国内外で活躍する環境金融人材の育成

等といったＧＸ関連施策を進めます。

基本施策2 ゼロカーボンと経済成長のデカップリング117

114 ZEB：Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)の略。断熱性能や省エネ性能を上げるとともに、太陽光発

電などでエネルギーを創ることにより、年間の消費エネルギー量の収支を実質ゼロにするビルのこと。 

115 バイオマス発電：動植物などから生まれた生物資源の直接燃焼やガス化などによる発電。 

116 札幌圏：ここでいう札幌圏とは、札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、南幌町を指す。 

117 デカップリング：「切り離す」、「分離」の意味。ここでは、一定の経済成長や便利さを維持しつつも、エネルギー消費を減らしていくこと

を指す。 
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②　ゼロカーボンの実現のための需要拡大や技術革新の促進

住宅における省エネルギー化の促進や太陽光発電設備、蓄電設備の普及に加え、実証

実験などによる水素エネルギーの利用促進を通じて再生可能エネルギーの利用拡大を図る

ほか、脱炭素に資する環境分野の新たな製品・サービスや環境配慮型の食品の開発等への

補助、新たなイノベーションを生み出すスタートアップの集積の促進等により、脱炭素に資する

需要拡大や技術革新を促進します。

③　ゼロカーボンに取り組む企業価値の向上

環境面を含めたＳＤＧｓに資する取組を行う企業の見える化やゼロカーボン推進に意欲的

な取組に対する市入札制度の加点等により、脱炭素に資する取組を行う企業を後押しします。

118 ZEH-M：Net Zero Energy House Mansion(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス・マンション)の略。住まいの断熱性・省エネ性

能を上げること、そして太陽光発電などでエネルギーを創ることにより、年間の消費エネルギー量の収支を実質ゼロにする共同住宅

のこと。

事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

住宅・建築物の
ゼロエネルギー化
普及推進事業
【環)環境都市推進部】

基本施策

１-①

道内自治体との連携による
再エネ電力促進事業
【環)環境都市推進部】

基本施策

１-②

水素利活用促進事業
【環)環境都市推進部】

基本施策

１-②

将来、地域経済をけん引する世界的なスタートアップ企

業を輩出するために、札幌・北海道発のスタートアップの

母数を増やし、成長を支援します。

【再掲】
スタートアップ・
エコシステム構築事業
【経)経済戦略推進部】

基本施策

２-①、②

再生可能エネルギーの発電所を抱える道内自治体と

連携し、当該自治体から再エネ電力を札幌市内需要家

に供給する仕組みを構築することで、札幌市内の電力

消費量に占める再エネ電力割合の上昇を図ります。

住宅や建築物のＣＯ₂排出量削減のため、ＺＥＢやＺＥＨ

-Ｍの118建設に必要な設計費に相当する費用の一部

を建築主等に補助し、ＺＥＢ、ＺＥＨ-Ｍを促します。

脱炭素社会実現のため、札幌市が民間事業者と協力

しながら、実証事業などを通じ水素エネルギーの利用を

促進するとともに、今後の更なる展開に向けて基金を

設置します。
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成果指標

関連するSDGs

現状値指標 目標値

市内の産業・業務部門の温室効果ガス

排出量（万ｔ－ＣＯ₂）
３９６

（２０２０年度）

１０．７

（２０２２年度）

２５０

（２０２７年度）

３５．０

（２０２７年度）
脱炭素に取組む市内企業の割合（％）
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ウ　札幌経済におけるＳＤＧｓの取組の推進

国が令和元年（２０１９年）に定めた「ＳＤＧｓ実施指針改定版」では、「それぞれの企業が

経営戦略の中にＳＤＧｓを据え、個々の事業戦略に落とし込むことで、持続的な企業成長を

図っていくことが重要である」としており、企業がＳＤＧｓ達成に貢献する機運を醸成すること

が求められます。

一方で、１万社アンケートによると、「ＳＤＧｓについてすでに対応・取組を進めている」と回答

した市内企業は１割にも達しておらず、また、「ＳＤＧｓという言葉は知っているが、内容はよく

知らない」や「ＳＤＧｓについて全く知らない」という企業の合計は３割を超えていることから、

市内企業におけるＳＤＧｓへの貢献度は高いとは言えない状況です。

また、人口減少局面となり市場規模の縮小や人手不足が進む上、社会経済情勢の不確実

性の高まりを踏まえると、各企業がＳＤＧｓ経営に取り組むだけではなく、様々な経済活動を

持続可能性の観点から捉え直していくことが、持続可能な経済を構築するために不可欠です。

現状と課題

ＳＤＧｓ経営に係るセミナーやＳＤＧｓ経営に取り組む企業に対して見える化を行う認定制度の

構築・運用を通じ、ＳＤＧｓ経営の推進を図ります。

基本施策及び関連する取組

基本施策１　 ＳＤＧｓ経営の推進

持続可能な観光を実現する観光地としての体制強化やＳＤＧｓの実現に寄与する商店街の

地域課題解決の取組への支援等により、環境、社会、経済への影響に配慮した持続可能な経済

活動を促進していきます。

基本施策2 サステナブルな経済活動の推進

資料：１万社アンケート（札幌市）

SDGsへの対応状況

SDGsの
内容は知っているが、

特に対応は検討
していない

45.5％

SDGsについて対応・取組を
進めることを検討している13.2％

SDGsについてすでに
対応・取組を進めている9.8％

SDGsについて全く知らない
（今回初めて聞いた）11.8％

SDGsという言葉は知っているが、
内容はよく知らない19.7％

（N=3,017）
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事業名
【担当部】

【関連する主な取組】

事業内容
関連する
基本施策

札幌企業ＳＤＧｓ推進事業
【経)産業振興部】

基本施策

１、２

商店街が立地する地域コミュニティの活性化のため、

商店街が行う地域のにぎわい創出や、ＳＤＧｓの実現に

資する地域課題解決のための取組を支援します。

【再掲】
商店街地域力向上
支援事業

【経)経営支援・雇用労働担当部】

基本施策

２

【再掲】
持続可能な観光推進事業
【経)観光・ＭＩＣＥ推進部】

基本施策

２

成果指標

現状値指標 目標値

ＳＤＧｓに取り組む市内企業の割合（％）
１７．０

（２０２２年度）

４０．０

（２０２７年度）

SDGsに取り組む企業を認定する仕組みを創設し、

あわせて、インセンティブを設けることで、市内企業の

SDGs達成に向けた取組を推進します。

「持続可能な観光」の推進に向けた観光関連事業者へ

の普及啓発や市民理解の促進に取り組むとともに、取

組の発信により観光地としてのブランド力を高めます。

関連するSDGs
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1 推進体制

第3章 推進体制

第２次産業振興ビジョンの推進にあたっては、札幌市関係部局が連絡調整を行いながら庁内横断

的に取り組むことはもちろんのこと、国、北海道などの関係する行政機関や企業・経済団体、大学を

含めた研究機関、金融機関、関連支援機関などが互いに連携しながら施策を進めていきます。

2 進行管理

第２次産業振興ビジョンが十分に機能していくためには、「基本施策」の実施状況と成果を定期的

に把握・点検し、ビジョン全体の成果として評価することが必要です。

その結果、進捗が十分ではない場合には、原因を分析した上で、新たな対応を講じていくなど、

計画的な進行管理を行っていく必要があることから、実施状況については、「札幌市中小企業振興

審議会119」に報告し、適切に進行管理を行います。

3 見直し

第２次産業振興ビジョンは、中・長期的な計画であり、今後、社会経済情勢の変化が生じることも

考えられ、このような場合には、柔軟にビジョンを改定することが必要です。

令和９年度（２０２７年度）を目途として、社会経済情勢の変化に応じながら第２編を中心に第２次産

業振興ビジョンの改定を予定していますが、改定にあたっては「札幌市中小企業振興審議会」におい

て、改定の内容を審議するとともに、中小企業をはじめとした市民の意見を反映させて、見直しを行って

いきます。

119 札幌市中小企業振興審議会：札幌市中小企業振興条例に基づいて設置する市長の附属機関(専門家や市民の意見を行政に反映

させるため、審査、諮問等を目的として、地方自治体の規定により、法律又は条令に基づいて設置される機関)。札幌市中小企業振

興審議会は、中小企業振興施策について調査、審議等を行う機関で、20人以内の委員で構成されている。 
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第３編　資料編
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第1章 札幌経済の実態把握に係る基礎調査結果

札幌市中小企業振興条例では、総合的な中小企業振興施策の策定にあたっては、中小企業者等

の実態を的確に把握するとともに、中小企業者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない

と定めています。

第２次産業振興ビジョンでは、市内企業の現状や中長期的な経済活動を理解した上で、施策の方

向性を検討するための基礎調査を行いました。

1 市内企業１万社を対象としたアンケート調査

調査概要1
ア　調査対象

市内に本社がある企業１０，０００社（無作為抽出）

イ　調査手法

調査票の郵送によるアンケート調査（回答手法は郵送又はＷＥＢ）

ウ　調査期間

令和３年（２０２１年）１２月３日～１２月１７日

エ　回答状況

有効回答　３，１４３社

※　端数処理の関係で、割合の合計が100％にならない場合があります。
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オ　回答企業の概要

農林水産業

建設業

食料品製造業

製造業（食料品以外）

情報通信業

運輸業、郵便業

卸売業

小売業

金融業、保険業

不動産業、物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

宿泊業

飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

教育、学習支援業

医療・福祉

その他のサービス業

その他

不明

合計

１１社

６１８社

３５社

１３５社

６２社

７９社

２１９社

３４７社

４２社

４０９社

１６４社

１６社

１４３社

１１２社

９２社

１３７社

３０５社

１６１社

５６社

３，１４３社

０．３％

１９．７％

１．１％

４．３％

２．０％

２．５％

７．０％

１１．０％

１．３％

１３．０％

５．２％

０．５％

４．５％

３．６％

２．９％

４．４％

９．７％

５．１％

１．８％

１００．０％

２．主たる業種

業種 実数 構成比

大企業

中小企業

　 　　　うち小規模事業者

不明（従業員数等未記入）

合計

３２社

３，０８８社

２，０９０社

２３社

３，１４３社

１．０％

９８．３％

６６．５％

０．７％

１００．０％

１．企業規模

企業規模 実数 構成比



141

調査結果2
ア　経営状況・市場等

・「ほぼ横ばい」が４２．４％と最も多く、これに「減収減益」が３６．６％で続いており、これら

の２項目が回答の中心となっています。

・そのほかの回答では「増収増益」を挙げる回答が１割程度（１２．２％）みられます。

・なお、平成２７年度（２０１５年度）に実施した調査結果と比較すると、「増収増益」が１０ポイント

以上減少している一方で、「減収減益」が約１０ポイント増加しているほか、「ほぼ横ばい」が

５ポイント増加しています。

問１．最近５年間の業績の推移についてご回答ください。

0.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

（％）

増収増益

12.2

24.6

増収減益

4.3
6.6

ほぼ横ばい

42.4

37.4

減収増益

4.54.6

減収減益

36.6

26.9

2015年度調査 2021年度調査
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１）売上

・売上が「減少した」が５８．４％と最も多く、次いで「変わらない」が３２．９％、「増加した」が

８．８％となっています。

・業種別にみると、売上が「減少した」の回答割合の高い業種として「宿泊業」（１００．０％）、

「飲食サービス業」（８８．０％）、「生活関連サービス業、娯楽業」（７７．５％）などが挙げられ

ます。一方で、「増加した」の回答割合の高い業種として「情報通信業」（２５．８％）、「食料品

製造業」（１７．１％）などが挙げられます。

問２．新型コロナウイルス感染拡大によって、令和元年(2019年)末以降の業績

　　 （売上及び利益）に変化はありましたか。

増加した

8.8％

変わらない

32.9％減少した

58.4％

（N=3,110）

２）利益

・利益についても、全体的な傾向は売上と同様であり、「減少した」が５９．６％と最も多く、

次いで「変わらない」が３１．７％、「増加した」が８．７％となっています。

（N=3,048）

増加した

8.7％

変わらない

31.7％減少した

59.6％
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・事業を行っていく上での課題をみると、「人手不足」が４０．０％と最も多く、次いで「売上不

振」が３８．２％、「原材料等の仕入価格高騰」が２８．７％、「粗利益率の低下」が２６．５％と

続いており、これら４項目を挙げる回答が多くみられます。

・回答割合の高い「人手不足」及び「売上不振」について業種別にみると、「人手不足」では

「医療・福祉」（６７．６％）、「建設業」（６５．４％）、「情報通信業」（６２．３％）、「運輸業、郵便

業」（６１．０％）などの回答割合が高くなっています。また、「売上不振」では「宿泊業」（８７．

５％）、「飲食サービス業」（５８．０％）、「生活関連サービス業、娯楽業」（５８．０％）などの回

答割合が高くなっています。

問３．事業を行っていく上での課題は何ですか。（複数回答）

0.0 50.040.030.020.010.0 (%)

40.0

38.2

28.7

26.5

16.5

16.4

14.7

12.6

11.8

9.3

7.4

5.7

4.9

3.4

2.2

0.8

0.5

7.2

5.5

人手不足

売上不振

原材料等の仕入価格高騰

粗利益率の低下

事業承継・後継者の問題

電気・ガス料金等、諸経費の増加

設備の不足・老朽化

資金調達

販売単価の下落

国内企業との競合激化

新たな技術やノウハウの情報不足

新製品・サービスの企画・開発の減少

規制が厳しい

敷地面積が狭い

在庫過剰

設備の過剰

海外企業との競合激化

特に課題はない

その他

（N=3,106）
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・なお、平成２７年度（２０１５年度）に実施した調査結果と比較すると、「人手不足」「売上不振」

「原材料等の仕入価格高騰」「粗利益率の低下」が回答の上位を占める傾向は同様です。

0.0 50.040.030.020.010.0 (%)

40.0

37.9

38.2

32.6

28.7

24.0

26.5

26.5

16.5

15.8

16.4

21.6

14.7

16.5

12.6

16.4

11.8

24.2

9.3

17.3

7.4

9.0

5.7

7.7

4.9

7.7

3.4

3.8

2.2

1.9

0.8

0.6

0.5

0.5

7.2

6.0

5.5

5.1

人手不足

売上不振

原材料等の仕入価格高騰

粗利益率の低下

事業承継・後継者の問題

電気・ガス料金等、諸経費の増加

設備の不足・老朽化

資金調達

販売単価の下落

国内企業との競合激化

新たな技術やノウハウの情報不足

新製品・サービスの企画・開発の減少

規制が厳しい

敷地面積が狭い

在庫過剰

設備の過剰

海外企業との競合激化

特に課題はない

その他

2015年度調査 2021年度調査

第
１
編

札
幌
経
済
の
実
態
把
握
に
係
る
基
礎
調
査
結
果

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章



145

イ　事業展開に係る方向性

・「変わらない」が４０．７％と最も多く、次いで「縮小していく」が２６．６％、「拡大していく」が

１９．７％、「わからない」が１２．９％となっています。

・業種別にみると、「拡大していく」の回答割合が高い業種として「宿泊業」（４３．８％）、「食料

品製造業」（４１．２％）、「情報通信業」（３８．７％）、「医療・福祉」（３６．８％）などが挙げられ

ます。一方で、「縮小していく」の回答割合の高い業種として「小売業」（４１．８％）、「教育、学習

支援業」（３５．２％）などが挙げられます。

・なお、平成２１年度（２００９年度）及び平成２７年度（２０１５年度）に実施した調査結果と比較

すると、「変わらない」が増加傾向にある一方で、「拡大していく」は平成27年度(2015年度)

調査にかけて増加していたものが、１０ポイント程度減少し、これまでの調査で最も少ない

回答割合となっています。また、「縮小していく」は平成27年度(2015年度)調査にかけて

１０ポイント程度減少していたものが、増加に転じています。

問４．現在取り組んでいる事業分野の市場規模について、将来展望をどのように考えていますか。

拡大していく

19.7％

変わらない

40.7％

縮小していく

26.6％

わからない

12.9％

（N=3,066）

0.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.0

（％）

拡大していく

19.7

29.0

変わらない

40.7
38.1

縮小していく

26.6

22.8

わからない

12.9

10.0

22.8

31.1
33.0

13.1

2015年度調査 2021年度調査2009年度調査
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・「人材の育成・確保」が４２．８％と最も多く、次いで「営業力強化」が２７．８％と続いており、

これら２項目が回答の中心となっています。

・一方で、「特に対応していない」（１７．１％）が２割近くみられます。

問５．問４を踏まえて、どのような対応を検討していますか。（３つまで複数回答）

0.0 50.040.030.020.010.0 (%)

42.8

27.8

14.3

14.2

12.8

12.5

12.5

12.3

9.7

4.5

3.2

1.6

17.1

1.9

人材の育成・確保

営業力強化

ITやコンテンツの活用

新製品・サービスの開発

対象市場の拡大（国内）

生産性向上

事業縮小・見直し

新分野進出

企業間連携強化（同業種）

企業間連携強化（異業種）

生産設備の強化

対象市場の拡大（海外）

特に対応していない

その他

（N=3,039）
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・「取り組む予定はない」が５３．１％と半数以上を占めています。

・一方、取組に対して前向きな意向を示している回答をみると、「将来取り組む意向はある」

が２６．１％と最も多く、次いで「行っている」が１２．２％、「現在取り組む計画がある」が

８．５％の順となっています。

・業種別にみると、「行っている」や「現在取り組む計画がある」、「将来取り組む意向はある」と

いった前向きな回答の割合が高い業種として「情報通信業」（６６．７％）、「飲食サービス業」

（６０．９％）などが挙げられます。

・なお、平成２１年度（２００９年度）及び平成２７年度（２０１５年度）に実施した調査結果と比較

すると、それほど大きな変動はみられませんが、「行っている」が微減している一方で、「将来

取り組む意向はある」が微増しています。

問６．新分野・新業務への取組を行っていますか。

行っている

12.2％ 現在取り組む計画がある

8.5％

将来取り組む
意向はある

26.1％

取り組む予定はない

53.1％

（N=3,021）

0.0

60.0

40.0

20.0

（％）

行っている

12.2
14.1

現在取り組む計画がある

8.58.5

将来取り組む意向はある

26.1
24.0

取り組む予定はない

53.153.3

15.2

7.7

22.7

54.4

2015年度調査 2021年度調査2009年度調査
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・「その他のサービス業」を挙げる回答が２３．８％と最も多く、次いで「不動産業、物品賃貸業」

が１６．４％、「飲食 サービス業」が１３．６％、「小売業」が１３．５％、「建設 業」が１３．０％と

続いています。

問７．新分野・新業務はどの分野ですか。

　　　（問６で「取り組む予定はない」以外の回答をした方対象、複数回答）

0.0 30.025.020.015.05.0 10.0 (%)

23.8

16.4

13.6

13.5

13.0

8.5

8.3

7.4

6.1

5.5

4.9

4.3

4.2

0.5

3.2

3.2

1.5

5.5

その他のサービス業

不動産業、物品賃貸業

飲食サービス業

小売業

建設業

環境・エネルギー関連

医療・福祉

学術研究、専門・技術サービス業

情報通信業

卸売業

食料品製造業

製造業（食料品以外）

農林水産業

運輸業

宿泊業

金融業、保険業

バイオ関連（創薬等）

その他

（N=1,058）
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ウ　人材確保等の状況

１）従業員数

・「変わらない」が５７．６％と最も多く、次いで「減少した」が２３．７％、「増加した」が１８．７％となり

ました。

・業種別にみると、「減少した」の回答割合が高い業種として「宿泊業」（４３．８％）、「飲食サー

ビス業」（４０．４％）、「運輸業、郵便業」（３６．８％）などが挙げられます。一方、「増加した」の

回答割合の高い業種として「教育、学習支援業」（３７．４％）、「医療・福祉」（３６．８％）、「食料

品製造業」（３４．３％）などが挙げられます。

・なお、平成２７年度（２０１５年度）に実施した調査結果と比較すると、「増加した」が１０ポイント

以上減少している一方で、「変わらない」が１０ポイント以上増加しています。

問８．最近５年間で従業員数に変化はありましたか。また、正社員と非正規社員の割合や男性と

　　  女性の割合に変化はありましたか。

（N=3,050）

増加した

18.7％

減少した

23.7％

変わらない

57.6％

0.0

60.0

40.0

20.0

（％）

増加した

18.7

30.8

減少した

23.722.5

変わらない

57.6

46.7
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２）正社員と非正規社員の割合

・「変わらない」が７４．５％と最も多く、次いで「正社員の割合が増加」が１６．０％、「非正規社員

の割合が増加」が９．５％となっています。

・企業規模別にみると、「正社員の割合が増加」との回答は大企業で４６．９％となっているの

に対して、中小企業で１５．６％、中小企業のうち小規模事業者で１１．２％にとどまっており、

大企業と中小企業で大きな差がみられます。

３）男性と女性の割合

・「変わらない」が７９．２％と最も多く、次いで「女性の割合が増加」が１２．７％、「男性の割合が

増加」が８．１％となっています。

・企業規模別にみると、「女性の割合が増加」との回答は大企業で３７．５％となっているのに対

して、中小企業で１２．３％、中小企業のうち小規模事業者で７．４％にとどまっており、大企業と

中小企業で大きな差がみられます。

（N=2,933）

正社員の
割合が増加

16.0％
非正規社員の
割合が増加

9.5％

変わらない

74.5％

（N=2,936）

男性の割合が増加

8.1％

女性の
割合が増加

12.7％

変わらない

79.2％
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・「十分確保できている」（７．６％）、「どちらかといえば確保できている」（２４．２％）の合計が３割

程度となっている一方で、「どちらかといえば確保できていない」（２７．９％）や「ほとんど確保で

きていない」（１１．０％）の合計が４割近くを占めています。

・また、「どちらかといえば確保できていない」や「ほとんど確保できていない」といった人材を十

分に確保できていないとする回答について業種別にみると、「建設業」（６０．３％）、「食料品製

造業」（５７．１％）、「運輸業、郵便業」（５６．４％）、「飲食サービス業」（５５．０％）などの回答割合

が高くなっています。

・企業規模別にみると、「新規採用の予定はない」との回答は大企業で３．１％にとどまっている

のに対して、中小企業で２９．８％、中小企業のうち小規模事業者で４０．５％となっており、特に

小規模事業者での回答割合が高くなっています。

・なお、平成27年度(2015年度)に実施した調査結果と比較すると、「十分確保できている」や

「どちらかといえば確保できている」といった回答が微減している一方で、「新規採用の予定

はない」は増加しています。

問９．最近の人材確保（採用）の状況はいかがですか。

（N=3,057）

どちらかといえば
確保できている

24.2％

どちらかといえば
確保できていない

27.9％
ほとんど確保できていない

11.0％

十分確保できている

7.6％

新規採用の
予定はない

29.4％

0.0

40.0

30.0

20.0

10.0

（％）

十分確保
できている

7.6

10.9

どちらかといえば
確保できている

24.2

28.5

どちらかといえば
確保できていない

27.928.3

ほとんど確保
できていない

11.0
9.9

新規採用の
予定はない

29.4

22.5
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・「ハローワーク」が４４．６％と最も多く、次いで「知人・友人からの紹介」が４０．９％、「就職サイト

（○○ナビ等）」及び「就職情報誌や新聞・雑誌広告」が共に２３．１％となっており、これら４項目

を挙げる回答が多くみられます。

・回答割合の高い「ハローワーク」及び「知人・友人からの紹介」について企業規模別にみると、

「ハローワーク」は企業規模が大きいほど回答割合が高く、「知人・友人からの紹介」は企業

規模が小さいほど回答割合が高くなる傾向となっています。

問１０．人材確保の手段として主要なものは何ですか。（３つまで複数回答）

0.0 60.040.020.0 (%)

44.6

40.9

23.1

23.1

13.2

11.2

6.7

3.1

0.9

8.6

ハローワーク

知人・友人からの紹介

就職サイト（○○ナビ等）

就職情報誌や新聞・雑誌広告

自社ホームページの告知

人材紹介会社の仲介

高校・大学等からの紹介

インターンシップの実施

商工会議所等支援機関からの紹介

その他

（N=2,859）
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・「給与 などの 採用条 件 のミスマッチ」（２５．２％）、「業 界 のネガティブイメージ（３Ｋ等）」

（２３．３％）、「自社の知名度不足」（１９．１％）となっており、これら３項目を挙げる回答が多く

みられます。

・一方、「特に課題はない」とする回答も４分の１程度（２５．５％）みられます。

・回答割合の多い「給与などの採用条件のミスマッチ」、「業界のネガティブイメージ（３Ｋ等）」、

「自社の知名度不足」の３項目について業種別の回答割合をみると、「給与などの採用条件の

ミスマッチ」では「宿泊業」（５３．３％）、「食料品製造業」（５２．９％）、「農林水産業」（５０．０％）

の回答割合が高く、「業界のネガティブイメージ（３Ｋ等）」では「建設業」（４２．９％）、「運輸業、

郵便業」（３９．５％）、「医療・福祉」（３５．４％）の回答割合が高く、「自社の知名度不足」では

「食料品製造業」（４１．２％）、「情報通信業」（３７．７％）、「農林水産業」（３０．０％）の回答割合

が高くなっています。

問１１．人材確保を行う上での課題は何ですか。（３つまで複数回答）

0.0 30.025.020.015.05.0 10.0 (%)

25.2

23.3

19.1

15.5

14.9

10.1

9.9

8.9

7.4

2.6

1.5

1.4

0.9

25.5

5.7

給与などの採用条件のミスマッチ

業界のネガティブイメージ（3K等）

自社の知名度不足

採用した人材の定着率の低さ

新規採用者の人件費負担

求職者の大企業志向、安定志向

就職情報誌等への掲載費用の負担

就職サイトへの掲載費用の負担

採用ノウハウの不足

採用担当者の不足

大学等の就職担当との連携不足

UIJターンを望む人材へのアプローチ

インターンシップの実施負担

特に課題はない

その他

（N=2,897）
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・「特に考えていない」が５６．６％と最も多く、半数以上を占めています。

・一方、多様な人材の活躍について考えている企業の中では、「女性」（３０．０％）を挙げる回答

が多く、次いで「高齢者（６５歳以上）」（１６．６％）、「外国人」（７．１％）の順となっています。

・企業規模別にみると、「女性」、「高齢者（６５歳以上）」、「外国人」、「障がい者」のいずれも企

業規模が大きいほど回答割合が高くなる傾向がみられる一方で、「特に考えていない」は企

業規模が小さくなるほど回答割合が高くなる傾向がみらます。

問１２．多様な人材の活躍に向けて、どのような人材の活躍の場を広げたいと考えていますか。

　　　 （複数回答）

0.0 60.040.020.0 (%)

30.0

16.6

7.1

4.1

56.6

4.7

女性

高齢者（65歳以上）

外国人

障がい者

特に考えていない

その他

（N=3,015）
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・「勤務制度・休暇制度の見直し」が４３．８％と最も多く、次いで「業務体制や業務内容の見直し」

が３２．１％となっており、これら２項目が回答の中心となっています。

・一方、「特に実施していない」（２０．０％）と回答する企業も一定程度みられます。

問１３．多様な人材の活躍に向けて、職場環境の整備として実施している取組（予定を含む）は

　　　  ありますか。（問１２で「特に考えていない」以外の回答をした方対象、３つまで複数回答）

0.0 50.040.030.020.010.0 (%)

43.8

32.1

16.7

16.4

14.7

13.1

12.0

7.3

20.0

2.7

勤務制度・休暇制度の見直し

業務体制や業務内容の見直し

組織体制の見直し

教育訓練制度や人材育成制度の導入

採用ルートの開拓

人事管理制度、評価制度の見直し

ICT活用による業務の効率化

新設備の設置、既存設備の増設

特に実施していない

その他
（N=1,009）
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・「任せることのできる業務が限られる」が３７．５％と４割近くを占めており、回答の中心と

なっています。

・一方で、「特に課題はない」（２３．８％）とする回答も４分の１程度みられます。

・最も回答が多い「任せることのできる業務が限られる」について業種別にみると、「製造業

（食料品以外）」（４８．２％）、「情報通信業」（４６．６％）、「製造業」（４４．６％）などで回答割合

が高くなっています。

問１４．多様な人材の活躍の場を広げていく上での課題は何ですか。（３つまで複数回答）

0.0 50.040.030.020.010.0 (%)

37.5

20.0

19.3

17.8

16.5

15.0

8.1

7.7

7.5

2.8

1.4

23.8

3.4

任せることのできる業務が限られている

給与など待遇面のミスマッチ

柔軟な勤務時間の設定が難しい

長い年数働けるか分からない

勤務時間・休日など勤務条件のミスマッチ

コミュニケーションの難しさ

突然の休業等への不安

残業や出張・転勤をさせづらい

職場環境整備の費用負担

他の社員、取引先の理解不足

採用方法がわからない

特に課題はない

その他
（N=2,834）
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エ　社会課題の解決に向けた取組への対応状況

・「コロナ禍以前から進めている」が２４．６％と最も多くなっているほか、「コロナ禍をきっかけに

進めている」（１２．０％）、「今後、進めていく予定」（１４．９％）となっており、前向きな回答が５割程

度を占めています。

・そのほか、「進めたいが、予算や人員がない」（１０．７％）といった回答も１割程度みられ、「関心は

あるが、進める予定はない」（１９．８％）や「関心はなく、進める予定もない」（１５．９％）といった、

積極的ではない回答は３割台半ばとなっています。

・デジタル化への取組を進めている（「コロナ禍以前から進めている」及び「コロナ禍をきっかけに

進めている」）企業の割合について業種別にみると、「情報通信業」（７７．４％）、「教育、学習支

援業」（６６．３％）、「学術研究、専門・技術サービス業」（５７．４％）、「金融業、保険業」（５２．５％）

で回答割合が高くなっています。

問１５．デジタル化への取組状況についてご回答ください。

（N=3,041）

コロナ禍以前から
進めている
24.6％

コロナ禍をきっかけに
進めている
12.0％

進めたいが
予算や人員がない

10.7％

今後進めて
いく予定
14.9％

関心はあるが
進める予定はない

19.8％

関心はなく
進める予定もない

15.9％

その他

2.1％
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・デジタル化により取り組みたいと考えている分野をみると、「業務の効率化」が７０．３％と最も

多くなっています。

問１６．デジタル化により取り組みたいと考えている分野は何ですか。（複数回答）

0.0 100.080.060.040.020.0 (%)

70.3

21.0

14.9

13.1

12.4

12.4

10.3

9.0

2.1

業務の効率化

新たな販売手法の導入

多様な働き方により優秀な人材を確保

新商品・サービスの開発

経営体質やビジネスモデルの抜本改革

商品品質の向上

特に取り組みたいことはない

その他

（N=1,981）

災害時等（新型コロナウイルス対策を含む）

における事業継続の観点

・デジタル化を進める上での課題をみると、「機器等の導入コストが高い」が４２．５％と４割以上

を占めています。

・そのほかの項目では、「メリット・費用対効果がない、明らかでない」（２５．３％）、「社内にデジタル

化に強い専門人材がいない」（２５．１％）、「デジタル化に適する業務がない」（２２．８％）を挙げる

回答が多くみられます。

問１７．デジタル化を進める上での課題は何ですか。（複数回答）

0.0 50.040.030.020.010.0 (%)

42.5

25.3

25.1

22.8

14.5

13.8

6.0

4.0

16.5

3.5

機器等の導入コストが高い

メリット・費用対効果がない、明らかでない

社内にデジタル化に強い専門人材がいない

デジタル化に適する業務がない

他業務が優先で取り組む余裕がない

相談先が分からない

特に課題はない

その他

（N=2,899）

ソフトウエアの開発・カスタマイズ等を

してくれるIT企業がいない

どのような機器・システムを

使えば良いか分からない
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・「ＳＤＧｓの内容は知っているが、特に対応は検討していない」が４５．５％と最も多く、次いで「Ｓ

ＤＧｓという言葉は知っているが、内容はよく知らない」が１９．７％と続いているなど、具体的な

対応等の検討まで至っていない企業が全体の６割を超えています。

・また、「ＳＤＧｓについて全く知らない（今回初めて聞いた）」（１１．８％）とする回答も１割程度を占

めています。

・一方、「ＳＤＧｓについてすでに対応・取組を進めている」（９．８％）や「ＳＤＧｓについて対応・取組

を進めることを検討している」（１３．２％）など、取組について前向きな意向を示している回答は

２割程度となっています。

・取組について前向きな意向を示している回答を業種別にみると、「農林水産業」（４５．５％）、

「食料品製造業」（４４．１％）、「宿泊業」（４３．８％）などの回答割合が高くなっています。

・同様に企業規模別にみると、大企業では７１．９％となっているのに対して、中小企業では２２．

５％、中小企業のうち小規模事業者では１８．６％にとどまっており、企業規模が小さくなるほど

ＳＤＧｓの取組に消極的な傾向がみられます。

問１８．ＳＤＧｓへの対応状況についてご回答ください。

（N=3,017）

SDGsの
内容は知っているが、

特に対応は
検討していない

45.5％

SDGsという
言葉は知っているが、
内容はよく知らない

19.7％

SDGsについて
対応・取組を進める
ことを検討している

13.2％

SDGsについて
全く知らない（今回初めて聞いた）

11.8％

SDGsについて
すでに対応・取組を進めている

9.8％
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・「企業の社会的責任として重要」が４２．０％と最も多く、次いで「環境規制など法令順守

の観点から重要」が３１．７％、「国や北海道、札幌市の方針への対応として重要」が３１．０％、

「ＳＤＧ ｓへ の対応として重 要」が２２．２％と続 いており、こ れら４ 項目を挙げる回答が

多くみられます。

・一方、「特に意義はない」（１９．１％）とする回答も２割程 度みられます。

問１９．「ゼロカーボン（カーボンニュートラル）」を目指す意義について、

　　　  どのように捉えていますか。（複数回答）

0.0 50.040.030.020.010.0 (%)

42.0

31.7

31.0

22.2

17.2

9.6

7.1

6.4

6.1

19.1

2.1

企業の社会的責任として重要

環境規制など法令順守の観点から重要

国や北海道、札幌市の方針への対応として重要

SDGsへの対応として重要

電気料金などのコスト削減につながるもの

ビジネスチャンスの拡大につながるもの

取引先の要請に対応するためのものとして重要

自社のブランド力・認知度の向上につながるもの

特に意義はない

その他
（N=3,047）

将来の規制への対応など

ビジネスリスクの低減につながるもの
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・「どのレベルまで対応が必要か分からない」が３８．０％と最も多く、次いで「専門知識や

ノウハウが不足している」が３３．４％、「取り組むためのコストが高い」が２１．０％と続いて

おり、これら３項目を挙げる回答が多くみられます。

・一方、「特に課題はない」（２１．４％）とする回答も２割程度みられます。

問２０．「ゼロカーボン（カーボンニュートラル）」に取り組む上での課題は何ですか。

　　　  （複数回答） 

0.0 50.040.030.020.010.0 (%)

38.0

33.4

21.0

19.9

16.6

13.6

11.3

7.1

3.1

21.4

2.3

どのレベルまで対応が必要か分からない

専門知識やノウハウが不足している

取り組むためのコストが高い

コストに見合う効果が見込めない

優先順位が低い

取組を推進する人材がいない

相談先が分からない

取引先や従業員の理解が得られない

特に課題はない

その他
（N=3,012）

取り組む時間が確保できない・

業務量の増加につながる
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・「低利融資制度」が３０．６％と最も多く、次いで「人材確保支援」が２２．３％、「増設など設備

投資支援」が１７．０％、「人材育成支援」が１２．６％、「製品・サービス開発への補助金」が

１２．１％と続いています。

・一方、「特にない」（２４．５％）とする回答も４分の１程度みられます。

問２１．事業活動を行う上で、行政に望む支援策等はありますか。（３つまで複数回答）

0.0 40.030.020.010.0 (%)

30.6

22.3

17.0

12.6

12.1

8.0

6.4

5.9

5.8

5.7

4.8

4.5

4.4

3.8

2.1

1.9

1.9

1.6

1.2

24.5

3.3

低利融資制度

人材確保支援

増設など設備投資支援

人材育成支援

製品・サービス開発への補助金

事業承継支援

省エネルギー対策への支援

多様な人材の就労支援

新分野進出支援

異業種・同業種とのマッチング支援

生産性の向上支援

事業再構築支援

経営相談支援

国内への販路拡大支援

企業情報の発信支援

産学官連携の推進

創業支援

海外への販路拡大支援

デザイン経営の導入支援

特にない

その他

（N=3,026）
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・行政に望む支援策等については、平成２７年度（２０１５年度）に実施した調査でも同様の

質問を行っており、比較可能な選択肢をみると、「低利融資制度」「人材確保支援」が上位

２項目を占める状況に変わりはありません。

0.0 40.030.020.010.0 (%)

30.6

35.1

22.3

25.9

17.0

16.0

12.6

20.4

12.1

9.9

8.0

5.8

6.4

6.2

5.8

6.3

5.7

6.7

4.8

3.6

4.4

5.2

3.8

6.1

2.1

4.0

1.6

4.1

低利融資制度

人材確保支援

増設など設備投資支援

人材育成支援

製品・サービス開発への補助金

事業承継支援

省エネルギー対策への支援

新分野進出支援

異業種・同業種とのマッチング支援

生産性の向上支援

経営相談支援

国内への販路拡大支援

企業情報の発信支援

海外への販路拡大支援

2015年度調査 2021年度調査
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問２２．行政に望む支援策の具体的な内容や、札幌市の産業をより発展・活性化させるために

　　　　必要なアイデア、事業活動を行う上で課題となっている制度・規制等について、ご自由に

　　　　回答ください。

○　世界的な観光都市の割には、これといった施設や催事が少なく、１日も巡ると終わって

しまうのはとても残念。【建設業】

　
○　コロナ回復後のインバウンド受け入れ態勢の準備とインバウンド客が満足するまち

づくりや魅力開発。【小売業】

　
○　今後はクラウド化が進むことに伴い、ネットワーク構築とセキュリティ対策が重要に

なってくることから、市内企業のセキュリティ対策は市内のＩＴ企業が対応できるよう

に、ＩＴ新技術の修得のための教育支援と育成費支援が必要。【情報通信業】

　
○　「デジタル化」に特化した無料の相談窓口の設置。ＩＴに関する勉強会などの開催。

【その他サービス業】

　
○　ＳＤＧｓ及びゼロカーボンに新しく取り組む企業への補助金又は支援金支給の拡大

と手続きの簡略化。【小売業】

　
○　消費を促す市場活性化への支援。【卸売業】

　
○　起業家を目指す人が増えるような仕組みづくり。若い人にチャンスを与えるような機会。

【不動産、物品賃貸業】

　
○　各種補助金制度などをわかりやすく公開するホームページを開設し、ＰＣやスマート

フォン等でいつでも見られる体制の整備。【建設業】

　
○　デジタル化、ＳＤＧｓ、カーボンニュートラルなどについて、社内で取り組めるような

具体策をわかりやすく教えてくれる相談窓口の整備。【建設業】

　
○　人材確保に役立つよう、きちんと取り組んで結果を出している企業への特別な称号

の付与。【建設業】

　
○　モデル企業をタイプ別に数十社ピックアップし、ロールモデルとして行政が誘導・発信し、

その輪を拡大していくような仕組みづくり。【建設業】

　
○　小中学校における職業紹介や、その知識を先生へ教育する場の構築。【建設業】

　
○　経済活性化のため、市街化調整区域の一層の緩和。【不動産、物品賃貸業】

＜主な回答内容（抜粋）＞
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2 市内企業経営者等に対するヒアリング調査結果

調査概要1
ア　調査対象

調査結果2
ア　自社・業界の課題について

市内の企業経営者や学識経験者、経済団体等約５０者

イ　調査手法

企業訪問又はｗｅｂ形式による面談

ウ　調査期間

令和３年（２０２１年）１０月～令和４年（２０２２年）１月

・新型コロナウイルス感染症収束後の人材確保

・観光客の札幌での滞在日数が短い

・サービスの付加価値が低く、観光関連業者の賃金水準が低い

　
・原材料の高騰

・商品・サービスの付加価値が低い

・工場を立地するための工業用地が少ない

　
・受託業務が主であり、従業者一人当たりの生産性が低い

・テレワークの推進によりＩＴ人材が首都圏企業に引き抜かれている

　
・デザイナーの知名度の低さや成り手不足

・企業にデザイン経営が浸透していない

・若手デザイナーの活躍の場が少ない

　
・長期間を要する研究開発から製品化までの資金調達が困難

・優秀な理系人材の受け皿となる医療系の市内企業が少ない

　
・マーケットインの発想が弱い

・商慣習の違いやコミュニケーションの問題により、海外企業と直接取引ができる

 市内企業が少ない

・卸売機能の中抜き化

　
・長時間労働・低賃金等によるドライバー不足

・燃料費の高騰

・対本州間での物流の片荷構造（北海道からの運送物を創出する企業が少ない）

　
・学生がベンチャーに触れる機会が少なく、創業に対する意欲が低い

・スタートアップの成功事例が身近に感じられない

　
・事業承継が円滑に進んでいない

・保守的な経営者が多く、イノベーションが起こりづらい

ヒアリング内容（概要）業界

観光

食

ＩＴ

クリエイティブ

健康福祉・医療

卸売・小売

流通

スタートアップ

業界全般
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イ　ポストコロナに向けた取組、今後の展望

・薄利多売から高付加価値な商品・サービスの販売への転換

・団体型観光から個人型観光への対応

　
・札幌の歴史や文化を取り入れた食の商品開発

・ハラル等への対応を通じた外国人観光客の食の選択肢の拡充

　
・デジタル需要の高まりを見据えたＩＴ人材の確保・育成

・事業継続等に向けたＡＩの活用促進

　
・デジタル化に伴うｗｅｂデザインのニーズの高まりへの対応

　
・健康志向の高まりによる機能性食品等のニーズの向上

・観光×医療、食×健康といった他分野との連携の強化

　
・人口減少を見据えたＩＴの活用による省人化への取組

ヒアリング内容（概要）業界

観光

食

ＩＴ

クリエイティブ

健康福祉・医療

卸売・小売

ウ　社会課題解決に向けた取組

【自社・業界の課題等】

・必要性は理解できるが、具体的な取組イメージがわかない

・将来的にＳＤＧｓや脱炭素に取り組むことが取引条件となり、取り組まない企業

　は市場から淘汰されると推測

・まち全体でＳＤＧｓや脱炭素を推進する必要がある

　
【自社・業界における取組】

・管理職の女性登用の促進

・消費期限が近いものを社員食堂の食材に活用

・社内のCO₂削減量の目標を定めた上でゼロカーボンに資する取組の実施

　
【自社・業界の課題等】

・デジタル化と昔ながらの商慣習や文化の両立が課題

・企業のデジタル化を推進するためには非ＩＴ企業内にＩＴに精通する人材が必要

　
【自社・業界における取組】

・ペーパーレス化や一元管理システム、遠隔操作機器の導入

ヒアリング内容（概要）項目

ＳＤＧｓ、

脱炭素

デジタル
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エ　人材の育成・確保、就労環境の整備

【自社・業界の課題等】

・年々従業員の早期離職が加速している

・人材紹介会社に払う手数料負担が大きい

　
【自社・業界における取組】

・ＵＩターン人材の前職時と同水準の待遇付与

・高品質なサービス提供のため、同業種間での勉強会の実施

　
【自社・業界における取組】

・希望者の定年延長

・従業員の奨学金の全額返済

・副業の承認、副業のための短時間勤務制度の導入

　
【自社・業界の課題等】

・コミュニケーションや受け入れ態勢の整備

ヒアリング内容（概要）項目

人材確保・
育成

就労環境の
整備

外国人材の
活用

オ　行政に望む支援策等

・ＭＩＣＥ需要を取り込むなど、観光客数の季節変動を減らす取組

・エンターテインメント需要を取り込む大規模施設の整備

・街中での大型観光バスの駐車スペースの整備

・札幌の歴史や文化に触れられる観光資源を発掘し、その魅力を市民が観光客

　に伝えられるよう理解することが重要

・従業員が真のサービスを学ぶための研修に対する支援

　
・食と観光分野は素材の良さに胡坐をかいている状況。商品・サービスの高付加

　価値化への取組に対する支援

・食と観光の連携した取組

・札幌らしい食の文化や歴史を取り入れたシンボリックなものの構築

・飲食業界のイメージアップを図る取組

　
・イノベーションに関わる事業等、未来への投資に対する手厚い支援

・リカレント教育等を通じたＩＴ人材の確保・育成

　
・一般企業とデザイナーをつなぐ場の創出

・子ども向けワークショップの開催

・一般企業向けのデザイン勉強会や、デザイナー向け経営勉強会の開催

　
・関連企業の交流の場の創出

・札幌を研究地として選んでもらえるための環境の整備

・資金調達に係る支援

・ＰＭＤＡ(医薬品医療機器総合機構)等、専門家への相談に係る費用の負担

ヒアリング内容（概要）業界、項目

観光

食

ＩＴ

クリエイティブ

健康福祉・
医療
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・道外への事業展開に係る広報活動への支援

・海外市場開拓に向けた実証実験への支援

・北海道からの運送物を創出する企業の誘致

・物流拠点を新施設に移行した際の賃料の補助

　
・札幌市はＳＤＧｓや脱炭素に取り組むまちであることの全面的な打ち出し

・市の方針を示すとともに、具体の取組が理解できるよう業種別ガイドラインの

　作成

・取組に対する補助金や優良な取組を行う企業の表彰等によるインセンティブの

　付与

・業務のどの部分をデジタル化できるのかを整理するためのＤＸ診断の実施

　
・資金調達が難しい学生起業家向けの資金繰り支援　

・学生を対象とした起業に対する機運醸成

・投資家や共同研究できる企業とのマッチングの場の創出

・スタートアップ企業の信頼向上のため、札幌市が積極的にスタートアップ支援に

　関わっていることの発信

・道内のスタートアップの成功事例の発信

・スタートアップのＩＰＯ支援

　
・ＵＩターン人材への補助の継続実施

・奨学金返済補助制度のような地元企業への就職が進むような取組

・人手不足企業と人手余剰企業とのマッチング支援

・働き方改革に取り組む企業の表彰や補助制度の構築

・人材定着に向けた取組への支援

・ＩＴに精通した副業人材の活用支援

　
・事業計画書の作成に対する支援

・生産性向上に資する設備投資に係る補助制度

・ＢＰＯ（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を行う企業の育成や誘致

・市の施策の積極的な情報発信と関連情報を入手できるツールの構築

ヒアリング内容（概要）業界、項目

流通

ＳＤＧｓ、
脱炭素、
デジタル

その他

人材確保・
育成

創業・
スタートアップ



169

第
１
編

策
定
経
過

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

第2章 策定経過

第１章のとおり、第２次産業振興ビジョンは、市内企業等の実態把握と意見を反映させるため、札幌

市中小企業振興審議会や市内企業１万社に対するアンケート調査、市内企業経営者等へのヒアリング

を踏まえながら、策定しました。

加えて、並行して策定作業が進んでいた第２次産業振興ビジョンの上位計画となる第２次まちづくり

戦略ビジョンとも綿密に連動しながら検討を行ってきました。

会　議　等年　月　日

令和３年度札幌市中小企業振興審議会

・第２次産業振興ビジョン策定方針について

経済団体との意見交換

・第２次産業振興ビジョン策定方針について

市内企業経営者や学識経験者、経済団体等へのヒアリング

（約５０者）※　結果詳細はＰ１６５～Ｐ１６８参照

市内企業１万社に対するアンケート調査

※　結果詳細はＰ１39～Ｐ１６４参照

金融機関や経済団体との意見交換

・第２次産業振興ビジョン策定方針について

令和４年度札幌市中小企業振興審議会

・第２次産業振興ビジョン骨子案について

経済団体との意見交換

・第２次産業振興ビジョン骨子案について

令和５年度札幌市中小企業振興審議会

・第２次産業振興ビジョンの素案について

札幌市議会経済観光委員会

・第２次産業振興ビジョンについて報告

パブリックコメントの実施

第２次産業振興ビジョンの公表

令和３年（２０２１年）７月３０日

令和３年（２０２１年）１０月

令和３年（２０２１年）１０月

～令和４年（２０２２年）１月

令和３年（２０２１年）１２月３日

～１２月１７日

令和４年（２０２２年）４月～９月

令和４年（２０２２年）８月２４日

令和５年（２０２３年）５月

令和５年（２０２３年）７月７日

令和５年（２０２３年）１２月11日

令和５年（２０２３年）１２月

～令和６年（２０２４年）１月

令和６年（２０２４年）３月
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札幌市中小企業振興審議会は、札幌市中小企業振興条例に基づき設置された市長の附属機関

で、中小企業の振興に関する事項について調査、審議等を行います。

■　札幌市中小企業振興審議会

所　属 備　考氏　名

石嶋　芳臣

伊藤　美枝子

入澤　拓也

小泉　詔信

小西　麻衣

田中　傳右衛門

土井　尚人

西山　隆司

根本　英希

本間　あづみ

村澤　規子

吉木　咲枝

越田　雄三

稲上　巧

水落　隆志

松浦　豊

奥谷　直子

金子　ユリ

渡邉　泰弘

磯部　政志

会長

副会長

【令和５年（２０２３年）７月時点】

北海学園大学　経済学部教授

株式会社コンフィ　代表取締役

エコモット株式会社　代表取締役

有限会社小泉　代表取締役

Ｌｏｃａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｌａｂ　代表

株式会社和光　代表取締役会長

株式会社イーベック　代表取締役

西山製麺株式会社　代表取締役社長

株式会社　Ｗｉｌｌ－Ｅ　代表取締役

社会保険労務士法人 ＭＩＫＡＴＡ　代表社員

北の旅レシピ　代表

アトリエテッラ株式会社　代表取締役

株式会社北洋銀行　地域産業支援部長

株式会社北海道銀行　地域創生部次長

札幌商工会議所　常務理事

北海道中小企業団体中央会 専務理事

札幌消費者協会　理事

経済産業省　北海道経済産業局　産業部長

北海道　経済部地域経済局長

学識経験者

中小企業者

金融機関

経済団体

消費者

労働団体

行政機関

情報産業労働組合連合会ＮＴＴ労働組合

北海道総支部執行委員

(連合北海道札幌地区連合会所属)



171

第
１
編

市
民
意
見
募
集
｟
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
｠
実
施
結
果

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

1 実施概要

第3章 市民意見募集（パブリックコメント）実施結果

2 意見概要

意見募集期間1

意見提出者年代別内訳1

意見提出方法別内訳2

令和５年(２０２３年)１２月２２日(金)から令和６年(２０２４年)１月２６日(金)まで

意見提出方法2
持参、郵送、ＦＡＸ、電子メール、札幌市公式ホームページ意見募集フォーム

資料公表場所3
・　札幌市役所本庁舎１５階　経済観光局産業振興部経済企画課

　　　　　　　　　　　　　  ２階　市政刊行物コーナー

・　各区役所総務企画課広聴係

・　各まちづくりセンター

・　札幌中小企業支援センター

合計

６人

３５件

持参

０人

０件

ホームページ

４人

３０件

電子メール

１人

４件

ＦＡＸ

１人

１件

郵送

０人

０件

合計

５人

３５件

８０代

０人

０人

７０代

０人

０人

６０代

２人

２９件

５０代

２人

３件

４０代

１人

３件

３０代

０人

０件

２０代

０人

０件

１０代

０人

０件

提出方法

人数

件数

年代

人数

件数

※　年代別と提出方法別の意見提出者数は一致していません。
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意見内訳3
意見件数項目

合計

３

０

０

０

０

０

２

０

０

０

２

１

０

０

０

０

０

１

２2

０

２2

１3

4

5

０

０

8

２

３５

第１編　

ビジョン編

第２編　

施策編

第３編　資料編

全般に関する意見

その他意見

第１章　

目的と位置づけ １　計画の目的

２　位置づけ

３　対象

４　計画期間

１　産業振興ビジョン改定版(前ビジョン)の

　  実施状況

２　札幌市の特徴

３　札幌市の産業等の現状

４　札幌市の産業を取り巻く環境の変化

１　全体像

２　産業振興の目的

３　基本理念

４　基本的な視点

５　施策展開の方向性

６　数値目標

１　リーディングプロジェクト

２　重点分野の振興施策

３　横断的戦略の推進

第２章　

札幌市の現状

第３章　

ビジョン体系

第１章　施策編の位置づけ

第３章　推進体制

第２章　施策



173

第
１
編

市
民
意
見
募
集
｟
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
｠
実
施
結
果

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
2
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
3
編

第
１
章

第
2
章

第
3
章

第
4
章

意見概要とそれに対する市の考え方4

冬季オリンピック招致に関連する取組については、札幌市

における産業振興施策を推進するための手法の一つであ

り、冬季オリンピック招致の可否に関わらず各施策を進め

ていくものです。

都 心 の 再 開発 については、札幌 の 都 心 は、昭和42年

(1972年)の札幌オリンピックの際に建設された建物が一

斉に更新時期を迎えており、令和12年度(2030年度)に

予定されている北海道新幹線の札幌駅までの延伸・開業

も見据えて民間事業者による建て替えが継続しているこ

とから、引き続き魅力と活力に満ちた都心の実現に向けて

取り組んでまいります。

2025年日本国際博覧会の開催については、札幌市が関

与するものではありません。実施に係る費用においても札

幌市の負担はなく、国費の使途については国政の場で議

論されるものと認識しております。

オリンピック招致を前提にしていた産業

振興施策もあったと思うが、招致を実質

断念した状況下でどのような再検討を

行ったか。

都心再開発については、オリンピック招致

にかかわらず、道都札幌の顔として、しっか

りと進める必要があるのではないか。

2025年大阪博覧会を開催中止して予

算を福祉の予算に使うことはどうか。

市の考え方意見の概要

≪第１編　第２章　４「札幌の産業を取り巻く環境の変化」に関する意見≫

本ビジョンでは、数値目標の達成に向け、第１編ビジョン編

で定めた施策展開の方向性に基づき、重点分野・横断的

戦略における基本施策を展開していくこととしております。

加えて、GX官民投資の創出の動きや道内における次世代

半導体製造拠点の整備といった動きを好機と捉え、新た

な投資の呼び込みや関連産業の集積等を図ることで、地

域経済全体の発展に繋げ、令和14年度(2032年度)に

は、全国平均値を上回る人口一人当たりの市内総生産額

を目指してまいります。

一人当たり市内総生産が依然低い点を

どう改善していくかというつながりが見

えない。

市の考え方意見の概要

≪第１編　第３章　６「数値目標」に関する意見≫

洋上風力発電を始めとするＧＸの推進は、デンマークなどを

始めとする国内外の事例なども踏まえ、札幌市における脱炭

素と経済成長の両立に寄与するものと考えております。

なお、地域と共生する洋上風力発電の実現に向けては、

「再エネ海域利用法」に基づく協議会において、事業者に

配慮を求める事項を取りまとめることに加え、環境影響評

価の手続きを通じて、確認していくことになっていると認識

しております。

洋上風力発電所は、建設、運転、保守、

撤去まで含めると膨大な化石燃料エネ

ルギーを消費する結果となることが明

白であることや、プロペラ風車の回転か

ら発せられる低周波騒音、超巨大プロ

ペラが林立することによる景観破壊と

いった、負の経済効果を示すべきでは

ないか。

市の考え方意見の概要

≪第２編　第２章　１「リーディングプロジェクト」に関する意見≫
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撤去費用については、「再エネ海域利用法」における公募

占用指針で、撤去費用の確保を条件とするなど、風力発電

所の運営事業者において適切に負担されるものと認識し

ております。

風力発電所の撤去費用は何処が負担

するのか。

風力発電所の事業者には撤去費用とし

てのプール資金を予め北海道庁と札幌

市と石狩市が共同して預かり、全てのプ

ロペラ風車の撤去が完了するまで温存

しておくべき。

(類似意見２件)

風力発電設備の建設・建て替えを計画している風力発電

関係者に対しては、事業計画策定の可能な限り早期の段

階で防衛省への事前相談をするよう、国において対応が

なされております。

さらに、「再エネ海域利用法」に基づく促進区域指定のプ

ロセスの中で、防衛省の意見を聞くこととされているものと

認識しております。

超巨大プロペラ型の風車が林立すると、

ミサイルが飛来した場合でも自衛隊の

探知レーダーにゴーストが生じる等、防

衛への影響が生じる。

洋上風力発電施設の建設・運用については、「電気事業

法」及びその運用である「洋上風力発電設備に関する技

術基準の統一的解説」に沿って、国において安全性に係る

審査が行われることとなっております。

また、地域と共生する洋上風力発電の実現に向けては、

「再エネ海域利用法」に基づく協議会において、事業者に

配慮を求める事項を取りまとめることに加え、環境影響評

価の手続きを通じて、確認していくことになっていると認識

しております。

風力発電の低周波騒音による健康被

害や林立による漁業関係者の大量失

業、観光客の減少、環境破壊、石狩湾新

港の安全航行への支障が懸念される

中で、札幌市には港がないからと無神

経になることは許されない。

(類似意見３件)

市の考え方意見の概要
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民間が持つ機動性や専門性を生かしながら、戦略的かつ地

域一体となった観光地経営を推進していく体制として、ＤＭＯ

は最も有効な手法であると考えています。

札幌の基幹産業である観光業が力強く発展できる体制を

整えるため、観光地域づくりの舵取り役となるＤＭＯの設立に

向け検討してまいります。

観光地域づくり法人（ＤＭＯ）は天下り

先を増やすだけのものであり、必要な

い。今ある「ようこそＳＡＰＰＯＲＯ」のコン

テンツの見直しを図れば十分であり、後

は民間活力に任せるべき。

観光地域づくり法人は、官製談合組織

となるリスクも高く、インサイダー取引の

温床ともなりかねない。

(類似意見１件)

国は、「洋上風力産業ビジョン（第１次）」において、2040年ま

での導入目標として、全国で約3,000万kW～4,500万

kW、北海道では955万kW～1,465万kWを掲げており、こ

の実現により、関連産業の集積による経済活性化や地域に

おける雇用の創出といった効果が期待されます。

現在、「再エネ海域利用法」に基づき、国内において、順次、促

進区域や有望区域に位置づけられるエリアが増えてきてお

り、洋上風力発電に係るポテンシャルは十分にあるものと認

識しております。

日本国内で洋上風車を建てる場合、海

岸から20～30km離して水深が20～

30メートルでおさまるような海域はほ

とんどない。日本国内で洋上風力発電

はそんなにポテンシャルがあるのか疑

問だ。

市の考え方意見の概要

市の考え方意見の概要

≪第２編　第２章　２「重点分野の振興施策」に関する意見≫

洋上風力発電は、関連産業の集積による経済活性化や

地域における雇用の創出といった波及効果が大いに期待

されるものです。

なお、洋上風力発電施設の建設・運用については、「電気

事業法」及びその運用である「洋上風力発電設備に関す

る技術基準の統一的解説」に沿って、国において安全性に

係る審査が行われることとなっております。

また、地域と共生する洋上風力発電の実現に向けては、「再

エネ海域利用法」に基づく協議会において、事業者に配慮を

求める事項を取りまとめることに加え、環境影響評価の手続

きを通じて、確認していくことになっていると認識しており

ます。

そして、撤去費用については、「再エネ海域利用法」における

公募占用指針で、撤去費用の確保を条件とするなど、風力発

電所の運営事業者において適切に負担されるものと認識し

ております。

超巨大プロペラ型の風車は、大半が中

国製であることから、その建 設から運

転、保守に至るまで、中国系の事業 者

が、メインとなってしまい、市民が支払っ

てきた「再エネ賦課金」の大半は、市民

に還元される事もなく、国外へ持ち去ら

れるのは問題。

大型の洋上風車を建設するよりも、設

置もメンテナンスも撤去も容易な、国内

メーカーの垂直軸型マグナス式の風車

やトルネード型風力発電を多数設置し

た方が、低い維持費のランニングコスト

が持続可能で且つ低騒音で、周辺住民

との理解も得られやすい。

中国製の巨大プロペラ型の風車は、台

風の強度に見合った材質が用いられて

いないことや、材質の 偽 装 により、60

メートル級の台風や低気圧の強風で根

元から折れる事 件が 下北半島など で

多発している。

(類似意見２件)
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市の考え方

外資のスタートアップ企業への支援は、外貨獲得や雇用創出

を狙って企業誘致や起業支援を行うものであり、道産品を転

売するスタートアップ企業の支援を目的とするものではありま

せん。

東京都が実施しているような外資のス

タートアップ企業への無担保融資は許

されない。

また、道産品を転売する事を目的とした

外資のスタートアップ企業には、いかな

る優遇策も許してはならない。

(類似意見１件)

札幌市を含む産学官金21機関の連携コンソーシアムである

Team Sapporo-Hokkaidoでは、今後10年間で150兆

円超とも言われる官民投資のうち、40兆円を北海道・札幌に

呼び込むべく、ＧＸ産業の集積と、それを支える金融機能の

強化集積を両輪で進め、エネルギー収支の好転・雇用創出

により、北海道・札幌の経済成長を実現してまいりたいと考え

ております。

「ＧＸの官民投資」について、外資企業

に札幌市民の税金が投入される事は

許されない。

札幌市では、北海道の豊富な再生可能エネルギーの活用に

向け、貯蔵・運搬性に優れている水素エネルギーの利用促

進が重要と考えており、その普及にあたっては、国の支援等を

十分に活用し、取組を進めてまいります。

なお、基金については、水素エネルギーの利活用のみならず、

将来的な「ゼロカーボンシティ」の実現に向けた省エネルギー

対策や再生可能エネルギーの導入拡大など幅広く活用する

ことを想定しております。

水素エネルギーは熱変換効率が低く、

省エネとは言い難いし、初期投資に膨

大な設備投資を迫られ、少子化の進む

中で、後世に重い負担を残す事になる。

「基金」の設置には反対で、その資金の

余裕があるのならば、地下鉄やバス等

の運賃を値下げすべき。

電光表示の外国語表記について、いただいたご意見を踏ま

え、より分かりやすい表示が出来るよう努めてまいりますが、

より多くの言語を提供することで外国人観光客の市内での

主要な移動手段として利用いただけるものと考えております

ので、中国語の表記は継続してまいります。

また、ひらがな表記の部分についても、より多くの方が利用し

やすい環境づくりのため、今後も可能な範囲で掲出できるよ

う努めてまいります。

地下鉄やJR駅の電光表示に簡体字や

繁体字を混ぜると、欧米からの観光・ビ

ジネス客が日本語の漢字と混同し、か

えって混乱を来たすことから、簡体字・

繁体字の表示は必要ない。

日本人の子供が、駅名や路線名も読み

とりやすいように、ひらがな表示も付け

るべきである。漢字を読めない外国人

も、ひらがなならば読み取りやすい。

世界の旅行者に選ばれる観光都市を目指すためには、多様

なニーズに対応した受入環境の整備が重要であり、国際水準

の宿泊機能を備えたハイグレードホテルの整備は必要と考え

ております。

なお、環境配慮など、SDGsへの対応は重要と考えており、宿

泊施設が行う取組への支援などを通じて推進してまいります。

ハイグレードホテルはエネルギー効率

が悪く、ＳＤＧsの政策とも矛盾する。ま

た食品のロスも著しいので建設の必要

は無い。

意見の概要

市の考え方意見の概要

≪第２編　第２章　３「横断的戦略の推進」に関する意見≫
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市の考え方

本ビジョンでは、市内企業の持続的な成長のため、食やIT、

健康福祉・医療などといった札幌市に強みのある分野のほ

か、業種横断的にも、新製品・サービスや新技術開発等によ

る付加価値の向上支援を展開することとしております。

札幌の企業は下請け的立場が強い。地

場企業が製品・商品を提供する中心的

企業となって付加価値率を高められる

方策をもっと盛り込むべきではないか。

「デジタル田園都市国家基本構想」や「地方創生SDGs」な

ど、国を挙げての取組については、各自治体がその特性を生

かしながら施策を推進しているものです。

本ビジョンにおいては、課題先進地域である北海道・札幌が

抱える社会課題をICTやデータの活用によって解決するた

めの施策を展開するほか、札幌市は、全国随一の再生可能

エネルギーのポテンシャルを有する北海道の中心地である

ことから、令和６年(2024年)１月には北海道・札幌「GX

金融・資産運用特区」を国に提案する等、北海道・札幌が持

つ特性を最大限に活用した産業振興施策に取り組んでまい

ります。

デジタル化、DX、ゼロカーボン、SDGｓ

など、日本のどこの市町村でも、産業ビ

ジョン案で並ぶだろうと思われる単語が

入っているが、北海道の地域産業特性

との結びつきが不明瞭。日本と札幌の

産業の比重及び内容の違いはより明確

にすべきではないか。

本ビジョンでは、前ビジョンの実施状況を振り返り、効果や課

題について整理を行っております。

そのうえで、札幌経済における強みや各業種の優位性を確

認するための分析を、創出付加価値額、増収率、生産性、従

業者数、域際収支、利益率、市場規模の将来推計等のデー

タを元に実施し、稼ぐ力、成長性、生産性、地域貢献、収益

性、将来性などを統合的に勘案して重点分野として設定して

おります。

これまで札幌市や北海道が提唱してき

た諸産業を同じように重点産業として取

り上げており、重点産業がこれまでに

思った以上の効果を発揮してこなかっ

たという（反省）分析が見当たらない（し

たがって、10年後の産業ビジョンもまた

同様の内容になるのではないかと思わ

せてしまう）。

意見の概要

札幌市では、SDGsに取り組む企業を見える化し、インセン

ティブを付与することで、市内企業におけるSDGs経営の実

践を促進させる取組を行っております。

また、SDGsに取り組むことによるメリットを発信するセミナー

を実施しているところであり、引き続き市内企業における

SDGs経営の裾野拡大に取り組んでまいります。

企業がＳＤＧｓに取り組むメリットを行

政から発信していかないと、特に中小

企業者はその手間とコストから、目を向

けることもしないのではないか。

市の考え方意見の概要

≪全般に関する意見≫
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北海道内における次世代半導体製造拠点の整備に伴い、

札幌市にもたらされる影響や効果、それらを踏まえた、産業

基盤の強靭化及び地域経済の発展につなげていくための

方向性については現在調査を行っているところです。

本調査の結果を踏まえ、市内産業の更なる振興につなげて

いくための施策を検討してまいります。

開発された半導 体を札幌 の企 業がど

のように活用して新たな企業成長につ

なげようとすべきかというビジョンが見

えない。

本ビジョンでは、市内企業の持続的な成長のため、食やIT、

健康福祉・医療などといった札幌市に強みのある分野のほ

か、業種横断的にも、新製品・サービスや新技術開発等によ

る付加価値の向上支援を展開することとしております。

加えて、札幌経済の更なる成長を担う人材を創出するため、リ

スキリング等の人材戦略に取り組む企業への支援を行ってま

いります。

企 業のＲ＆Ｄ投 資（含む人材 投 資）に

触れない産業ビジョンに現実味はある

のだろうか。

札幌経済の持続的な成長のためには、重点分野及び横断

的戦略における個々の施策を着実に進めるのはもちろんの

こと、北海道新幹線の札幌延伸や都心の再開発などの、まち

づくりにおける転機を最大限に生かすことが重要だと考えて

おります。

加えて、国におけるGX官民投資の創出の動きや道内におけ

る次世代半導体製造拠点の整備を好機と捉え、北海道・札

幌市の強みを生かした新たな投資の呼び込みや関連産業

の集積を図り、地域経済全体の発展に繋げてまいります。

想定できない社会経済リスクも多々あ

る中、足腰の強い札幌経済を作ってい

くには、観光や食分野などを重点分野

として経済成長を目指すだけではなく、

外部環 境の変化に応じた 新たな成長

分野を見つけ出し、それに対ししっかり

と税を投入してほしい。

企業の人手不足対策の観点からも、就職氷河期世代への雇

用の支援は重要であると認識しております。

札幌市では、国、道及び各関係機関と連携を図りながら、就

職氷河期世代の方で、未就職者や不本意非正規雇用で働

きながら正社員を目指す方に対する支援を行っております。

そのほか、中高年をはじめとした求職者に対して、スキルアッ

プ講座や職場体験の実施、合同企業説明会の開催など、

様々な施策により雇用の確保に取り組んでまいります。

就職 氷河期と言われた世代がいわゆ

る定年年齢を迎える前に、もっとしっか

りとした雇用施策を行わないと手遅れ

になる。あらゆる手段で雇用の確保に

取り組んでほしい。

令和６年(2024年)１月23日に国に提案をした北海道・札幌

「ＧＸ金融・資産運用特区」なども活用しながら、ＧＸ産業の

集積と、それを支える金融機能の強化集積を両輪で進め、

エネルギー収支の好転・雇用創出により、北海道・札幌の

経済成長を実現してまいりたいと考えております。

今回の産業振興ビジョンで掲げる数値

目標 は １ 人 当たりの市 内 総 生 産 額と

なっているものの、一定程度の経済規

模の確保も必要であり、金融・資産運

用特区による規制緩和等を大胆に活用

し、新たな産業を誘致するなど、経済規

模自体を少しでも増加させる施策も必

要と考える。

市の考え方意見の概要
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企業が保有する個人情報については個人情報保護法を

始めとする、各法令に基づき、適正に管理されるべきもの

と考えます。

個人情報を管理する監督者と企業の経

営者は明確に分離すべき。

令和4年(2022年)11月に札幌市が策定した「丘珠空港

の将 来 像」では、丘珠空港 の 担う役割として、ビジネス

ジェット機によるビジネスや観光での利用に対応していくこ

とを掲げており、札幌・北海道の活力向上に向け、ビジネス

ジェット機を含む航空機による丘珠空港の利用を促進して

いく考えです。

これに向けては、環境への配慮も重要なものと認識してお

り、国が進めている「2050年カーボンニュートラル、脱炭素

社会の実現」に向けたＣＯ₂排出を削減する方策等の取組

について、国が主体となり空港関係者事業者が一体となっ

て実施しているところであり、引き続き取り組んでまいりた

いと考えております。

ＣＯ₂を大量に排出する環境保全に非効

率なプライベートジェットの丘珠空港へ

の飛来は、緊急の医療目的以外は原則

として断るべき。

市の考え方意見の概要

≪その他≫
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第4章 札幌市中小企業振興条例

前文　

札幌は、事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業が経済の基盤をなしている。

中小企業は、経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしているだけでなく、その振興により、働く

人の収入が増え、消費が活発化し、雇用が創出される。さらに、市の税収が増加して福祉や教育など

の市民サービスが向上し、まちづくりが発展するなどの好循環が生み出される。このようなことから、

中小企業の振興は、単に中小企業だけにとどまるものではなく、札幌の産業、経済と市民生活全体に

かかわる課題といえる。　

しかしながら、経済のグローバル化による企業間競争の激化、少子高齢化の進行や人口減少時代

の到来など、中小企業を取り巻く環境は大きく変化してきており、これまで地域社会を支えてきた中小

企業の活力の低下も懸念されている。　

中小企業が成長発展していくためには、中小企業者自らがその経営の向上のために努力を払うと

ともに、地域社会における責任を果たし、市民や社会から信頼されることが必要である。そして、中小

企業の振興が札幌の発展に欠かせないものであるという認識を、企業はもちろんのこと、まちづくり

の担い手である市民や行政も共有することが何より大切である。　

そこで、中小企業を振興するうえでの企業、行政及び市民の役割や関係を明らかにし、中小企業を

より元気にすることで、札幌をより豊かで住みやすいまちとするため、ここに、この条例を制定する。　

第１章　総則　

（目的）　

第1条　この条例は、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、市の責務、中小企業者等の

努めるべき事項などを明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、中小

企業の振興に関する施策（以下「中小企業振興施策」という。）を総合的に推進し、もって本市経済

の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

（定義）　

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）　中小企業者　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「基本法」という。）第２条

第１項に定めるものをいう。　

（２）　協同組合等　中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項各

号に掲げる中小企業団体、商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条第１項に規定す

る商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興

に関する法律（昭和３２年法律第１６４号）第３条に規定する生活衛生同業組合その他これら

に類する中小企業者を構成員とする団体をいう。　

（３）　中小企業者等　中小企業者及び協同組合等をいう。　

（４）　大企業者　中小企業者以外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。　

（基本理念）　

第３条　中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。　

（１）　中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること。　

（２）　本市の産業構造の特性に配慮すること。　

（３）　経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に的確に対応するこ

と。

（市の責務）　

第４条　市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業振興施策を総合的に策定し、及び実施し

なければならない。この場合において、市は、中小企業者等の実態を的確に把握するとともに、中小

企業者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない。　

２　市は、中小企業振興施策を策定し、及び実施するに当たっては、国、関係地方公共団体、支援

機関（中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第７条第１項に規定する指定法人等をいう。）、

経済団体、大学等の研究機関その他の関係機関と連携を図るよう努めなければならない。　

（中小企業者等の努力等）　

第５条　中小企業者等は、経営の革新（基本法第２条第２項に規定する経営の革新をいう。以下

同じ。）、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への適応のために、自主的に取り組むよう

努めなければならない。　

２　中小企業者等は、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。　

３　中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を

図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。　

（大企業者の役割）　

第６条　大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を

自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。　

２　大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が

実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。　

（市民の理解と協力）　

第７条　市民は、中小企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、中小

企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。　

第２章　中小企業の振興に関する基本的施策　

（施策の基本方針）　

第８条　中小企業振興施策の策定及び実施は、第３条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる

事項を基本として行うものとする。　

（１）　中小企業者等の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動（基本法第２条第３

項に規定する創造的な事業活動をいう。）の促進を図ること。　

（２）　中小企業者等の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図るこ

とにより、中小企業者等の経営基盤の強化を促進すること。　

（３）　中小企業者等の経営の安定、事業転換の円滑化等を図ることにより、中小企業者等の経済的

社会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進すること。　

（財政上の措置）　

第９条　市は、中小企業振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

２　市は、予算の範囲内において、中小企業者等に対する適切な支援を行うものとする。　

（市からの受注機会の増大）　

第１０条　市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、

中小企業者等の受注の機会の増大に努めるものとする。　

（連携・協力の促進等）　

第１１条　市は、中小企業者等相互及び中小企業者等と大企業者の連携・協力の促進に努めるものと

する。　

２　市は、中小企業の振興に関する市民の理解を深めるとともに、市民の協力を促すため、広報、啓発

等の必要な措置を講ずるものとする。　

第３章　札幌市中小企業振興審議会　

（設置）　

第１２条　市長の附属機関として、札幌市中小企業振興審議会（以下「審議会」という。）を置く。　

（所掌事務）　

第１３条　審議会は、次に掲げる事務を行う。　

（１）　市長の諮問に応じ、中小企業振興施策について調査審議し、及び意見を述べること。　

（２）　その他中小企業の振興に関する事項について調査審議し、及び意見を述べること。　

（組織）　

第１４条　審議会は、委員２０名以内をもって組織する。　

２　委員は、学識経験者、中小企業者、消費者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱

する。　

（委員の任期）　

第１５条　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。　

２　委員は、再任されることができる。　

（会長及び副会長）　

第１６条　審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。　

２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。　

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。　

４　会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理

する。　

（会議）　

第１７条　審議会の会議は、必要の都度会長が招集し、会長がその議長となる。　

２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。　

３　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）　

第１８条　審議会の庶務は、経済観光局において行う。　

（運営事項）　

第１９条　第１３条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。　

第４章　雑則　

（委任）　

第２０条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。　

附　則

（施行期日）　

１　この条例は、平成２０年４月１日から施行する。　

（経過措置）　

省略

附　則

（施行期日）　

１　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。　

平成28年３月30日

条例第15号

札幌市中小企業等振興条例（昭和３９年条例第７号）の全部改正（昭和５０年６月条例第２８号）

札幌市中小企業等振興条例（昭和５０年条例第２８号）の全部改正（平成１９年１２月条例第５３号）

札幌市中小企業振興条例(平成19年12月条例第53号)の一部改正(平成28年３月条例第15号)
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前文　

札幌は、事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業が経済の基盤をなしている。

中小企業は、経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしているだけでなく、その振興により、働く

人の収入が増え、消費が活発化し、雇用が創出される。さらに、市の税収が増加して福祉や教育など

の市民サービスが向上し、まちづくりが発展するなどの好循環が生み出される。このようなことから、

中小企業の振興は、単に中小企業だけにとどまるものではなく、札幌の産業、経済と市民生活全体に

かかわる課題といえる。　

しかしながら、経済のグローバル化による企業間競争の激化、少子高齢化の進行や人口減少時代

の到来など、中小企業を取り巻く環境は大きく変化してきており、これまで地域社会を支えてきた中小

企業の活力の低下も懸念されている。　

中小企業が成長発展していくためには、中小企業者自らがその経営の向上のために努力を払うと

ともに、地域社会における責任を果たし、市民や社会から信頼されることが必要である。そして、中小

企業の振興が札幌の発展に欠かせないものであるという認識を、企業はもちろんのこと、まちづくり

の担い手である市民や行政も共有することが何より大切である。　

そこで、中小企業を振興するうえでの企業、行政及び市民の役割や関係を明らかにし、中小企業を

より元気にすることで、札幌をより豊かで住みやすいまちとするため、ここに、この条例を制定する。　

第１章　総則　

（目的）　

第1条　この条例は、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、市の責務、中小企業者等の

努めるべき事項などを明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、中小

企業の振興に関する施策（以下「中小企業振興施策」という。）を総合的に推進し、もって本市経済

の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

（定義）　

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）　中小企業者　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「基本法」という。）第２条

第１項に定めるものをいう。　

（２）　協同組合等　中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項各

号に掲げる中小企業団体、商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条第１項に規定す

る商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興

に関する法律（昭和３２年法律第１６４号）第３条に規定する生活衛生同業組合その他これら

に類する中小企業者を構成員とする団体をいう。　

（３）　中小企業者等　中小企業者及び協同組合等をいう。　

（４）　大企業者　中小企業者以外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。　

（基本理念）　

第３条　中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。　

（１）　中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること。　

（２）　本市の産業構造の特性に配慮すること。　

（３）　経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に的確に対応するこ

と。

（市の責務）　

第４条　市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業振興施策を総合的に策定し、及び実施し

なければならない。この場合において、市は、中小企業者等の実態を的確に把握するとともに、中小

企業者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない。　

２　市は、中小企業振興施策を策定し、及び実施するに当たっては、国、関係地方公共団体、支援

機関（中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第７条第１項に規定する指定法人等をいう。）、

経済団体、大学等の研究機関その他の関係機関と連携を図るよう努めなければならない。　

（中小企業者等の努力等）　

第５条　中小企業者等は、経営の革新（基本法第２条第２項に規定する経営の革新をいう。以下

同じ。）、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への適応のために、自主的に取り組むよう

努めなければならない。　

２　中小企業者等は、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。　

３　中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を

図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。　

（大企業者の役割）　

第６条　大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を

自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。　

２　大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が

実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。　

（市民の理解と協力）　

第７条　市民は、中小企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、中小

企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。　

第２章　中小企業の振興に関する基本的施策　

（施策の基本方針）　

第８条　中小企業振興施策の策定及び実施は、第３条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる

事項を基本として行うものとする。　

（１）　中小企業者等の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動（基本法第２条第３

項に規定する創造的な事業活動をいう。）の促進を図ること。　

（２）　中小企業者等の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図るこ

とにより、中小企業者等の経営基盤の強化を促進すること。　

（３）　中小企業者等の経営の安定、事業転換の円滑化等を図ることにより、中小企業者等の経済的

社会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進すること。　

（財政上の措置）　

第９条　市は、中小企業振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

２　市は、予算の範囲内において、中小企業者等に対する適切な支援を行うものとする。　

（市からの受注機会の増大）　

第１０条　市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、

中小企業者等の受注の機会の増大に努めるものとする。　

（連携・協力の促進等）　

第１１条　市は、中小企業者等相互及び中小企業者等と大企業者の連携・協力の促進に努めるものと

する。　

２　市は、中小企業の振興に関する市民の理解を深めるとともに、市民の協力を促すため、広報、啓発

等の必要な措置を講ずるものとする。　

第３章　札幌市中小企業振興審議会　

（設置）　

第１２条　市長の附属機関として、札幌市中小企業振興審議会（以下「審議会」という。）を置く。　

（所掌事務）　

第１３条　審議会は、次に掲げる事務を行う。　

（１）　市長の諮問に応じ、中小企業振興施策について調査審議し、及び意見を述べること。　

（２）　その他中小企業の振興に関する事項について調査審議し、及び意見を述べること。　

（組織）　

第１４条　審議会は、委員２０名以内をもって組織する。　

２　委員は、学識経験者、中小企業者、消費者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱

する。　

（委員の任期）　

第１５条　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。　

２　委員は、再任されることができる。　

（会長及び副会長）　

第１６条　審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。　

２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。　

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。　

４　会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理

する。　

（会議）　

第１７条　審議会の会議は、必要の都度会長が招集し、会長がその議長となる。　

２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。　

３　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）　

第１８条　審議会の庶務は、経済観光局において行う。　

（運営事項）　

第１９条　第１３条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。　

第４章　雑則　

（委任）　

第２０条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。　

附　則

（施行期日）　

１　この条例は、平成２０年４月１日から施行する。　

（経過措置）　

省略

附　則

（施行期日）　

１　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。　
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前文　

札幌は、事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業が経済の基盤をなしている。

中小企業は、経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしているだけでなく、その振興により、働く

人の収入が増え、消費が活発化し、雇用が創出される。さらに、市の税収が増加して福祉や教育など

の市民サービスが向上し、まちづくりが発展するなどの好循環が生み出される。このようなことから、

中小企業の振興は、単に中小企業だけにとどまるものではなく、札幌の産業、経済と市民生活全体に

かかわる課題といえる。　

しかしながら、経済のグローバル化による企業間競争の激化、少子高齢化の進行や人口減少時代

の到来など、中小企業を取り巻く環境は大きく変化してきており、これまで地域社会を支えてきた中小

企業の活力の低下も懸念されている。　

中小企業が成長発展していくためには、中小企業者自らがその経営の向上のために努力を払うと

ともに、地域社会における責任を果たし、市民や社会から信頼されることが必要である。そして、中小

企業の振興が札幌の発展に欠かせないものであるという認識を、企業はもちろんのこと、まちづくり

の担い手である市民や行政も共有することが何より大切である。　

そこで、中小企業を振興するうえでの企業、行政及び市民の役割や関係を明らかにし、中小企業を

より元気にすることで、札幌をより豊かで住みやすいまちとするため、ここに、この条例を制定する。　

第１章　総則　

（目的）　

第1条　この条例は、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、市の責務、中小企業者等の

努めるべき事項などを明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、中小

企業の振興に関する施策（以下「中小企業振興施策」という。）を総合的に推進し、もって本市経済

の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

（定義）　

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）　中小企業者　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「基本法」という。）第２条

第１項に定めるものをいう。　

（２）　協同組合等　中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項各

号に掲げる中小企業団体、商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条第１項に規定す

る商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興

に関する法律（昭和３２年法律第１６４号）第３条に規定する生活衛生同業組合その他これら

に類する中小企業者を構成員とする団体をいう。　

（３）　中小企業者等　中小企業者及び協同組合等をいう。　

（４）　大企業者　中小企業者以外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。　

（基本理念）　

第３条　中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。　

（１）　中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること。　

（２）　本市の産業構造の特性に配慮すること。　

（３）　経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に的確に対応するこ

と。

（市の責務）　

第４条　市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業振興施策を総合的に策定し、及び実施し

なければならない。この場合において、市は、中小企業者等の実態を的確に把握するとともに、中小

企業者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない。　

２　市は、中小企業振興施策を策定し、及び実施するに当たっては、国、関係地方公共団体、支援

機関（中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第７条第１項に規定する指定法人等をいう。）、

経済団体、大学等の研究機関その他の関係機関と連携を図るよう努めなければならない。　

（中小企業者等の努力等）　

第５条　中小企業者等は、経営の革新（基本法第２条第２項に規定する経営の革新をいう。以下

同じ。）、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への適応のために、自主的に取り組むよう

努めなければならない。　

２　中小企業者等は、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。　

３　中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を

図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。　

（大企業者の役割）　

第６条　大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を

自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。　

２　大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が

実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。　

（市民の理解と協力）　

第７条　市民は、中小企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、中小

企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。　

第２章　中小企業の振興に関する基本的施策　

（施策の基本方針）　

第８条　中小企業振興施策の策定及び実施は、第３条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる

事項を基本として行うものとする。　

（１）　中小企業者等の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動（基本法第２条第３

項に規定する創造的な事業活動をいう。）の促進を図ること。　

（２）　中小企業者等の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図るこ

とにより、中小企業者等の経営基盤の強化を促進すること。　

（３）　中小企業者等の経営の安定、事業転換の円滑化等を図ることにより、中小企業者等の経済的

社会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進すること。　

（財政上の措置）　

第９条　市は、中小企業振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

２　市は、予算の範囲内において、中小企業者等に対する適切な支援を行うものとする。　

（市からの受注機会の増大）　

第１０条　市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、

中小企業者等の受注の機会の増大に努めるものとする。　

（連携・協力の促進等）　

第１１条　市は、中小企業者等相互及び中小企業者等と大企業者の連携・協力の促進に努めるものと

する。　

２　市は、中小企業の振興に関する市民の理解を深めるとともに、市民の協力を促すため、広報、啓発

等の必要な措置を講ずるものとする。　

第３章　札幌市中小企業振興審議会　

（設置）　

第１２条　市長の附属機関として、札幌市中小企業振興審議会（以下「審議会」という。）を置く。　

（所掌事務）　

第１３条　審議会は、次に掲げる事務を行う。　

（１）　市長の諮問に応じ、中小企業振興施策について調査審議し、及び意見を述べること。　

（２）　その他中小企業の振興に関する事項について調査審議し、及び意見を述べること。　

（組織）　

第１４条　審議会は、委員２０名以内をもって組織する。　

２　委員は、学識経験者、中小企業者、消費者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱

する。　

（委員の任期）　

第１５条　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。　

２　委員は、再任されることができる。　

（会長及び副会長）　

第１６条　審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。　

２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。　

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。　

４　会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理

する。　

（会議）　

第１７条　審議会の会議は、必要の都度会長が招集し、会長がその議長となる。　

２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。　

３　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）　

第１８条　審議会の庶務は、経済観光局において行う。　

（運営事項）　

第１９条　第１３条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。　

第４章　雑則　

（委任）　

第２０条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。　

附　則

（施行期日）　

１　この条例は、平成２０年４月１日から施行する。　

（経過措置）　

省略

附　則

（施行期日）　

１　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。　
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前文　

札幌は、事業所のほとんどを中小企業が占めるまちであり、中小企業が経済の基盤をなしている。

中小企業は、経済活動の全般にわたって重要な役割を果たしているだけでなく、その振興により、働く

人の収入が増え、消費が活発化し、雇用が創出される。さらに、市の税収が増加して福祉や教育など

の市民サービスが向上し、まちづくりが発展するなどの好循環が生み出される。このようなことから、

中小企業の振興は、単に中小企業だけにとどまるものではなく、札幌の産業、経済と市民生活全体に

かかわる課題といえる。　

しかしながら、経済のグローバル化による企業間競争の激化、少子高齢化の進行や人口減少時代

の到来など、中小企業を取り巻く環境は大きく変化してきており、これまで地域社会を支えてきた中小

企業の活力の低下も懸念されている。　

中小企業が成長発展していくためには、中小企業者自らがその経営の向上のために努力を払うと

ともに、地域社会における責任を果たし、市民や社会から信頼されることが必要である。そして、中小

企業の振興が札幌の発展に欠かせないものであるという認識を、企業はもちろんのこと、まちづくり

の担い手である市民や行政も共有することが何より大切である。　

そこで、中小企業を振興するうえでの企業、行政及び市民の役割や関係を明らかにし、中小企業を

より元気にすることで、札幌をより豊かで住みやすいまちとするため、ここに、この条例を制定する。　

第１章　総則　

（目的）　

第1条　この条例は、本市の中小企業の振興に関し、基本理念を定め、市の責務、中小企業者等の

努めるべき事項などを明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、中小

企業の振興に関する施策（以下「中小企業振興施策」という。）を総合的に推進し、もって本市経済

の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

（定義）　

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）　中小企業者　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号。以下「基本法」という。）第２条

第１項に定めるものをいう。　

（２）　協同組合等　中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項各

号に掲げる中小企業団体、商店街振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条第１項に規定す

る商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興

に関する法律（昭和３２年法律第１６４号）第３条に規定する生活衛生同業組合その他これら

に類する中小企業者を構成員とする団体をいう。　

（３）　中小企業者等　中小企業者及び協同組合等をいう。　

（４）　大企業者　中小企業者以外の会社及び個人であって事業を営むものをいう。　

（基本理念）　

第３条　中小企業の振興は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。　

（１）　中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重すること。　

（２）　本市の産業構造の特性に配慮すること。　

（３）　経済活動における国際化の進展その他の経済的社会的環境の変化に的確に対応するこ

と。

（市の責務）　

第４条　市は、前条に定める基本理念にのっとり、中小企業振興施策を総合的に策定し、及び実施し

なければならない。この場合において、市は、中小企業者等の実態を的確に把握するとともに、中小

企業者等の意見を適切に反映するよう努めなければならない。　

２　市は、中小企業振興施策を策定し、及び実施するに当たっては、国、関係地方公共団体、支援

機関（中小企業支援法（昭和３８年法律第１４７号）第７条第１項に規定する指定法人等をいう。）、

経済団体、大学等の研究機関その他の関係機関と連携を図るよう努めなければならない。　

（中小企業者等の努力等）　

第５条　中小企業者等は、経営の革新（基本法第２条第２項に規定する経営の革新をいう。以下

同じ。）、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化への適応のために、自主的に取り組むよう

努めなければならない。　

２　中小企業者等は、市が実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。　

３　中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を

図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。　

（大企業者の役割）　

第６条　大企業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会を構成する一員としての社会的責任を

自覚するとともに、中小企業者等との連携・協力に努めるものとする。　

２　大企業者は、中小企業の振興が本市経済の発展において果たす役割の重要性を理解し、市が

実施する中小企業振興施策に協力するよう努めるものとする。　

（市民の理解と協力）　

第７条　市民は、中小企業の振興が市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解し、中小

企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。　

第２章　中小企業の振興に関する基本的施策　

（施策の基本方針）　

第８条　中小企業振興施策の策定及び実施は、第３条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる

事項を基本として行うものとする。　

（１）　中小企業者等の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動（基本法第２条第３

項に規定する創造的な事業活動をいう。）の促進を図ること。　

（２）　中小企業者等の事業活動に必要な人材の育成及び確保並びに資金供給の円滑化を図るこ

とにより、中小企業者等の経営基盤の強化を促進すること。　

（３）　中小企業者等の経営の安定、事業転換の円滑化等を図ることにより、中小企業者等の経済的

社会的環境の変化に対する適応の円滑化を促進すること。　

（財政上の措置）　

第９条　市は、中小企業振興施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

２　市は、予算の範囲内において、中小企業者等に対する適切な支援を行うものとする。　

（市からの受注機会の増大）　

第１０条　市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、

中小企業者等の受注の機会の増大に努めるものとする。　

（連携・協力の促進等）　

第１１条　市は、中小企業者等相互及び中小企業者等と大企業者の連携・協力の促進に努めるものと

する。　

２　市は、中小企業の振興に関する市民の理解を深めるとともに、市民の協力を促すため、広報、啓発

等の必要な措置を講ずるものとする。　

第３章　札幌市中小企業振興審議会　

（設置）　

第１２条　市長の附属機関として、札幌市中小企業振興審議会（以下「審議会」という。）を置く。　

（所掌事務）　

第１３条　審議会は、次に掲げる事務を行う。　

（１）　市長の諮問に応じ、中小企業振興施策について調査審議し、及び意見を述べること。　

（２）　その他中小企業の振興に関する事項について調査審議し、及び意見を述べること。　

（組織）　

第１４条　審議会は、委員２０名以内をもって組織する。　

２　委員は、学識経験者、中小企業者、消費者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱

する。　

（委員の任期）　

第１５条　委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。　

２　委員は、再任されることができる。　

（会長及び副会長）　

第１６条　審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。　

２　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。　

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。　

４　会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理

する。　

（会議）　

第１７条　審議会の会議は、必要の都度会長が招集し、会長がその議長となる。　

２　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。　

３　会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（庶務）　

第１８条　審議会の庶務は、経済観光局において行う。　

（運営事項）　

第１９条　第１３条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が

審議会に諮って定める。　

第４章　雑則　

（委任）　

第２０条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。　

附　則

（施行期日）　

１　この条例は、平成２０年４月１日から施行する。　

（経過措置）　

省略

附　則

（施行期日）　

１　この条例は、平成２８年４月１日から施行する。　
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